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令和４年第３回美郷町議会定例会会議録（第１日）

令和４年９月２日（金曜日）

◎開会日時 令和 ４年 ９月 ２日 午前１０時００分 開会

◎散会日時 令和 ４年 ９月 ２日 午前１１時５５分 散会

◎出席議員（１１名）

１番 若杉 伸児君 ２番 早川 節夫君

３番 中田 武満君 ４番 兒玉 鋼士君

５番 中嶋奈良雄君 ７番 那須 富重君
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◎事務局職員氏名 事務局長 沖田 修一君 書記 森川 晴君

◎説明のための出席者職氏名

町長 田中 秀俊君 副町長 藤本 茂君

教育長 大坪 隆昭君 会計管理者 泉田 博文君

総務課長 甲斐 武彦君 税務課長 川村 博昭君

企画情報課長 田常 浩二君 町民生活課長 田村 靖 君

健康福祉課長 黒田 和幸君 建設課長 林田貴美生君

農林振興課長 松下 文治君 政策推進室長 長田 孝規君

教育課長 鎌田 次郎君 地域包括医療局事務長 田原裕亮君

南郷地域課長 黒木 博文君 北郷地域課長 石田 隆二君

◎会議の経過 別紙のとおり



3

令 和 ４ 年 第 ３ 回 美 郷 町 議 会 定 例 会

議 事 日 程 （ 第 １ ）

令和４年９月２日

午 前 １ ０ 時 開 議

日程第１ 会議録署名議員の指名

５番 中嶋 奈良雄 議員

７番 那須 富重 議員

日程第２ 会期の決定

９月２日～９月１５日 １４日間

日程第３ 諸般の報告

（1）議長

（2）日向東臼杵広域連合議会議員

（3）入郷地区衛生組合議会議員

日程第４ 報告第４号 令和３年度決算に係る美郷町財政健全

化判断比率の報告について

日程第５ 報告第５号 令和３年度決算に係る美郷町資金不足

比率の報告について

日程第６ 報告第６号 株式会社南郷温泉の経営状況に関する

書類の提出について

日程第７ 報告第７号 株式会社レイクランド西郷の経営状況

に関する書類の提出について

日程第８ 報告第８号 専決処分の報告について（工事請負契約

の変更について）

報 告

日程第９ 議案第 52 号 公の施設の指定管理者の指定について

（南郷温泉施設）

提案理由説明

日程第 10 議案第 53 号 公の施設の指定管理者の指定について

（美郷町南郷山草森林交流施設）

提案理由説明
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日程第 11 議案第 54 号 工事請負契約の締結について

提案理由説明

日程第 12 議案第 55 号 職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例

提案理由説明

日程第 13 議案第 56 号 美郷町使用料徴収条例の一部を改正す

る条例

提案理由説明

日程第 14 議案第 57 号 美郷町手数料徴収条例の一部を改正す

る条例

提案理由説明

日程第 15 議案第 58 号 令和４年度美郷町一般会計補正予算

（第４号）

提案理由説明

日程第 16 議案第 59 号 令和４年度美郷町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第 2 号）

日程第 17 議案第 60 号 令和４年度美郷町介護保険事業特別会

計補正予算（第１号）

日程第 18 議案第 61 号 令和４年度美郷町後期高齢者医療事業

特別会計補正予算（第 1 号）

日程第 19 議案第 62 号 令和４年度美郷町簡易水道事業特別会

計補正予算（第３号）

日程第 20 議案第 63 号 令和４年度美郷町農業集落排水事業特

別会計補正予算（第２号）

日程第 21 議案第 64 号 令和４年度美郷町国民健康保険診療所

事業特別会計補正予算（第３号）

日程第 22 議案第 65 号 令和４年度美郷町国民健康保険病院事

業会計補正予算（第２号）

提案理由説明

日程第 23 認定第１号 令和３年度美郷町一般会計歳入歳出決

算認定について
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日程第 24 認定第２号 令和３年度美郷町国民健康保険事業特

別会計歳入歳出決算認定について

日程第 25 認定第３号 令和３年度美郷町介護保険事業特別会

計歳入歳出決算認定について

日程第 26 認定第４号 令和３年度美郷町後期高齢者医療事業

特別会計歳入歳出決算認定について

日程第 27 認定第５号 令和３年度美郷町簡易水道事業特別会

計歳入歳出決算認定について

日程第 28 認定第６号 令和３年度美郷町農業集落排水事業特

別会計歳入歳出決算認定について

日程第 29 認定第７号 令和３年度美郷町国民健康保険診療所

事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第 30 認定第８号 令和３年度美郷町国民健康保険病院事

業会計歳入歳出決算認定について

提案理由説明、主要施策の成果に関する説明

日程第 31 令和３年度美郷町一般会計・特別会計決算審査意見書

及び令和３年度美郷町財政健全化審査意見書並びに

令和３年度美郷町経営健全化審査意見書の報告

報 告
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会 議 録

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ 日

午前１０時００分開議

【事務局長 沖田 修一】

「一同起立・礼」・・・おはようございます・・・御着席ください。

【議長 山本 文男】

川村 義幸議員から、欠席届が提出されておりますので、これを受理しました。

したがいまして、ただいまの出席議員は１０名であります。

【議長 山本 文男】

ただいまから、令和４年第３回美郷町議会定例会を開会します。

【議長 山本 文男】

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。

上着を脱ぎたい方は脱ぐことを許します。

報道機関が取材のため傍聴されています。また、カメラの持込み、写真撮影も許

可しましたので、申し添えます。

【議長 山本 文男】

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

本定例会の署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、５番 中嶋 奈良

雄議員、７番 那須 富重議員を指名いたします。

【議長 山本 文男】

日程第２ 会期の決定を議題とします。

この件につきましては、議会運営委員会において検討がなされておりますので、

委員長より報告をお願いします。

【議会運営委員長 中嶋 奈良雄】

議長。

【議長 山本 文男】

議会運営委員長 中嶋 奈良雄議員。

【議会運営委員長 中嶋 奈良雄】

令和４年第３回美郷町議会定例会について、議長より試問を受けました会期及び

日程につきまして、議会運営委員会は以下のように議長に答申いたしましたので御

報告いたします。

会期日程については、本日から９月１５日までの１４日間とし、会期日程はお手

元に配付してある会期及び審議予定表のとおりとしたところでございます。
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以上で、議会運営委員長の報告を終わります。

【議長 山本 文男】

委員長の報告が終わりました。

お諮りします。

本定例会の会期は、委員長の報告のとおり、本日から９月１５日までの１４日間

としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

したがいまして、会期は本日から９月１５日までの１４日間に決定いたしました。

会期中の会議予定につきましては、お手元に配付の会期及び審議の予定表のとお

りであります。

【議長 山本 文男】

日程第３ 諸般の報告を行います。

本日までに受理いたしました請願・陳情は、お手元に配付いたしました請願・陳

情文書表のとおりであります。記載のとおり処理しましたので、報告します。

【議長 山本 文男】

地方自治法第２３５条の２、第３項の規定により、例月現金出納検査の結果報告

書が、お手元に配付したとおり提出されています。

朗読は省略します。

議長の報告は、お手元に配付の諸般の報告をもって報告といたします。

【議長 山本 文男】

次に、日向東臼杵広域連合議会議員及び入郷地区衛生組合の会議の報告について

は、お手元に配付した資料のとおりです。

【議長 山本 文男】

以上で、諸般の報告を終わります。

【議長 山本 文男】

日程第４ 報告第４号 令和３年度決算に係る美郷町財政健全化判断比率の

報告について

日程第５ 報告第５号 令和３年度決算に係る美郷町資金不足比率の報告

について

日程第６ 報告第６号 株式会社南郷温泉の経営状況に関する書類の提出

について

日程第７ 報告第７号 株式会社レイクランド西郷の経営状況に関する書類の

提出について

日程第８ 報告第８号 専決処分の報告について

（工事請負契約の変更について）
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【議長 山本 文男】

以上の５件につきまして、町長から報告があります。

これを許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

おはようございます。

本日から１５日まで１４日間の日程ということで、第３回議会定例会の開催、誠

にありがとうございます。

ちょっと気になることで、台風１１号の動きが非常に気になるということで、ち

ょうど週明けくらいに九州のほうに接近するという話でありますが、今、接近して

もらうと、栗とかナシ、それと水稲が、もう水稲が心配で倒伏してしまうっちゃな

いかというような懸念をしております。何とか避けていただいて、無事に農作物を

守っていただきたいというふうに思うところであります。

それでは、報告第４号 令和３年度決算に係る美郷町財政健全化判断比率の報告

についての提案理由を申し上げます。

この財政健全化判断比率は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第

１項の規定により、算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、

議会に報告するものであります。

今回報告する指標は、「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将

来負担比率」の４指標で、それぞれに早期健全化計画や財政再生計画の策定が義務

づけられています。

今回算定した令和３年度決算に基づく美郷町の財政健全化判断比率には、早期健

全化基準を上回る比率はなく、「実質赤字比率」及び「連結実質赤字比率」について

は、一般会計及び各特別会計において赤字額がないため、算定されておりません。

また、「実質公債費比率」については、７．０％、「将来負担比率」については、

比率は算定されませんでした。

以上で説明を終わります。

続きまして、報告第５号 令和３年度決算に係る美郷町資金不足比率の報告につ

いての提案理由を申し上げます。

公営企業を経営する地方公共団体の長は、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律第２２条第１項の規定により、当該公営企業の決算の提出を受けたら、速やか

に資金不足比率を算定し、監査委員の審査に付し、議会に報告することとなってい

ます。

このことから、本町においても、該当する３つの会計について資金不足比率を算

定したところ、不足額はございませんでしたので、監査委員の審査に付し、議会に

報告するものであります。

以上で説明を終わります

続きまして、報告第６号 株式会社南郷温泉の経営状況に関する書類の提出につ
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いて及び報告第７号 株式会社レイクランド西郷の経営状況に関する書類の提出に

ついての２つの報告につきまして、一括して提案理由を申し上げます。

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、地方公共団体の出資比率が２の

１以上である第三セクターの経営状況について、議会へ報告することとなっている

ことから、各第三セクターの経営状況に関する書類の提出を行うものであります。

以上で説明を終わります。

続きまして、報告第８号 専決処分の報告について（工事請負契約の変更につい

て）、御説明いたします。

この契約は、令和４年３月１１日に株式会社 南郷開発と契約を締結した、令和

３年度３年災８月豪雨災１号箇所奥地林道 空野・五郎ヶ峠線 災害復旧工事の変

更契約であります。

変更理由としまして、斜面の自立を図る崩土の除去を行っていたところ、想定し

た深度より深い位置で地山へ到達したため掘削土量の増加が必要となり、工事請負

代金９５万７ ,１９９円を増額するものであります。
以上、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分を行いましたので、同

条第２項の規定により報告いたします。

以上であります。

【議長 山本 文男】

以上で、報告第４号から報告第８号までの５件の報告を終わります。

【議長 山本 文男】

日程第 ９ 議案第５２号 公の施設の指定管理者の指定について

（南郷温泉施設）

日程第１０ 議案第５３号 公の施設の指定管理者の指定について

（美郷町南郷山草森林交流施設）

【議長 山本 文男】

お諮りします。

議案第５２号と議案第５３号までの２件を一括議題にしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

したがいまして、議案第５２号と議案第５３号の２件は一括議題とすることに決

定しました。

２件につきまして、順次、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。
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【町長 田中 秀俊】

それでは議案第５２号 公の施設の指定管理者の指定について（南郷温泉施設）

及び議案第５３号 公の施設の指定管理者の指定について（美郷町南郷山草森林交

流施設）の２つの議案について、一括して提案理由を申し上げます。

地域の資源である温泉を活用し、町民はもとより都市住民に対し健康増進と憩い

の場を提供するとともに、福祉の増進に寄与することを目的として設置しています

南郷温泉施設と、森林の優れた保健休養機能を活用した、森林とのふれあいの場を、

広く町民や都市住民に提供して福祉の増進に寄与することを目的として設置してま

す美郷町南郷山草森林交流施設については、第三セクターである株式会社南郷温泉

を指定管理者として管理運営を行っておりますが、各施設共に利用者が年々減少傾

向にある状況に加え、新型コロナウィルス感染症の長期化や拡大により社会経済全

体が低迷している現状に鑑み、施設の運営自体を抜本的に見直す時期であると捉え、

このたび公募を行ったところであります。

その結果、２社より応募があったため、指定管理候補者選定委員会に諮り、選定

基準を満たした株式会社ケイメイを選定したところであります。

この選定結果に基づき、美郷町南郷山草森林交流施設は令和４年１０月１日から

令和８年３月３１日までの３年６か月間を、南郷温泉施設は令和５年４月１日から

令和８年３月３１日までの３年間を指定管理期間とし株式会社ケイメイを指定管理

者として指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議

決を求めるものであります。

以上で、説明を終わります

【議長 山本 文男】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この２件につきましては、第６日目の９月７日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 山本 文男】

日程第１１ 議案第５４号 工事請負契約の締結についてを議題とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議案第５４号 工事請負契約の締結についての提案理由を申し上げます。

この契約は、令和４年度 ４年災地すべり災１号箇所 奥地林道 空野・五郎ヶ

峠線災害復旧工事であります。

去る７月２８日、町内 A クラス６業者により指名競争入札を行った結果、議案書
のとおり、株式会社 南郷開発 代表取締役岩田進一と１億２，５２９万円で工事

請負契約を締結するものであります。

復旧工法としまして、地すべりの影響を受けない安定した箇所に新たな林道を開
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設することから、土工及びのり面保護工、排水施設工、路面工を施すこととしてお

ります。

以上、今回発注いたしました工事につきましては、予定価格が５，０００万円以

上でありますので、地方自治法第９６条第１項第５号及び「美郷町議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例」第２条の規定により、議会の

議決を求めるものであります。

以上で説明を終わります。

【議長 山本 文男】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件につきましては、第６日目の９月７日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 山本 文男】

日程第１２ 議案第５５号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例を議題とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

続きまして、議案第５５号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例について提案理由を申し上げます。

本案は、人事院規則の一部改正を踏まえ、職員の育児休業等について、国の扱い

に準じた改正を行うものです。

内容につきましては、「非常勤職員の育児休業の対象期間の上限を、子が１歳６か

月到達日とする要件について、夫婦交替での取得や特別の事業がある場合の柔軟な

取得を可能とするための規定の整備」「非常勤職員の育児休業の対象期間の上限を、

子が２歳に達する日とする要件について、１歳６か月到達日とする要件と同様に、

夫婦交替での取得や特別の事情がある場合の柔軟な取得を可能とするための規定の

整備」等であります。

以上で説明を終わります。

【議長 山本 文男】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件につきましては、第６日目の９月７日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 山本 文男】

日程第１３ 議案第５６号 美郷町使用料徴収条例の一部を改正する条例を議題

とします。本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】
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議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議案第５６号 美郷町使用料徴収条例の一部を改正する条例について提案理由を

申し上げます。

美郷町西郷健康管理センター及び美郷町南郷総合保健センター、美郷町北郷総合

保健センターについては、保健事業の充実を図り、保健・医療・福祉の連携による、

総合的かつ一貫した町民の健康保持・増進を図る施設として整備されたものであり

ます。施設内の調理実習室の使用については現在、行政や社会福祉協議会等の限定

したものになっておりますが、近年、地域住民の自主的な活動等による使用の要望

も増加していることから、今後は、施設の基本的な設置趣旨を踏まえながら、広く

町民の使用について可能とすること、また、３施設の統一した使用料を設定するこ

とにより、より充実した施設として運用していくことを目的に改正内容を一部追加

するものであります。

以上で説明を終わります。

【議長 山本 文男】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件につきましては、第６日目の９月７日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 山本 文男】

日程第１４ 議案第５７号 美郷町手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題

とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議案第５７号 美郷町手数料徴収条例の一部を改正する条例についての提案理由

を申し上げます。

今回の条例改正は、西郷病院及び診療所で行っている健診業務にかかる手数料の

価格設定をするものです。健診業務については現在、各団体との契約内容や個人の

希望項目に沿って実施し、その都度診療報酬に沿った金額の徴収を行っており、健

診や精算に時間を要しております。

今回、健診項目や金額の設定を行うことにより、よりスムーズな健診業務の実施

が可能となるため、上程するものであります。

以上で説明を終わりま
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【議長 山本 文男】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件につきましては、第６日目の９月７日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 山本 文男】

日程第１５ 議案第５８号 令和４年度美郷町一般会計補正予算（第４号）を議

題とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは議案第５８号 令和４年度美郷町一般会計補正予算（第４号）について、

提案理由を説明いたします。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億７，７６５万９，

０００円を追加し、予算の総額を８５億９，７７４万９，０００円とするものです。

補正の内容について、まず歳入の主なものについて説明いたします。

地方交付税に、普通交付税の交付額決定に伴い５億２，２７５万円７，０００円

を追加しました。分担金及び負担金は県単土地改良事業分担金５５万円と、生活道

整備事業負担金８万円の追加であります。

国庫支出金に１，４３１万４，０００円を追加しました。これは、国庫負担金の

新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金８９９万５，０００円の追加、

総務費国庫補助金のうちデジタル基盤改革支援補助金４３１万４，０００円の追加

などが主な要因であります。

県支出金に２，１４１万４，０００円を追加しました。これは総務費県補助金の

うち移住者向け空き家利活用促進支援事業県補助金１２８万円の追加と災害復旧費

県補助金の現年発生林道施設災害復旧事業補助金及び県単林道施設災害復旧事業補

助金、合わせて２，０２５万円の追加が主な要因であります。

財産収入に４９４万６，０００円を追加しました。これは耳川広域森林組合出資

配当金であります。

繰入金から５億１，４０１万円を減額しました。これは森林環境譲与税基金繰入

金６，７７２万４，０００円を追加しましたが、コロナの影響により各種イベント

の中止に伴い充当予定であった合併市町村振興基金繰入金１，５５０万円の減額や

普通交付税、繰越金といった一般財源の増額補正に伴い、財政調整基金繰入金を５

億７，２５７万４，０００円減額したことが主な要因であります。

町債から７，３５４万４，０００円を減額しました。臨時財政対策債の減額が主

な要因であります。

続いて、歳出について説明いたします。

総務費に１，８１８万７，０００円を追加しました。

主なものは、１０月にパートタイム会計年度任用職員の保険切り替えに伴う県市

町村職員共済組合負担金１，２００万円、行政手続のオンライン化等に係るシステ
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ム改修委託料９０７万円、マイナンバーカード周知・普及促進に係る戸籍住民登録

一般経費２５９万７，０００円などの追加であります。

次に、民生費に２，０７９万４，０００円を追加しました。

主なものは、養護老人ホーム入所措置費１６２万２，０００円、生活管理短期宿

泊事業委託料３０９万２，０００円、子供のための教育・保育給付費国庫負担金・

県費負担金過年度分返還金として、合わせて１，３５３万８，０００円などの追加

であります。

次に、衛生費に１，３８２万円を追加しました。

主なものは、保健衛生総務費の西郷健康管理センター改修に伴う西郷保健センタ

ー管理費２６４万４，０００円の追加、予防費の新型コロナウイルスワクチン４回

目、５回目接種に伴う予防接種費９８６万６，０００円の追加、水道費の水道施設

整備補助金９０万円の追加などです。

次に、農林水産業費に３，６０４万２，０００円を追加しました。

このうち農業費では、強い農業づくり交付金返還金として、県単農産物生産振興

費に３５０万円、町単農産物生産振興費に栗出荷奨励補助金１１３万５，０００円、

県単農業用施設整備費に県単魅力あるふるさと環境づくり事業費の組替に伴い７０

万円の追加などにより農業費全体で５７９万３，０００円の追加となりました。

林業費では、町単林業生産組織（担い手）育成強化事業として労働安全推進補助

金８１万円、高性能林業機械リース補助金３９０万円の追加、町単森林公益的機能

増進事業として大規模保安林化推進事業委託料１，９８０万円、林道維持管理費５

００万円の追加などにより、林業費全体としては３，０２４万９，０００円の追加

となりました。

次に、商工費から６３３万２，０００円を減額しました。観光振興費のイベント

の中止に伴う事業補助金７２０万円の減額が主な要因であります。

次に、土木費に２，７４１万２，０００円を追加しました。町道維持管理委託料

など道路維持費１，１３０万円、道路新設改良費の防災・安全交付金事業費１，３

００万円、河川砂防費の急傾斜地崩壊対策費１１５万円の追加などです。

次に消防費に９４万６，０００円を追加しました。これは非常備消防費の退職功

労金１７万円、消防施設費の消火栓移設工事費７７万６，０００円の追加です。

次に、教育費から２３８万３，０００円を減額しました。義務教育学校管理費の

樹木撤去委託料１００万円、学校給食施設費の給食施設運営管理費１２６万円など

の追加をし、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止を決定した青少年派遣

交流事業の補助金５３４万８，０００円、同じく民謡大会に係る経費６０万７，０

００円の減額を行いました。

次に､災害復旧費には、林業施設災害復旧費に３，６４０万円を追加しました。

次に、諸支出金に２，７７７万３，０００円を追加しました。このうち特別会計

操出金から、国民健康保険診療所事業、介護保険事業、合わせて１，００８万３，

０００円を減額し、国民健康保険病院事業会計操出金に３，７８５万６，０００円

の追加をしました。

最後に、予備費に５００万円を追加しました。これは、台風等の災害による突発

的な復旧に対処するためのものであります。これにより令和４年度一般会計予算の

総額は、歳入歳出それぞれ８５億９，７７４万９，０００円となりました。

以上で、提案理由の説明を終わります

【議長 山本 文男】
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町長の提案理由の説明が終わりました。

この件につきましては、第６日目の９月７日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 山本 文男】

日程第１６ 議案第５９号 令和４年度美郷町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第２号）

日程第１７ 議案第６０号 令和４年度美郷町介護保険事業特別会計

補正予算（第１号）

日程第１８ 議案第６１号 令和 4 年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計
補正予算（第 1 号）

日程第１９ 議案第６２号 令和４年度美郷町簡易水道事業特別会計

補正予算（第３号）

日程第２０ 議案第６３号 令和４年度美郷町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第２号）

日程第２１ 議案第６４号 令和４年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計

補正予算（第３号）

日程第２２ 議案第６５号 令和４年度美郷町国民健康保険病院事業会計

補正予算（第２号）

【議長 山本 文男】

お諮りします。

議案第５９号から議案第６５までの７件を一括議題にしたいと思います。

【議長 山本 文男】

これに御異議ございませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

したがいまして、議案第５９号から議案第６５号までの７件は一括議題とするこ

とに決定しました。

７件につきまして、順次、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは議案第５９号 令和４年度美郷町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出から、それぞれ４５５万４，０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億４４５万８，０００円とするものでありま
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す。

まず、歳入予算につきましては、県支出金の特別調整交付金として２，４９４万

１，０００円の減額、これは歳出予算で計上しております病院会計及び診療所特別

会計への繰出金の減額に伴うものであります。

次に、前年度繰越金として２，０３１万４，０００円の追加予算を計上しており

ます。

続いて、歳出予算につきましては、まず、基金積立金として１，９８５万７，０

００円の追加予算を計上しております。

また、直営診療施設繰出金として、病院施設分を１，７４０万６，０００円、診

療所施設分を７７０万円それぞれ減額する予算を計上しております。

以上で説明を終わります。

続きまして、議案第６０号 令和４年度美郷町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）についての提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６，３８７万１，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億５，５５９万１，０

００円とするものです。

今回の補正の主な内容は、令和３年度決算に伴う精算と令和４年度保険給付費に

おける各サービスの支出状況を踏まえて歳入歳出見込みにより過不足を調整するも

のであります。

歳入につきましては、令和３年度決算に伴い繰越金を６，３０２万２，０００円

増額しております。

歳出につきましては、前年度の事業確定による国庫負担金、県負担金、支払基金

交付金の過年度の返還金として１，４８９万７，０００円を追加するものです。

また、今後の給付費支払いに備え予備費について４，８０８万４，０００円を増

額いたしました。

以上で説明を終わります。

続きまして、議案第６１号 令和４年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第１号）についての提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出の総額に、歳入歳出それぞれ１，１１０万５，０００円

を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ２億９０７万円とするものです。

歳入につきましては、令和３年度決算に伴い繰越金を２９１万６，０００円増額

し、宮崎県後期高齢者医療広域連合の医療保険料負担金４７３万５，０００円を増

額、令和３年度後期高齢者医療給付費市町村費負担金精算に伴う超過額３４５万４，

０００円を増額いたしました。

歳出につきましては、保険給付費の見込額増による広域連合への納付金４７３万

５，０００円を増額、前年度の事業確定により一般会計繰出金として６３４万円増

額、合計１，１０１万５，０００円を増額いたしました。

以上で説明を終わります。

続きまして、議案第６２号 令和４年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算（第

３号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６６２万１，０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を１億８，２６３万６，０００円とするものであり

ます。

歳入につきましては、前年度繰越金に６６２万１，０００円を追加しております。

歳出につきましては、経年劣化による各浄水場の濁度計及び塩素計の修繕に８８
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万２，０００円、黒木地区の簡易水道配水管布設に４４２万２，０００円、予備費

に１３１万７，０００円を追加しました。

以上で説明を終わります。

続きまして、議案第６３号 令和４年度美郷町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第２号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２０７万７，０００円

を追加し、予算の総額を１億１，８０２万８，０００円とするものです。

歳入につきましては、前年度繰越金に２０７万７，０００円を追加しました。

歳出につきましては、予備費に２０７万７，０００円を追加しました。

以上で説明を終わります。

続きまして、議案第６４号 令和４年度国民健康保険診療所事業特別会計補正予

算（第３号）についての提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４２８万３，０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億６０４万７，０００円とす

るものであります。

歳出補正の主なものは、南郷診療所非常用照明取替工事費３８２万７，０００円

の増額であります。

歳入補正の主なものは、決算の確定による前年度繰越金２，２７８万９，０００

円の増額、一般会計繰入金１，０８０万６，０００円の減額及び調整交付金事業繰

入金７７０万円の減額であります。

以上で説明を終わります。

続きまして、議案第６５号 令和４年度美郷町国民健康保険病院事業会計補正予

算（第２号）について提案理由を申し上げます。

今回の補正は、収益的収入及び支出につきましては、それぞれ１３２万５，００

０円の増額補正を行うものであります。

内容につきましては、収入では、医業収益として１９万３，０００円の増額、新

型コロナウイルスワクチン接種業務収益として１１３万２，０００円の増額であり

ます。

支出では、自動血球分析装置の保守業務委託料として１９万３，０００円、消費

税及び地方消費税の納付額として１１３万２，０００円を増額補正するものです。

次に、資本的収入につきましては、当初予定しておりました国保調整交付金の交

付額に変更が生じたことに伴い事業勘定繰入金の内１，７４０万６，０００円を減

額、不足する財源を更正するため、一般会計からの出資金を３，７８５万６，００

０円増額、合計で２，０４５万円の増額補正を行うものであります。

一方の、資本的支出につきましては、国保調整交付金の変更に伴い事業の見直し

を行った結果、機械備品購入費で６８４万２，０００円の減額を行うことといたし

ました。

また、院内エレベーター施設において不具合箇所が発生したことから、改修のた

めの工事請負費に１４１万７，０００円を増額、昨年度の国保調整交付金確定に伴

う返還額として７万３，０００円を増額することとし、支出の合計額としましては

５３５万２，０００円を減額補正いたしたところであります。

なお、資本的収入額から資本的支出額を差し引いた５，１２４万円は損益勘定留

保資金より補填することとしています。

以上で説明を終わります
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【議長 山本 文男】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件につきましては、第６日目の９月７日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 山本 文男】

日程第２３ 認定第 1 号 令和３年度美郷町一般会計

歳入歳出決算認定について

日程第２４ 認定第２号 令和３年度美郷町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について

日程第２５ 認定第３号 令和３年度美郷町介護保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について

日程第２６ 認定第４号 令和３年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出決算認定について

日程第２７ 認定第５号 令和３年度美郷町簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について

日程第２８ 認定第６号 令和３年度美郷町農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算認定について

日程第２９ 認定第７号 令和３年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計

歳入歳出決算認定について

日程第３０ 認定第８号 令和３年度美郷町国民健康保険病院事業会計

歳入歳出決算認定について

【議長 山本 文男】

お諮りします。

認定第１号から認定第８号までの８件を一括議題にしたいと思います。

【議長 山本 文男】

これに御異議ございませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

したがいまして、認定第１号から認定第８号までの８件は一括議題とすることに

決定しました。

８件につきまして、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

令和３年度の一般会計及び各特別会計並びに国民健康保険病院事業会計の歳入歳
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出決算認定について、御説明いたします。

まず、認定第１号 令和３年度美郷町一般会計歳入歳出決算では、歳入総額９２

億２４６万９，０００円、歳出総額８８億５，４３６万９，０００円、歳入歳出差

引きは３億４，８１０万円となり、これから翌年度へ繰り越すべき財源である１億

７１万９，０００を差引いた実質収支は２億４，７３８万１，０００円となりまし

た。

歳入につきましては前年度と比較して、４億５，４８１万４，０００円の減とな

りましたが、主な要因としましては、一般財源で地方交付税の増はあったものの固

定資産税の減、特定財源では特別定額給付金の皆減や西郷義務教育学校整備事業、

ケーブルテレビ北郷ＦＴＴＨ化事業等の完了による、国庫支出金及び基金繰入金並

びに地方債の減が挙げられます。

歳出につきましても５億９５５万７，０００円の減となりました。

次に、主な財政指標でありますが、財政構造の弾力性を測定する指標である経常

収支比率については、一般財源として地方交付税や各種交付金の増と経常経費への

ふるさと応援基金の充当などが作用し、昨年度と比較して７．３ポイントの大幅減

の８２．３％となりました。公債費比率は０．１ポイント増の４．９％、実質公債

費比率は０．２ポイント減の７．０％となりました。

また、一般会計起債残高は、年度末で７５億４３万４，０００円となり、前年比

５億５４０万７，０００円の減となりました。

公債費につきましては公債費比率適正化計画の下で一定の成果が出ていますので、

引き続き、適正な執行に努めてまいります。

また経常収支比率については７．３ポイント減となりましたが、これは一時的な

地方交付税の増が要因であり、地方税の減少は今後も見込まれ、歳出においても内

容を見ますと経常経費のうち人件費、補助費などは上昇傾向にありますので、引き

続き、事務事業の見直しに努めてまいりたいと思います。

次に、特別会計について御説明いたします。

認定第２号 令和３年度美郷町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算では、歳

入総額１０億７，４７９万円、歳出総額１０億５，４４７万５，０００円、実質収

支は２，０３１万５，０００円となり、前年度と比較すると、歳入、歳出ともにそ

れぞれ１０．０％増となりました。

本町の１人当たりの医療費は５１万６，８８９円で、対前年度比で１０．１％の

増加となり、県内でも上位の状態が続いていることから、特定健診をはじめ特定保

健指導、各種検診の受診率向上など生活習慣病対策に取り組んできました。引き続

き、これら健康づくりなどによる医療費の適正化に努め、国保会計の安定運営を図

ってまいります。

次に、認定第３号 令和３年度美郷町介護保険事業特別会計では、歳入総額１０

億６３７万８，０００円、歳出総額９億９，７３５万５，０００円で、実質収支は

６，３０２万３，０００円となり、前年度と比較すると、歳入が０．０６％の減、

歳出が０．７％の減となりました。

令和３年度末の第１号被保険者は２，５８８人で、前年度末と比較すると２６人

の減少です。また、要支援及び要介護認定者の総数は、１９人減って４８１人とな

り、保険給付費の総額は前年度と比較して１，５２８万円減の８億８，１３０万７，

０００円となりました。引き続き、介護保険会計の健全運営に努め、地域包括支援

センターと連携し、認知症予防や閉じこもり防止を図るとともに、自主運動教室の

普及にも努めてまいります。
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次に、認定第４号 令和３年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計では、歳入総

額２億１，７７４万４，０００円、歳出総額２億１，４５２万８，０００円、実質

収支は３２１万６，０００円となり、昨年度と比較して歳入総額が６．０％の減、

歳出総額が４．２％の減となりました。

後期高齢者の療養給付費負担金の総額は８，８３６万６，０００円で、前年度と

比較して７．７％の減となりました。

本特別会計では、医療費給付など事務の多くを宮崎県後期高齢者医療広域連合に

おいて共同処理しており、その中で、後期高齢者健診の推進や、高齢者の保健事業

と介護予防の一体的実施事業による個別訪問指導など、健康づくりや医療費の適正

化に努めました。

次に、認定第５号 令和３年度美郷町簡易水道事業特別会計では、歳入総額１億

４，９９４万２，０００円、歳出総額１億４，１３２万円、実質収支は８６２万２，

０００円となり、昨年度と比較して、歳入総額が４．５％の減、歳出総額が２．８％

の減となりました。

歳入歳出総額減の主な要因としましては、和田地区導水管布設替工事に係る設計

委託料の減によるものです。安全な生活用水を安定的に供給するため、毎日点検を

はじめ適正な維持管理に努めたところです。

次に、認定第６号 令和３年度美郷町農業集落排水事業特別会計では、歳入総額

９，９８５万９，０００円、歳出総額９，５７８万１，０００円、実質収支は４０

７万８，０００円となり、昨年度と比較して、歳入総額が１．７％の減、歳出総額

が１．０％の減となりました。

歳入総額につきましては、地方債償還計画に基づき減少した一般会計繰入金の減

によるものであり、歳出総額につきましては、起債の元利償還金の減によるもので

す。施設の適正管理のもと生活排水の処理を行い、環境保全に努めてきたところで

ございます。

次に、認定第７号 令和３年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計では、歳

入総額２億１，６０３万９，０００円、歳出総額１億９，０２４万９，０００円、

実質収支は２，５７９万円となり、昨年度と比較して、歳入総額が５．２％の増、

歳出総額が３．２％の増となりました。

内容を申し上げますと、収入では、外来収入が外来患者延べ数８ ,４６７人で６，
３２５万２，０００円、その他診療収入が７１５万６，０００円となりました。

また、その他医療外収入が１億４，５６３万円で、その中には一般会計繰入金９，

８４６万７，０００円、国保調整交付金２，４５８万円も含まれています。

支出においては、医師２名、看護師７名、その他７名の診療所職員、合計１６名

に対する人件費９，３５４万９，０００円、平日の非常勤医師への謝礼９３３万円、

医薬材料１，６５１万１，０００円、企業債償還金１，７０１万５，０００円など

が主な支出であります。

この結果、一般会計からの診療所運営費繰入金は、前年度と比較して２４３万６，

０００円減の９，８４６万７，０００円となりました。

最後に、認定第８号 令和３年度美郷町国民健康保険病院事業会計決算認定につ

いての提案理由を申し上げます。

令和３年度美郷町国民健康保険病院事業会計では、収益的収支の決算で、収入総

額７億２８３万７，０００円に対し、支出総額６億７，４４２万５，０００円とな

り２，８４１万２，０００円の経常利益を計上するに至りました。

内容を申し上げますと、収入では、入院収益が入院患者延べ数７ ,２９９人で２億
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２８６万２，０００円、外来収益が患者延べ数１万８，４３７名で、１億９，０６

９万５，０００円となりました。

支出におきましては、医師４名、看護師２４名、医療技術員７名、事務員３名、

会計年度任用職員２８名、合計６６名分の給与費が４億２，７０９万８，０００円、

医療材料費、経費が１億６，８９４万３，０００円、建物、医療機器等の減価償却

費が４，３１２万５，０００円等であります。

利益を計上しました主な要因としましては、収入では新型コロナウイルスワクチ

ン接種業務収入の増収や、新型コロナワクチン接種業務に関連する協力金、補助金

等の増収が挙げられます。

一方、支出においては、人事異動により医師を診療所勤務へ配置したことに伴う

病院会計からの人件費の抑制が主な要因であります。

なお、一般会計からの繰入金は２億２，４６９万８，０００円となりました。

次に、資本的収支の決算は、収入総額１億３，１８０万６，０００円、支出総額

１億３，７８１万９，０００円となり、当年度損益は６０１万３，０００円となり

ました。

資本的収支の決算では、収入が、一般会計出資金が１，９００万円、新型コロナ

ウイルス臨時交付金並びに国保調整交付金としての事業勘定繰入金が１億１，２８

０万６，０００円で、収入合計額が１億３，１８０万６，０００円となりました。

支出は、発熱外来施設等整備に係る建設改良費並びに新型コロナウイルス臨時交

付金を活用して整備した医療機器、備品購入費が１億７５２万３，０００円、企業

債元金償還金が３，０２９万６，０００円で、支出合計額が１億３，７８１万９，

０００円となりました。

なお、不足する６０１万３，０００円は、過年度分損益勘定留保資金で補塡する

こととなりました。

以上、一般会計及び特別会計並びに病院事業会計の決算認定につきまして御説明

申し上げましたが、いずれの会計も緊急性・必要性を考慮しつつ、各分野において

住民ニーズに応えながら、引き続き、細やかな行政サービスの提供に取り組んでま

いりました。

主要な施策の詳細につきましては、決算等審査特別委員会におきまして所管課よ

り説明させていただきたいと思います。

以上で、説明を終わります。

【議長 山本 文男】

町長の提案理由の説明が終わりました。

主要施策の成果に関する説明については、委員会審査の中で、各担当者から説明

を受けたいと思います。

【議長 山本 文男】

ここで、休憩に入ります。

再開を１１時５分からとします。

（休憩：午前１０時５７分）

（再開：午前１１時０４分）
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【議長 山本 文男】

休憩前に引き、会議を再開します。

日程第３１ 令和３年度美郷町一般会計・特別会計決算審査意見書及び令和３年

度美郷町財政健全化審査意見書並びに令和３年度美郷町経営健全化審査意見書の報

告を議題とします。

代表監査委員より、令和３年度美郷町一般会計・特別会計決算審査意見書及び令

和３年度美郷町財政健全化審査意見書並びに令和３年度美郷町経営健全化審査意見

書の報告を求めます。

【代表監査委員 峰村芳生】

議長。

【議長 山本 文男】

代表監査委員 峰村芳生氏。

【代表監査委員 峰村芳生】

代表監査委員の峰村芳生でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。

お手元の日程表とちょっと順番が変わりますけれども、最初に、美郷町の財政健

全化審査意見書について、意見を申し上げさせていただきます。お開きください。

町長から審査に付されました財政健全化審査につきましては、健全化判断比率及

びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されていると

認めました。

個別意見といたしまして、財政化判断基準の各比率が４種類ございますけれども、

いずれも早期に経営健全化を図らなければならない基準のパーセント、比率を大き

く下回るか、ないしは赤字がございませんで、算定すべき数字がそもそもないとい

うことで、そういうことになっております。

続きまして、美郷町経営健全化審査意見書告について、申し上げます。

これも先ほどと同様に算定をされました基礎になる数値の算定、いずれも適正に

作成をされているものと認められました。これにつきましても、経営健全化を図ら

なければならないとされている数値の比率の資金不足が生じておりませんので、そ

もそも算定する比率がございませんということでございます。

続きまして、令和３年度の美郷町一般会計、特別会計決算審査の意見を申し上げ

ます。

意見書をめくっていただきまして、１ページ、２ページにつきまして、審査の対

象で今年度は令和３年度につきましては通常の一般会計、特別会計のほか歳入歳出

外現金会計についても見せていただいております。審査の期間が本年令和３年７月

１日から８月２日まで、議会選出の早川節夫監査委員と私、峰村とで、ほぼ１か月

ほど時間をかけまして監査をさせていただきました。

この監査は財務監査もやりますし、それから事業の経営に係る管理、行政全般に

ついても決算について審査をするようになっておりまして、そういった視点でも見

せていただきました。

めくっていただきまして、決算の概要ということで４ページです。

一般会計の歳入予算が前年度よりも４億５，０００万円減少、歳出が前年度より

も５億ほど減少しておりまして、前年度、令和２年度よりも随分、縮小しておりま

す。これは４ページの中ほどの表を御覧いただくとお分かりかと思いますが、特別
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会計につきましては、規模が膨らんでおりますけれども、一般会計については相当、

しぼんでおると。これは前年度に西郷の義務教育学校の整備等々がございまして、

大きな金額になっておりましたけれども、今年度はそういった特に大きい工事が、

事業がなかったということでございます。

５ページが財政収支の状況ということで、単年度収支及び実質単年度収支の数値

がございます。これも中ほどに表がございますが、一般会計、単年度収支は令和２

年度が４００万円ほど、４８０万円、令和３年度、本年度は８，９００万円、９，

０００万円近いということで、単年度収支が大きくなっておると。

実質単年度収支も５００万円であったものが今年度は９，０００万円近いという

ことで、一般会計については黒字の幅が広がっておるということでございます。

５ページの下のほうに国保の病院の収益的収支について記載をしております。収

入と支出を差し引きました差額が２，８００万円という黒字でありますが、令和２

年度は６，０００万円のマイナスでございましたので、令和２年度よりも本年度、

令和３年度は８，９００万円、９，０００万円近く収益が上がっておると。黒字に

収益になりましたということでございます。これは後ほど申し上げますけども、入

院の収益の増ですとかいろいろな要因がございましてこういうことになってござい

ます。

６ページは町債の状況ということで、これも順調に未償還残高が減少してきてお

るということです。

７ページが基金のことについて触れております。

基金の総額が２億８，９００万円、２億９，０００万円くらい前年度は減少しま

した。これは大きな工事があったためなんですけども、本年度の場合は５億４，５

００万円増加をしております、基金の総額が。そういったことで積み増しがなされ

ております。

それから７ページの下段は財政力指数ですけども、これも０．１８ということで

少しずつ財政力が向上してるなということになっております。

８ページが経常収支比率、これは関心の高い比率なんですが、先ほど、町長から

もお話がございました。令和３年度は８２．３％ということで、７．２ポイント減

少しております。これもいいほうに７．３ポイント低くなっておりまして、いい方

に今、向かっておると。とはいえ、７０から８０％が適切な値、７５％程度が一番

といいますか、いいですよというその値よりも相当まだ高いということです。

この原因は、地方交付税が増えましたということもありますし、ふるさと納税が

近年、相当な額が入ってきておりました。それが物件費に充てられておりまして、

物件費とか扶助費に。算定上、経常収支比率を引き下げておると、ふるさと納税の

おかげが大きいなあというふうに思っております。

１１ページを御覧いただくと、一般会計の概況を記載しております。

歳入決算が前年度よりも４億５，０００万円減少、先ほど言いましたが、歳出が

５億１，０００万円ほど減少しております。これは何回も言いますけども、大きな

西郷義務教育学校の整備等が済みましたということ、それからコロナ関連の特別定

額給付金というものが令和２年度ありましたけれども、そういったものが今年度の

場合は形は違うものがありますけれども、子育て世帯の交付金がありますけども、

そういった大口のものが減少して、それに伴う国庫支出金が４億５，０００万円ほ

ど減少すると。それから基金の繰入れなどもなされなかったということで、歳入が

５億円の減少ということでございます。

１２ページの真ん中くらいに、地方交付税というのが書いてございますけども、
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これの右端のほうが前年度の差額、２億１，９００万円、令和２年度よりも令和３

年度のほうが地方交付税が増えておりますというようなことです。

１３ページの一番下のほうに、これは町税について触れた部分がございます。

１３ページの下のほうに表がございますが、町税の中で町民税、個人・法人、や

はり△減少になっております。人口減のせいもあると思いますが、固定資産税が１，

４００万円減っておりまして、今では４，０００万円くらい増えてきたりしておっ

たんですけれども、前年度は。九電のダム工事の算定がありまして、去年はその分

がどんと増えたんですけれども、それが済んだというふうに思います。そのために

減価償却の分が減少してきておると。１，４００万円、固定資産税が減っておりま

すけれども、恐らく来年も再来年もずっとこういった減少が続いていくかなあとい

うふうに思います。町税が減っていきますよというふうに見ております。

１４ページに地方交付税。先ほど、何回も申し上げましたけれども、今年度は２

億数千万ほど前年度よりも増加ということでございます。２億１，９００万円の増

加ということです。これも中ほどの表に書いてございますし、一番下のグラフも御

覧いただきたいと思います。

１８ページに今度は歳出の概況を述べております。

すみません、その前に１７ページに収入の未済額と不納欠損について書いており

ましたので、１７ページに戻っていただきたいと思います。

収入の未済額ということで、ずっと美郷町役場を挙げてこの未済額の減少に努め

ておりますが、今年度もこの収入未済額が減少しておるということで、収入未済額

は７１４万２，０００円、前年度に比べて２１２万２，０００円、パーセントにす

ると２２．９％減少しております。収入未済額が減少ということです。４年前には

平成２９年度には１，４００万円ほどあったものが現在の数字になっておりますの

で、相当、６４％減ったということで関係各位の執行部の町長以下担当課の皆さん

の努力が合ったものだというふうに認めております。

１８ページが歳出の概況でございます。

１８ページの一番上のほうに比較表がございますが、先ほどから申し上げます歳

出の前年度、令和２年度よりも５億９５５万６，４５３円支出済額が減少をしてお

ります。これは前年度、令和２年度が新型コロナの定額給付金５億２，０００万円、

北郷のＦＴＴＨ化整備工事が１億３，０００万円、小中一貫校の整備事業が７億７，

０００万円といったような大きな工事がございまして、歳出総額が９３億６，００

０万円を超えておりましたけれども、今年度はそういった特に大きなものがござい

ませんで、それぞれ事業はあるんですけれども、こういったような８８億５，００

０万円というふうな歳出になっております。人口規模が同程度の、例えば、木城町

は令和２年で５９億、６０億円の歳出でございましたし、人口が１万７，０００人

おる門川町では令和元年ですけども、８４億円という歳出でございましたので、美

郷町はそれよりも大きい歳出を行っておるということで、どこの町よりも福祉の充

実した住みやすい町になることは間違いないというふうに、効率的に資金を運用さ

れれば、そういうふうに思っております。

２１ページに、性質別歳出の推移ということで、下のほうにグラフを作っており

ましたので、２１ページの下の棒グラフです。

歳出が年度によって大きく変動しますけれども、令和３年度は、それでもやはり

前年度よりも減ったことは減りましたけれども、やはり相当高い歳出を行っておる

ということです。令和３年度は積立金が８億３，０００万円というような大きな積

立金がその分が伸びておりますし、変わって普通建設事業費が１０億７，０００万
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円、縮んでおるなあというふうなことが見てとれるかなあと思います。

２５ページに予算の不用額ということで書いております。

決算書に歳出のところに不用額という欄がございまして、不用額が出てくるんで

すけども、ずっと眺めさせていただくと、もうほとんどがきちんと予算に対してわ

ずかな不用額を残して執行がなされて支出がなされておるんですが、たまにちょっ

と大き目の不用額が出ておるというようなことがありますので、予算を獲得すると

きにもそうだし、事業が終わって今度は予算に不用になりましたというときに、機

会あればできるだけ補正予算の際にこれを減額をしていただくようにお願いをした

ところでございます。きれいに予算書を整理したいというふうに思います。ほとん

どきちんと適切な不用額が計上されております。

それから２６ページには、予算の流用と予備費の流用ということで、これも決算

書には出てきてませんかね。そういったものを私どものほうで確認をさせていただ

きました。

予算の流用がやむを得ないもの以外のものもありますので、これもできるだけ流

用を避けていただくようにという予算をしっかり、ミスとかそういうことがないよ

うにというお願いをさせていただきました。

２７ページは、国民健康保険事業の特別会計について述べおります。

２７ページの上のほうに表がございますが、歳入が９，７００万円の増加、歳出

が９，５００万円の増加ということでございます。国民健康保険事業、今まで毎年、

基金を取り崩すなどしてちょっと苦しい経営が続いておりましたけども、国保事業、

大丈夫かなあという気がしておったんですけれども、去年もたしか２，０００万円

ほど基金を取り崩しまして、基金の残が七千数百万円ということで、これが続くと

心配だなというふうに思っておったんですけども、令和３年度につきましては基金

の取崩しはしておりませんし、それどころか２，８００万円の基金の積立てをする

というようなことで、ちょっと一息ついております。これは県からの交付金が増額

になりましたということで、一息つきましたという感じがしておりますが、先ほど、

町長からの話もございましたけれども、１人当たりの医療費の水準が県下では高い

位置に、たしか宮崎県内第２位に上がってきてると思いますけれども、高齢化のせ

いもあると思うんです。６４歳までが国民健康保険の対象ですけども、６４歳に近

い方がだんだん増えてきておると。７４歳までですかね。そういう高齢化のせいか

なというふうに思うんですけれども、医療費がどんどん上がってくるなと。今年は

令和３年度はちょっと一息つきましたけれども、安心ならんということでございま

す。

２９ページに、国民健康保険税の収入状況についてです。

ずっとこのところ収納率が向上しておりましたが、そろそろ頭打ちになってくる

かなと思いましたけれども、やはり今年度も令和３年度も収納率が上昇をしており

ます。収入未済額でいいますと３５９万円、大きく減少しております、収入未済額

が。これはもう関係各課、税務課ですかね、担当は。そこの努力がなされたものだ

というふうに思っております。

国民健康保険事業につきましては、先ほど来、申し上げますように令和３年度は

一息つきましたということですが、続いて３２ページの介護保険事業につきまして

です。

歳入歳出の額が３２ページの上の表で示してございますけれども、歳入が６８万

２，０００円減少、歳出が７０４万８，０００円の減少ということでいずれも減少

しております。
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これは介護保険の受給をされる方がひょっとしたらピークを過ぎたのかなあとい

うふうに思います。介護対象の人員も少し減少しておりますし、今から少しずつ介

護保険の事業規模もわずかにずつですけれども、小さくなっていくのかなというふ

うに思っています。経営の状態を見ますと、適切に制度が運用されておるというこ

とでございます。

３３ページに収入未済額についてもずっと近年、減少が続いておりまして、今年

度も収入未済額が減少しております。

３４ページに、介護保険の歳出について述べております。

支出済額は前年度よりも７００万円減少しております。介護サービス等諸費が１，

２００万円減少したということで、それが大きな原因ですけれども、介護サービス

を受ける人口が減ったというふうに見ております。介護のピークが過ぎつつあるか

なという感がしております。

次に、３５ページに後期高齢者医療事業について触れております。

これも適切に会計制度運用がなされております。後期高齢者医療広域連合、宮崎

県に広域連合がございまして、その広域連合主体に制度が運用されておりまして安

定した財政運営がなされております。

この保険料の徴収は美郷町がするわけですけれども、近年、収入未済額がゼロ円

でしたけれども、前年度９万７，０００円、今年度は２２万１，０００円という収

入未済額が出てきておりまして、納付環境が厳しくなってきているなあというふう

に思っております。

それから３７ページ以降に、簡易水道事業と農業集落排水事業という２つが出て

きますけれども、いずれも水道で和田地区の導水管の布設替え工事があった。その

ほかは通常の修繕とかモーターの取り換えとかそういったことが運営されておりま

して、通常年度の特別に大きな工事とか事業はなされておりません。

この２つにつきましても、安定して経営がなされたというふうに思います。水道

でいえば歳入も歳出も前年度よりも、先ほどの大きな工事がございませんので、減

少をしておりますし、農業集落排水についても前年度よりも歳入歳出の額は減少し

ております。ごく通常年度の運営がなされたということで、適切な制度運用がなさ

れたというふうに思います。

それから、国民健康診療所事業につきまして、４１ページに触れております。

診療所事業につきましては、歳入が前年度よりも１，０６７万９，０００円の増

加、支出は５８０万円の増加ということで、ここでも診療報酬、医療診療収入が増

加をいたしまして経営的には少しよくなってきておるというふうに思います。

前年度、令和２年度が歳入歳出差引きが２，０９８万１，０００円でしたが、今

年度は２，５７８万９，０００円ということで、少し向上をしておりますし、一般

会計から相当な額を繰り入れております。その中で適切な運営がなされたというふ

うに思います。

繰入金は１億２，３００万円、一般会計からの繰入れです。令和２年度は１億３，

２００万円でしたから、これも１，０００万円近く繰入金も減少をしてるというこ

とでございます。

それから４３ページが国民健康保険病院事業について触れております。

４３ページの上のほうに表がございますが、歳入が７，２００万円の増加、歳出

が１，６００万円の減少ということで、歳入７億円、歳出が６億７，０００万円と

いうことです。差し引きますと２，８００万円の黒字ということです。これは収益

的収支だけについて述べておりますけれども、令和２年度は６，０００万円のマイ
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ナス赤字の単年度収支でしたので、それよりも８，８００万円ほど増加したという

ことです。

原因は、コロナワクチン接種の受託収入がありましたり、それから入院収益が入

院の基本料が改定されたというようなことで、入院者数そのものとか外来はちょっ

と減ってると思いますけれども、収益としては上って増加しておりました。

それから、一般会計からの繰入れも多くなっております。キャッシュフローで見

ますと、去年は病院会計が持っている現金は９，４００万円減少しましたが、今年

度は１，２００万円増加ということで、これも一息ついてるなというふうに見まし

た。現金等の期末の残高、今年３月末では３億７，９００万円、３億８，０００万

円ほどの現金を持っておるということです。

その原因は、一般会計からの繰入金が７，０００万円ほどあったり、それから前

年度、電子カルテの事業をやって支出が大きかったんですが、国県補助金、国の補

助金が４，０００万円ほどでしたかね、今年度になって入ってきておりますので、

支出はしないが収入はあったと、電子カルテ事業については、そういったことで今

年度の収支は改善をしておるということでございます。

４５ページが実質収支について、触れております。これはグラフを見ていただけ

ればお分かりのとおりです。

今年度が前年度に引き続きまして実質収支が増えております。黒字幅が膨らんだ

ということです。実質収支比率も４．９％、３％から５％が適正な範囲ですよとさ

れております実質収支比率、これが４．９％でギリギリセーフというような数字と

なっております。やや多目の収支額です。

４６ページから、財産に関する調書について、記載をしております。

公有財産について、一番下のほうに債権、４６ページの一番下に（３）で債権に

ついて触れておりますけれども、株式会社レイクランド西郷への貸付金が本年中、

令和３年度中に１，２３２万円を償還し完済、償還が終了しております。

また、社会福祉法人清翠園に対しまして３３０万円の貸付が行われました。これ

は特別なコロナがらみの事情があったんだと思いますが、清翠園に３３０万円貸し

出しが行われております。

４７ページ、基金について述べております。

上から５行目くらいのところで、基金の本年度末の現在高は８０億９，４００万

円ということでございます。８０億９，４００万円の基金を持っております。今年

度中に５億４，０００万円が増加をいたしました。

その内訳は、減債基金、森林環境譲与税基金、入湯税管理基金そういったものの

増加でありますし、特に公共施設等整備基金には４億１，０００万円の積み増しが

なされております。ふるさと応援基金では２億９００万円積み立てましたが、１億

９，６００万円を取り崩しておりまして、取り崩した金額が扶助費ですとか物件費

に充てられておりまして、そのために美郷町の財政状況が好転をしておるというこ

とだというふうに思います。

基金は預金通帳の形で２２冊、定期預金証書が１６枚ということで、全部、確認

をさせていただきまして、財産に関する調査等、全て一致をしておりました。

４７ページの下のほうに備品監査について述べております。

令和３年度に購入しました備品が４，０９１万１，０００円の備品が購入されて

おりまして、全て台帳を見るか現品を見るかをさせていただきました。備品の数は

１５１件、１，０３３点ということで、大変、多くの備品になっております。

町長のほうには、この備品の管理の方法が台帳と紙のカードによって備品管理さ
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れておりますけれども、「その方法ではちょっと追いつかないんじゃないんでしょう

か」と。特に学校とか病院とかたくさんの備品がありまして、これをカードで管理

していくというのは大変だなあというふうに、手間もかかっておるんではないかと

いうふうに思います。手間がかかるか、でなければ管理が行き届いていない可能性

もございますので、「電子式のものを検討されてはいかがでしょうか」という提案を

させていただきました。前年度もそうでしたが今年度もそういうふうに指摘をさせ

ていただきました。

４８ページが建設事業等に関する現地調査を行いました。

５か所、５種類、見せていただきました。南郷のクラウドファンディング型ふる

さと応援事業補助金が３３３万１，０００円、これはアロマの生産をされておる新

規事業でしたが、いい成果が、地域振興に資する成果が見られたというふうに思い

ます。

それから、南郷のコテージ山霧の周回道路駐車帯整備工事に４７１万７，０００

円、現地を見せていただきました。すごく立派なコテージですし、コテージの隣接

するところに車が止められるというふうに、今回、改修がなされまして、今、キャ

ンプブームですが、これを生かせば地域振興に大いに資するだろうというふうに見

せていただきました。

それから、西郷では和田上八峡線３，７２０万９，０００円、これも上八峡と下

八峡を結ぶ道路が整備されつつありまして、来年度に完成するんですかね。現地は

きっちり施工がされておるということを確認しております。

それから、４番目は畜産のための建物、牛舎といったものが２件、５番目で木炭

の炭窯を２か所、それぞれ４，０００万円近い、炭窯については１，１００万円で

すが、そういった事業も見せていただきまして、農林業振興に資するなあというふ

うに、補助金が有効に活用されておるというふうに、現場を確認をいたしました。

４８ページの下のほうに、各種協議会等の預金の管理状況も見せていただきまし

た。

これは各課がいろいろな、役場ではないんですけども、各課に何とか協議会とか

そういった通帳をお持ちですので、これも全部、見せていただきました。今回５４

冊ございましたが、細かな点では、中には指摘がありましたけれども、きちんと整

理されておりました。

それから４９ページ以降が財政援助団体の監査もいたしました。

第三セクターを南郷温泉、それからレイクランド西郷、それから社会福祉協議会、

観光協会、それから一番最後に株式会社北部産業開発、これは売店、北郷の北の郷

と地蔵の里の２か所運営、指定管理を受けて実施をしております。それと、社会福

祉法人清風会の養護老人ホーム清翠園。清翠園を初めて見せていただきましたが、

いずれも適宜、会計事務所の監査がチェックが入るというような方式を使っており

まして、適切に運営されております。

清翠園に初めて行ったんですけれども、コロナで非常に大変なことが令和３年度

ございまして、特別な費用も必要だったとみえまして、コロナ感染防止の専任隊を

置いたというようなことで、そのために１，０００万円を要したために、美郷町か

ら３３０万円の借入れ、それから自己資金を６００万円、そういったもので対応さ

れておりました。入所者への接遇等、対応等適切に施設が運営されておりました。

５２ページが事務処理状況を確認いたしました。

これは会計監査らしい部分なんですけども、各課の書類を抽出で見せていただき

ました。国庫補助事業は会計検査というものがありますので、できるだけ町単独の
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事業を見たつもりなんですが、それと、大きな金額、何千万というものではなくて

何十万とかでも日々、やられている事業が仕事がありますので、できればそういっ

たものも見たいがということで、金額が大きなものばかり見るんじゃなくて広範に

見たいという思いで書類を見せていただいております。

５２ページの下のほうにいろいろ細かな点が、その書類を見た結果、ございまし

て、それはもうここで逐一、申し上げませんけれども、各課に対して書面でお知ら

せをして指摘をさせていただいております。

ざっくり見ますと、委託設計書の積算が少し大づかみなんじゃないですかという

ようなものとか、それから団体の活動を支援するために車両を低額でお貸ししとる

というようなことがありますけれども、そのときにそういうことを決定する伺い文

書といったものになぜ、どういうふうな目的を持って低額で貸し付けるのかという

ものはもとよりですが、該当する条例がありますので、関係する条例、「美郷町条例

の何条の何に該当するので低額で貸し付けます」というふうなこういったことを明

記して、わかりやすくはっきり低額で貸すというような方法にされたらどうですか

というふうな指摘をしております。

それから工事検査について、工事については検査をすると検査の評点がつくんで

すが、これがちょっとばらつきがあるなということで、前年度も申し上げまして、

今年度、令和３年度は建設課のほうで庁内に対して検査をする方に対して勉強会を

開いて検査が適正が行われるように工夫がなされております。

今後も精度の高い検査、真剣勝負の検査をしていただいて、良い製品が納品され

るように、業者の方も真剣に取り組んでおりますので、それに見合うほどの高度な

検査をしていただきたいと思いますし、令和３年度、勉強会もされておりまして非

常にいいことだと思いますが、今後も適時にそういった工夫をされて、いい検査を、

レベルの高い検査をするというふうなことで目指していただきたいというふうに思

います。

それから、歳入歳出外の現金につきまして監査をいたしましたが、取り扱う項目

が非常に多くて担当課、会計課ですけれども、大変なんじゃないかなということで

少し整理されたらどうですかという指摘をしております。全般に書類整理それから

各事業の実施について、おおむね適切に実施をされておるというふうに確認をいた

しました。

５３ページからの監査結果について、申し上げます。

５３ページの上のほうに、収入未済額の解消ということで、これは毎年、申し上

げております。今年度も令和３年度も収入未済額が減少しておりまして、収納率も

向上しておると。近隣の町村よりも美郷町は高いと、私は思いますが、これは税務

課をはじめ各課、各担当において全庁的な努力があったというふうに評価をいたし

ております。

今後、この収納率が頭打ちになってくる、伸び悩んでくる時期がいずれ来ると思

いますが、美郷町の債権管理マニュアルというものもありますので、これに沿って

徴収事務が進んでいきますように、ちゃんと納税しておる人もおるわけですから。

悪質なケースで納められないこともないと思うんですけども、今まで分納誓約を守

ってくださいということで徴収を進めておられましたので、それがまたほかの方法、

いろいろな給水停止か立ち退き要請とか差し押さえとかそういった厳しい態度で臨

まざるを得ない場面が出てくるのではないかと思いますが、債権管理マニュアルに

沿って事務を進めていただきたいと、要望をいたしておきます。

それから５４ページの委託業務についてでございます。
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私と早川節夫監査委員の２人でこの監査を振り返ってみますと、委託料が非常に

多いんですね。この今の意見書の巻末のほうには、一般会計だけですけども１４億

円という委託料を支出をしておりまして、工事請負費よりも補助金よりも委託料が

多いと、物件費ですね。ということで非常に気になります。

工事請負費ですとか補助金というのは、その算定根拠が相当、はっきりしており

ます。御存じのように、土木であれば何ぼの土量を掘削するから何ぼというような

ことですよね。

ところが委託料というのはそういう算定ができない、様々な委託がありますので、

中にはもう少し詳しい算定をされたほうがいいんじゃないかというふうなものもあ

ります。そういったことが気になりまして、５４ページの中ほどに①から③まで記

載をしております。

毎年度、随意契約が続いている委託業務がありまして、数年に１度は入札をする

とか、そういった業務委託随意契約の執行基準を定める必要があるんじゃないかな

あというふうに思います。形ばかりの入札ではしょうがないんですけれども、本当

に高額についている委託費がございますので、そういったことも必要ではないかと

いうふうな提案、指摘をしております。

②で、委託の設計書というのが作りにくいんですね。建築設計とかいうのはちゃ

んとした積算の基準がありますから、建築設計は大丈夫だと思います。それから、

何らかの労務を委託するのも、何日で何ぼというようなことで大丈夫、算定ができ

るんですけれども、知的労務、コンピューターの維持とか電算システムの管理とか、

そのほか何か設計書、計画書を作成するとか、何とか調査をするとか様々な委託料

がございますが、そういったものは算定がしにくいので業者の見積りによるという

こともあろうかと思いますけども、役場のほうでも弾いてみて、大体この業務だと

十日だなと。それに諸経費が何ぼで何ぼになりますよというようなことが積算がで

きないものかというふうに思っております。検討を願いたいということで指摘事項

に挙げております。

それから、真に費用に見合うほどの委託業務の効果があるのか。どうしても毎年、

委託しなければいけないか。委託の内容を簡素化とか削減できないだろうか。前例

のまま継続している委託業務はないか。職員でできないだろうかというようなこと

で真に必要な量の業務委託が適切な委託価格で委託されているか、各課、各担当に

おいてよく検討していただきたいということで指摘をしております。

５４ページ、（３）が一番最終的な、計画的な執行についてでございます。

（３）は美郷町の総合計画がありまして、令和４年度から後期基本計画に入って

おります。前期の５年が終わりまして、今度は令和４年度からは後期の５年に入っ

てくるというタイミングですので、ここにあえて記載をさせていただきました。担

当課のほうでは、基本計画を数値化するなどということでこういった計画的な執行

がなされるように努力されておられるというふうに認識しておりますが、引き続き、

効率的な行政運営が図られるといいので、基本計画を時々見直す機会を設けられた

らいいんではないかというふうに、計画的に。飛び込みの事業もいろいろあります

けれども、基本計画というものも大事にされたいということで記載をしております。

それから、５５ページについてでございます。

本年度は歳入では地方交付税は増額となったり、大型の何億円もするような整備

事業はございませんでした。その結果、公共施設等整備基金に積み立てがなされる

など、比較的、ゆとりの感じられる町政運営が行われました。特別会計でも安定し

た制度運営が行われたというふうに思います。
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監査を行った各種事務事業につきましては、数件の留意すべき事項がありまして、

担当課にはお知らせを指摘をしておりますが、特に委託料について改善すべき点も

あると思いますので御検討、願いたいと思います。

全般的には、各種事業の効率的で適切な実施、内部統制の観点からも適切な行政

運営がなされているというふうに認めております。各種収納金の収納率は向上して

おりますし、経常収支比率が７．３ポイントも改善しております。それから財政調

整基金の取崩しはないし、起債の償還も進んでおります。財政力指数もわずかです

が向上しました。本町の財務情勢は健全に運営されているというふうに認めました。

一般会計、特別会計もありますけれども、道路改良とか簡易水道、農業集落排水、

老人福祉施設、そのほかいろいろな今から社会資本の更新が出てくる場面があるな

あというふうに思います。学校整備、庁舎の整備が済んだ段階で、そういった長期

的な視野に立った計画も必要なのではないかというふうな指摘をさせていただきま

した。

委託料等の物件費、補助費用をはじめとする歳出の見直しを引き続き、進めてい

ただきまして、長期を見通した持続可能な町政運営を続けていただきたいというふ

うに思います。

監査結果ですが、５５ページの後ろから下から２行を読ませていただきます。

提出されました関係諸帳簿の数値は適正でございました。

一般会計の各種財務指数及び各特別会計の実質収支は適正で、各会計の財政運用

はおおむね適切になされ、予算執行及び事業の経営はおおむね適正かつ効率的に行

われていると認定をいたしました。

以上で報告を終わります。どうも失礼しました。

【議長 山本 文男】

様々な適格な御指摘、ありがとうございます。

監査委員におかれましては、本日を含めて長丁場にわたる決算審査、大変お疲れ

さまでした。議会を代表しまして、深い敬意を表しますとともに、心からの感謝を

申し上げます。

【議長 山本 文男】

以上で本日の日程は全部終了しました。

次は９月５日、月曜日は定刻午前１０時に本会議を開きます。時間をお間違えの

ないようにお願いいたします。

本日はこれで散会いたします。

【事務局長 沖田 修一】

「一同・起立・礼」・・・お疲れさまでした。

（散会：午前１１時５５分）
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会 議 録

令和４年９月５日

午 前 １ ０ 時 開 議

【事務局長 沖田 修一】

「一同起立・礼」・・・おはようございます・・・御着席ください。

【議長 山本 文男】

改めまして、おはようございます。

大型の台風が接近中でありますが、大きな災害が出ないことを願うばかりです。

本日は、一般質問の傍聴に足を運んでいただきありがとうございます。議会を代

表して心から感謝を申し上げます。

議会では、町民の皆様の身近な問題が話し合われますので、今後ともお気軽にお

越しください。本定例会でもしっかりとかみ合った質疑応答を期待しております。

【議長 山本 文男】

ただいまの出席議員は１１名であります。

【議長 山本 文男】

これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付の議事日程表のとおりであります。

上着を脱ぎたい方は脱ぐことを許します。

広報用の写真撮影の申し出がありましたので、これを許可しました。

【議長 山本 文男】

日程第１、一般質問。

今回、一般質問の通告のありました議員は８名であります。

本日は４名の一般質問を行います。残り４名は明日、行います。

通告順に一般質問を行います。

なお、質問と答弁を合わせて１時間以内となっております。終了前にはブザーが

鳴りますので、よろしくお願いいたします。

通告順に質問を許します。

４番、兒玉 鋼士議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

通告順に従いまして一般質問を行います。

去る８月３１日に、町内の若い林業従事者が亡くなりました。郷土愛に満ちた優

しい青年だったということでございます。本当に悲しいことでございます。美郷町
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の宝物をまた失ったような気がしております。大変、残念です。哀惜の念に堪えま

せんが、御冥福をお祈りしまして、私の質問に移らせていただきます。

まず最初に、町有林の現状について、町有林の利用状況、面積は幾らあるのか、

また、伐採時期がきている箇所はあるのか、町長にお伺いをいたします。よろしく

お願いします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

おはようございます。今日と明日にかけまして８名の議員の皆様方から一般質問

をいただくことになっております。議長が言いましたように、しっかりと自分たち

の考え方をつき合わせて、今後の町政に反映させていければ幸いかなあというふう

に思うところであります。

さて、兒玉議員の町有林の現状ということでありますが、町有林面積につきまし

ては、２，７２１ヘクタールであります。耳川広域森林組合美郷支所と長期施業委

託契約を締結しまして管理を行っているところであります。

標準伐期齢に到達している山林は２，３５７ヘクタールであります。材積は９４

万８，０００立米ということでありますが、これは机上での材積計算ということに

なりますので、現地とずれは出てくるかなあというふうに思っておるところであり

ます。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

今、町長の説明の中にありますが、直営の面積は２，７００ヘクタールというこ

とで、流木の蓄積量は約１０３万立米ということでございます。

これを今、多分、売ったときに町に残るお金は約３分の１程度だと考えますが、

伐採時期が来ている箇所があれば、木材の価格が今、高騰してますが、今が伐採時

期と考えますが、町長、いかがでしょうか。
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【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

確かに杉で言えば３５年ということでありますので伐期にきているということで、

御案内のとおり民有林、いろいろな形で今、ウッドショックの中で材が出ていると

いう現状であります。

ほんなら町有林はどうかという話でありますが、やはりお金になるときにお金に

したほうがいいという考え方は当然、出てくるんですが、先ほど、言いましたよう

に森林組合と長期施業委託契約を締結している。その中でしっかりと町有林を守っ

ていくと。

確かに、今まで投資したお金を回収するのであれば、そういう考え方ができるん

ですが、しっかりと山を守っていくという部分で町有林の役目もありますので、や

はりその施業計画の中においてしっかりとした考え方でやっておりますので、今回、

ずっとやっていきたいというふうに思っております。

この考え方は、委託契約を締結している以上、続いていくというふうに思ってお

るところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

昨年の販売主伐面積は、実績によりますと１４．０９ヘクタールと、販売高は８，

６６６万５，７００円。事業費残高が３，１３６万１，８８３円となっております。

町長が言われたとおり杉を植林して３５年後には伐採できると聞いていますので、

こういうお金を森林整備等に使っていただき、切って、そして森林整備等に使って、

また植えるような循環型にしてもらって、山林を有効利用していただくようにお願

いをいたします。

次に、町有林を次世代に継承するために場所、樹種、林齢等の現地調査をして町

有林を意欲と能力のある若い人や個人経営体の仕事場づくりとして生計のために活

用できないか考えますが、町長どうでしょうか。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。
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【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

全てが森林組合との長期施業委託契約の中で進んでいるという話をさせていただ

きました。これは１期が５年ということで、令和４年度がその３期目の終わりとい

うことになります。お金でいえば現在、令和４年度の収支はありませんけど、まだ

出てきてないということで、今現在で４，６５０万円くらいの益があるということ

であります。

ですので、この令和４年度まで入れると、ある程度の金額になってくると。それ

が５年に一遍の精算でありますので、ある程度のお金は残しますけど、この計画の

ために。あとは町のほうに入れていただく。これが長期施業計画だというふうに認

識をしております。

何で長期施業計画をし始めたかという話でありますが、これは町がいろいろな計

画をつくっても補助金はもらえないと、交付金をもらえないから、組合につくって

いただいて、組合なら補助金をもらえる。町有林の施業をしてももらえるというこ

と。

それと、いろいろな問題の中で、町が今までやってきた契約はやはり随意契約が

多かったという話で、毎年、毎年、随契をやってきたと。そうすると、非常に心配

だという話で、「うまいこといきよっとか」という話で、いろいろ、何で組合とばっ

かしせないかんとかという話の中で、やはりそういう問題も出てきたという話の中

で、いろいろ問題がある中で、この施業計画、委託ですけど、５年に一遍というこ

とになりましたので、ある程度、そういう問題から解放されてきたということであ

ります。

そしてまた、５年に一遍の公開でありますので、その中ではいろいろな考え方が、

施業計画がこういう計画であるけど、その実情に合ってないということであれば、

計画の変更がたやすくできるという利点があるということでやってきた経緯があり

ます。

ですので、そういう中において、やはり議員おっしゃる町有林を意欲と能力のあ

る若い人や個人経営体の仕事場づくりにという話でありますが、これは今、森林組

合との委託契約という話の中で、ある程度、そういう造林班とかそういうところと

全部してますので、非常に人たちも育ってきてると思いますし、このお金というか

この契約の中で、しっかりとその人たちの生活が守られているというふうに、私は

認識しておりますので、まずまず順当といいますか、そういう形で進んでいるので

はなかろうかというふうに思っております。

ですので、「特定して」というか、林家さんがそういう形になれば非常な形でまた

応援しなければなりませんけど、この委託契約の中でそういう人材育成をしていけ

ればいいなというふうには思うところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。
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【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

ただいま町長からお話があったとおり森林組合との長期施業委託契約等があるこ

とも考えますが、これから先は個人の所有林も手入れができずに荒廃している箇所

が出てくると考えます。

このような山林、町有林とも集積し、合わせて意欲と能力のある若者や林業経営

者が森林組合の作業班以外にもいるかと思いますので、その人たちの生計を、経営

者の生計を立てるために活用していただければ、森林の適切な管理も図られるし、

若者が町内に残り町の活性化にもつながると考えます。

そのような要望がもしあれば、よろしくお願いをいたしまして、次に移ります。

【議長 山本 文男】

２問目の発言を許します。

【４番 兒玉 鋼士】

２問目の町の林道、作業道の路網整備の推進について、伺います。

まず１番目に、林道の局部改良、幅員拡張、舗装等を行い、必要な作業路の新設

をして、つなぐことで有効利活用できると思いますが、町長の考えを伺います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

林道の局部改良や幅員拡張、舗装については、起債事業や国・県の補助事業によ

り整備をしているところであります。各事業は町民からの要望や補助事業の採択基

準を基本に取り組んでおりますが、局部改良や幅員拡張については、木材運搬車の

大型化に伴う輸送力の向上及び安全確保を図るために実施をしておるところであり

ます。

いろいろな形で、先ほど、「ウッドショック」という話の中で材が出てきたと。そ

して車の大型化が出てきたと。道が傷むという話で、やはり安全性は確保しなけれ

ばなりませんので、そこ辺の要望等をしっかり聞きながら、やはり危ないところは

早目に直していくという形の中で、路網の整備はやっていきたいというふうには考

えておるところでございます。
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また、令和３年度から１０年間に路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する

区域ということで、路網整備等推進区域を定めて、その区域内で作業道の開設予定

路線等々を決めているところでございます。

その計画によりますと、美郷町作業開設予定延長が４万１，０００メートルくら

いで、８１区域ということで計画をしているところでございます。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

今、町長は、町の計画はされているということでございますので、森林整備をし

ていただいて、木材の搬出や森林の整備のために有効活用できるようにお願いしま

して、次に移ります。

林道は重要な生産基盤です。業者に依頼して簡易な整備を年２回ほど行ってはと

思うんですが、町長、いかがでしょうか。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

非常に、いつも問題になる部分であります。いろいろな形でやってはいるんです

が、追っつかないという部分もありますし、またこういう台風明けとかいろいろな

形になると、また非常に道路が傷んでくると。その都度、議員の皆様方にお願いし

て補正をして、道路の維持、そういう形でお願いしているところでございます。

今のところ、そういう林道においては町内の建設業者とか、今度はほかの道にお

いては森林組合とか、そういうところにお願いして維持をしているところでありま

す。どうしてもやはり追っつかない部分もありますので、その都度、その都度、や

はり悪いところをしっかりとしていきたいと。

ですので、時々、補正でそういう維持補修費を上げますが、御理解をいただきた

いというふうに思っております。

以上です。
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【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

町長のおっしゃるとおりでありますが、今、年に１回の作業か何かになっている

と思うんですよね、林道が。それをもう一回くらい増加してもらうと、梅雨明けと

か台風シーズン明けとかにしていただければ、林道を通行する期間が増えるのでは

ないかと考えております。どうかよろしくお願いします。

次に、林道・作業道が豪雨被害で浸食、泥状化を防ぐために強固なアスファルト

やコンクリート舗装、横断溝の現在の設置状況を伺います。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

林道については、町内１１９路線あるということであります。そして延長が４２

８キロメートルということで結構、長い林道を管理する必要があるということであ

ります。これを毎年、毎年、パーフェクトに管理できるかと。それはなかなか難し

いという部分がありますが、その要望、要望と。そして今、どこ辺が一番、材が出

て傷んでいるのかと、そこ辺をしっかりと把握しながら建設課のほうで対処をして

いる状況であります。

作業道については、個人管理の私道の位置づけになるということでなかなか難し

い部分でありますが、町有林については作業道であっても整備をしていくという形

にはしておりますが、この上乗せといいますか森林環境譲与税の上乗せをどこまで

使っていいのかという部分も出てきますが、割と林野庁、総務省が「幅広く使って

いいですよ」という話になってきておりますので、そういう財源を利用しながら安

全安心、そしてスムーズな材の出荷ができるように心がけたいと、そういうふうに

思っているところでございます。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】
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４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

町長が言われたとおり作業道については、それこそ昔は山林林家が多かったせい

で唐鍬とかスコップとかを持って、個人で山に行くときに必ず下りて横断溝とか整

備するような状態でありました。現在は、そういう状態でありませんので、そこ辺

まで気を配っていただくとありがたいかなと思っているところであります。

次に、最近、台風が巨大化をしまして奥山の山林、高いところの風が強くて一度

に広範囲の風倒木の被害発生が危惧されますが、対応策を伺います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

本当にこの台風１１号ということで非常に勢力が強いということで北上している

ということであります。また、本当にそこの中で倒木とか根返り、いろいろなこと

が予想されます。

そうなれば、しっかりと対応をしていく必要があるんですが、なぜそういうこと

が起こるのかという話のほうがちょっと問題というか、やはり広葉樹林と針葉樹林

がありますけど、どっちが災害に強いのかという話になると、あまり変わらないと

いうことの結果が出てきてる。

普通、広葉樹林のほうがしっかりしてるから根が張るからという話でありますが、

それは広葉樹林も針葉樹林もしっかりと手入れをするということが前提ということ

であります。やはり手入れをしないと災害がというか、倒木等が起こると。

杉にいわせてみると、その最たるものが手入れの中でも間伐ということになろう

かと思っております。ですので、しっかりと間伐をして、ほかの木をしっかりと根

を育てていく。それが災害、倒木等につながらずあとしっかりとしたお金になって

いくということだろうというふうに思ってます。そういう徐間伐をしっかりしてい

ただいて強い山づくり、そしてそういう災害がもし起こったならば、町を挙げてし

っかりとその後始末というか、どうしてもそういう形にはなってきますのでそうい

う対応はしていきたいと思っておるところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。
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【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

奥山の山林は先人たちが道路のない時代に苗を背負って植栽を行い、育林作業も

歩いて現場に行き作業をして、今、伐採の時期が来ている状態だと思います。

林業の事業者は当然のことでありますが、利便性、条件のよいところから作業を

進めております。近い将来においては、条件のよいところは伐採作業が終わり、奥

山の山林のほうへ移行していくのではないかと考えます。このようなことを考えま

して、既存の林道、作業道の補修工事や必要な箇所に作業路を新設することはこれ

から先、急務ではないかと考えますので、よろしくお願いをいたします。

また、先ほど、流木の蓄積量が１０３万立米あるということでございます。これ

を販売高にすれば、今、杉が１万３，０００円くらいするのか、平均がそれくらい

だと思いますが、ヒノキは１万５，０００円くらいということでございますが、こ

れを単純計算しますと１３０何億円の金額になる宝だと思いますので、今後とも有

効活用していただきますようよろしくお願いいたします。

次に移ってもよろしいでしょうか。

【議長 山本 文男】

３問目の発言を許します。

【４番 兒玉 鋼士】

次に、鳥獣被害についてです。

これから実りの秋を迎え、栗や米をはじめ特用林産物などの被害が発生しますが、

駆除や捕獲状況を伺います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

毎年、毎年、多くのイノシシ、シカを駆除しておりますけど、本当に減らないと

いうことであります。令和３年度で言うと、イノシシが９２１頭、そしてシカが１，

４６７頭の駆除をしているということであります。ですが、まだまだ絶滅という話

ではありませんけど、個体数の減には追いついていないということでございます。

美郷町ではそれぞれ北郷、西郷、南郷の３地区をそれぞれ４班ずつに分けて計１

２班で捕獲班を編成しているということであります。西郷に５１人、南郷に５６人、

北郷に５１人の有害鳥獣捕獲班員が在籍してるということであります。この方々に

頑張っていただいて、有害鳥獣の捕獲ということでお願いしてるんですが、なかな

か、先ほど言いましたように個体の減少にはつながっていないということでありま
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す。被害がこれからという話の中で、またしっかりと鳥獣班員の方に連絡をして、

「こういう状況を迎えますので」ということでしっかりと対応していきたいという

ふうに思っております。

今はある程度、年がら年中、有害ということで狩猟というものができますので、

その分についてはよかったかなあと。昔で言えば、もう被害が出たときに町に上が

っていって、それから振興局のほうから許可をもらうと。そんげなことをしよった

ら、もう全滅してたという経緯がありますので、そういう中で今はある程度、スピ

ーディーというかスピード感を持って対応できているのではなかろうかと思ってお

りますけど、なかなかこれ、いたちごっこみたいな形で難しいというふうに思って

おります。

ですので、ワイヤーメッシュ等々をしっかりと張り巡らせてくださいねという話

の中で、町民、頑張ってある程度してるんですけど、それでも被害は出ているとい

う現状であります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

シイタケやタケノコ、シキミなどもシカ、イノシシ、サル等がほだ場園内に侵入

して被害を、食害を与えます。

町長がおっしゃるとおり猟友会の皆様がいなければ、さらに甚大な被害になると

考えます。猟友会の皆様にもしっかり支援をしていただきまして、また町のほうで

もわなの免許を取るのに支援をしていただいているみたいですが、もしこのわなの

資格を持っている人たちと猟友会の話の中で、金銭的な部分で話し合い等が今後で

きていければ、１，０００円か２，０００円かでもわなをかける人たちが猟友会の

人たちから処理をしてもらっていただくような感じでもとってもらえれば、わなの

免許を取ってる方の楽しみもできるっとじゃないかなあということを考えていると

ころでございますが、猟友会の皆様方に今後ともしっかり支援をしていただきます

ように、お願いをいたしまして、次に移ります。

山林の苗の植栽場所、新しく新植した場所ですが、外周部にネットを張ります。

広い山林においては、ネットの１か所からでもシカ等が入れば山全体に被害を与え

ます。

その中で、仕切りネットを張れば被害が減少になると思いますが、町長、いかが

でしょうか。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。
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【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議員がおっしゃるとおりだと思います。広い範囲に網を張っても、中に入ったと

きに広くなるとなかなか捕獲も難しいということであれば、そこを仕切って小さい

面積において対応ができなかということであります。

うちのちょうど林業振興協議会でそういう意見が出て、振興局に「それ、できる

とか」という話でしたら、「今のところ、それは難しい」ということであります。実

際には「理解している」ということでありますが、それはちょっと仕切ることがで

きないということで、ほんなら、うちの譲与税を使って仕切ったらいかんかという

話になってくるんですけど、それが本来の譲与税の使い方かという話になると、ち

ょっと違うっちゃないかという話の中でありますので、また、林野のほうもそうい

う見解だったという話であります。

どうしても被害が出てるということは事実ですので、理屈がどうであれやはり被

害の軽減を図るためには、やはり内部で被害を止めていくという形のほうが先だろ

うと思っておりますので、そういう方向性を持った中で何かいい方法はないかとい

うことで、検討しながら、また上の機関に意見を求めながらやっていきたいという

ふうに思うところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

それこそ林野庁のほうでも、そういうほうに打診をしていただいているというこ

とでございますが、現場の声としては、今後とも林野庁のほうへそういう声をつな

いでいただきまして、５ヘクタール以上の面積になったくらいの場合でいいと考え

るところなんですが、中に１本でも仕切りを入れてもらってすると、大分、被害も

少なくなると考えますので、よろしくお願いをいたします。

次に、４番目の特用林産物に移りますが、いいですか、議長。

【議長 山本 文男】

４問目の発言を許します。

【４番 兒玉 鋼士】
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美郷町の特用林産物について、１番目に乾シイタケの生産者は最近の燃油高騰が

切実な問題でありますが、支援できないか伺います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

燃油の高騰、いろいろな形で燃油だけではありませんけど高騰しているというの

が現状であります。ちょうどシイタケについてどういう影響があったかという話で

ちょっと聞いておりますけど、燃油の高騰は令和３年３月頃から顕著化しており、

令和３年１１月には対前年比で４割増となり、現在も高騰が続いている状況にあり

ます。

このような状況の中、本年４月に燃油高騰の影響について、椎茸部会の役員７名、

ＪＡ日向の担当者２名に聞き取り調査を行っております。

この聞き取り調査では、燃油高騰の影響が十分にあったとの判断で、補助の方法

等を提示した上で聞き取り調査を行っておりますが、令和３年度は燃料の高騰以前

に天候の影響で不作であったということが原因で、使用燃料も少なく、町に対する

補助等の要望もなかったというの実情でございます。結局、シイタケの生産量が少

なかったということであります。

とは言ったものの、やはり燃油高騰でありますので、本年秋以降、燃油の高騰が

続いた場合の干しシイタケ生産に係る支援については、農林水産省の施設園芸セー

フティネット構築事業の発動基準価格を参考にし、補助対象者、補助の方法等を検

討していきたいと。やはり燃油、今からシイタケでもですけど、施設園芸でもミニ

トマト、キンカンいろいろなものがありますけど、重油を使いますのでどうしても

そこに影響が出てくるということでありますので、セーフティーネットの加入推進

を図りながら、まだそれでも無理だという部分は町で考えていく必要が出てくると

いうことでございますので、御理解をいただきたいと思っております。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

町長の答弁で、昨年度はそれこそシイタケの生産量が少なかったということで、
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あまり燃料は使わなかったということでありましょうが、乾燥機でエビラが少なく

ても大きくても、多くても乾燥機にかける回数は同じだと考えますので、どういう

ふうに役員の方がそういうふうに言われたのか分かりませんが、今後、セーフティ

ーネットを検討していただけるということでございます。それに併せて、町のほう

でも支援のほうを検討していただきたいと思います。「検討」ということではなくて

「実行」していただくのが最善だと思いますので、よろしくお願いをいたします。

次に、２０２０年度美郷町の乾シイタケの生産量は、これは経済連の調べですが、

３１トンでありました。２０１６年度の生産量は６５トンで半減しています。半減

以上ですかね。高齢化により原木確保が難しい状況にあります。意欲ある生産者の

維持と生産量の減少緩和、持続可能な生産のためにシイタケ原木供給事業が大事と

思いますが、町長の考えを伺います。

また、同様に木炭の生産についても、原木供給事業をぜひ、行う必要があると考

えますが町長の考えを伺います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

シイタケ原木それと木炭の原木、この２つは議員さん、いろいろな形で「どうな

ってるんだ」という話で質問をいただいております。

農林振興課の担当のほうが、その生産者等々と話して、「何が一番困っているのか」

という部分と、それと「どういう形でこれをやれば、一番、皆さん、生産者が納得

できるのか」という部分でありますが、なかなかそこの方法というか、いろいろな

形を変えて今までやってきているんですけど、まだしっくり行ってないというか、

そういう形かなあと思っております。今ある制度でそんなに間違いはないとは思う

んですけど、どうしても以前あった原木供給事業が頭の中にあってそういう形にな

ってるのかなあというふうに思っております。

原木も切ったら自然萌芽でいいんですけど、時々、あとはもう杉を植えようとか

そういう今度は自然萌芽じゃなくて違うものを植えてどんどんどんどん原材料がな

くなってきてるということも出てきてるということでございますので、町としては、

やはり今度は町有林の中に原木、木炭でもシイタケでもそういう場所のいいところ

に原木を植えて、そしてその切り出しというか作業が簡単にできるような場所に原

木を育てていきたい。実際にそういう植栽をしてきてるということです。

ですので、今まではやはり場所が悪いところに求めて、特に木炭の場合はそうい

う場所が多かったということもありますので、そういう方向を変えていきながら、

生産者にそこまでもっていける方法を模索していかなければならないと、そう思っ

ておりますが、時間がかかるということでありますので、今の体制をどういう形で

つくり直すのか、今でいいのかという部分をそれぞれの協議会の中でしっかりと話

して、今のままでよければそう、そして、ほかに何か足りないというか、足らざる
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部分があれば、それを補っていくという形で、やはり２つの特用林産物、町の宝で

ありますので、そういう部分をしっかりと下支えをしていきたいと、そう思ってお

るところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

まず何が困っているかということなんですが、シイタケ生産において、ほかの産

業においてもそうだと思いますが、まずはシイタケにおきましては、原木を確保す

ること。木炭の生産者についても原木を確保することが大事だと思います。原木確

保ができれば、それと、産業の労働支援、戦力、規模拡大するにしても自分たちだ

けではでない駒打ちとかいろいろあります、収穫する際とか。それで、規模拡大な

どもできないと思いますので、原木の確保と支援、作業の支援対策が一番、大事で

はないかなあと、私はシイタケにおいては考えております。

それと、原木供給事業をシイタケでしていたときに、私の概算でいきますと、前

あったときと今と比べると、原木供給の量にいたしまして１年間に３０万個ほど植

菌量も減る計算になります、それだけないと。

町長が３月の一般質問の際に言われましたとおり、お年寄りの方がシイタケ生産

ができたりするのは年金プラス１００万円を目指すためにも、そういうお年寄りの

方々のための原木供給事業をできるように支援をしていただきたいと思います。こ

れはぜひ、町長に考えていただき実行していただきたいと思っております。よろし

くお願いをいたします。

また、最後の質問で、私は、クヌギ伐採跡地に杉の植栽がされているがというこ

とで、町長が今、話をされましたのでそれを割愛させていただきますが、本当に昔

の人たちが考えていたのは、杉を植える場所は杉を植える場所、ヒノキを植える場

所はヒノキを植える場所、クヌギ等はクヌギを植える場所という中で適材適所で選

ばれて今があると思いますので、そこ辺も考えていただきたいと思います。

３番の質問は割愛させていただきます。

これで終わりますが、町長、いろいろな形でいろいろな支援をしていただいてお

ります。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。

最後に、ドローンや重機等の導入、森林整備を行うことにより、若者に選ばれる

快適でもうかる林業また特用林産物等を実現することができると考えますので、先

ほどから質問するとおりあらゆる角度から支援をしていただくことにより、持続可

能な生産ができまして、それが町内の活性化に貢献できると考えますので、どうか

よろしくお願いをいたしまして質問を終わります。

【議長 山本 文男】
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これで、４番、兒玉 鋼士議員の質問を終わります。

ここで、休憩に入ります。

再開を１０時５３分からにします。

（休憩：午前１０時４３分）

（再開：午前１０時５２分）

【議長 山本 文男】

休憩前に引き続き、一般質問を再開します。

次に、１番、若杉 伸児議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。

【１番 若杉 伸児】

今日は２問ほど質問を予定しております。よろしくお願いします。マスクと上着

を取らせていただきます。

それでは初めに、コロナ禍における、文化伝統芸能の継承活動について、お尋ね

します。

いまだに終息の兆しが見えない新型コロナウイルス、この影響によりまして、美

郷町におきましても様々がイベントが中止、延期、規模縮小を余儀なくされており

ます。これは医療崩壊にもつながりかねないいわば非常事態でありますから、致し

方ないことかなと考えております。また、判断する側も苦渋の選択、断腸の思いで

判断しておることと考えます。

しかしながら、私は、特にこの文化伝統芸能については、このままこの状態が続

いていけば伝統芸能自体が衰退していくのではないかと大変、危惧しております。

間もなく秋祭りの時期も迎えます。全てが行政の判断によって決まっているもの

ではございませんが、町長は、今の現状も考えましてどのようにお考えか、お伺い

いたします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

コロナ禍にあっての文化伝統芸能の承継活動ということであります。

今、議員がおっしゃいましたように非常に同じ思いであります。できれば、「もう

大丈夫じゃが、どんどんやれやれ」というようなことを言いたいとは思いますが、

そういう状況ではないということであります。

ですので、いろいろな形の中で協議会なりそれぞれの地域の中でそういう人たち

がするかしないかを決定していくということに対しては、行政がどうのこうの言う

ことではなかろうというふうに思っております。一番、やはり罹患者を増やさない、
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感染者をどんどんどんどん、そこを予防していくということが一義的であろうとい

うふうに思っております。

ですが、その中でやはり伝統芸能が廃れていくというか、どんどんどんどんおっ

くうになっていく気持ちだけはどうかして止めたいという気がします。全員が集ま

るのではなくて、そういう支援ができないかということなんですけど、伝統芸能の

活動、誰も見てないけど練習をしていくとか、やはりそういうことしていかなけれ

ば、やはり忘れてしまってどんどんどんどん遠ざかって、ひいては廃れていくとい

う形になっていくることが怖いということでありますので、そこ辺をしっかりと教

育委員会とタイアップしながらやっていきたいというふうには思うところでござい

ます。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【１番 若杉 伸児】

議長。

【議長 山本 文男】

１番、若杉 伸児議員。

【１番 若杉 伸児】

私も同様に町長と同じ考えであります。これから先は、ちょっと私の地区のこと

を例えながら質問させていただきたいと思います。

私の地元は南郷渡川地区なんですが、渡川神社というのがあります。１１月には

例年、秋祭りが開催されまして、その際には臼太鼓、神楽、浦安の舞が奉納されま

す。

しかしながら、この２年ほどはコロナの影響で神事のみの開催となっております。

多分、町内一律どの神社もそのような状況ではないかというふうに想像しておりま

す。

その中に私の地区に神楽保存会があるんですが、結構、若い後継者が帰ってきて

おって、この現状を見て「これではいけない」と、「衰退してしまうんではないか」

ということから、昨年、一昨年、祭りは中止になったんですが、その若い人たちを

中心に神楽のインターネットのライブ配信を行いました。これはちょっと神社では

ネット環境が悪かったもんですから、地元の公民館を使って、ふだんの約３分の１

程度ですかね、時間にして３時間程度。これは町内外、県内外、地元出身者を中心

に大変、好評でした。

私は、こういう地区とかこういう祭りは一切、心配しておりません。アフターコ

ロナでも多分、今までと同様の祭りがまた開催できるだろうと。コロナ禍でもでき

たんですから。それ以上のものができるかもしれないと考えております。

私が心配するのはもっと小さな、例えば、数名の氏子とか檀家さんでやっておる

小さな氏神さんの祭りとか、そうものとかそれと公民館とか組合単位で実施してお

られる盆踊りです。これはコロナではなくても開催をやっとしていると。このコロ

ナで、言い方は悪いですけど、取りあえずコロナで休止というところもあるんじゃ

ないかなと思うんですね。
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実際これがコロナが明けて、また二、三年後に「一斉にやりましょう」と、「解禁

です」となったときに、もう祭りできなくなる団体が出てくるんじゃないかと。そ

れを心配しております。

私が聞くところによりますと、教育委員会の所管に文化協会という団体があるそ

うです。西郷、北郷、南郷それぞれ団体がありまして、有形無形文化財の保存等も

行っておるそうです。

ここでお伺いしたいんですが、三大祭りとかそういったものはもちろん把握でき

てるでしょうけど、今度は各北郷、西郷、南郷の小さな地区の祭りとか盆踊り、そ

ういったものをどこ辺りまで把握できているのか、お伺いいたします。

【教育長 大坪 隆昭】

議長。

【議長 山本 文男】

教育長。

【教育長 大坪 隆昭】

大変、ありがたい御意見をありがとうございます。

教育委員会としましても、また町長の答弁にもありましたように議員と全く同じ

考えで、何とかしてこのコロナ禍の中においても文化を守っていかなければならな

いと、そういうふうに強く思っているところでございます。

現在、御指摘の文化協会が現在、４１団体、北郷が１７団体、南郷が１１団体、

西郷が１３団体の合計４１団体が文化協会のほうに加盟されております。

ただ、この文化協会の中には、カラオケであったりとかコーラスであったりとか、

議員の御指摘の文化財を守っていくというものではなくてみんなで集まって一緒に

やっていこうというような団体でございまして、それがそのまま文化財を守ってい

くというような動きにはまだつながっていないというような状況でございます。

ただ、美郷町にはこれとは別に文化財保護調査委員会というものがありまして、

その委員会の中で協議して検討されたものが郷土芸能保存認定団体というふうに認

定されて、そういった団体が町のほうからの補助もいただきながら活動を継承して

いただいているところで、そこに教育委員会としてもバックアップをしているとこ

ろです。

なお、渡川の神楽につきましては、以前に美郷町の神楽を保存していこうという

ことでＤＶＤを作っておりまして、全部で６団体の神楽を録画しまして映像として

残しておりまして、西郷の図書館の中で文化郷土芸能室という部屋がありますので、

そこでそのＤＶＤを見ていただくことができております。

ただ、盆踊りとかそちらについては十分な調査がまだできていないというのが現

状でございます。

以上です。

【議長 山本 文男】

教育長の答弁が終わりました。

【１番 若杉 伸児】

議長。
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【議長 山本 文男】

１番、若杉 伸児議員。

【１番 若杉 伸児】

今、教育長のほうからＤＶＤの話がありましたが、私これ、次に言おうと思って

いました。よく覚えております。取材に来られて、二日間、きららびじょんのほう

でしたかね。本当にうちの神社にも立派なＤＶＤをいただいて、これは何かのとき

には本当に役に立ちますので、ありがたいと思っております。

そのことでお願いしようと思ってたのですが、実はほかにも今、言われたように

盆踊りとかそういった団体がございます。「保存会」とか名前のない団体もあると思

います。ほんの地域で継承していて。こういったところにぜひそういったＤＶＤ等

で残していただいて、そして保存できないかと。

私たちも、自分たちの地区で自分たちでやったんですけど、やはり素人の仕事は

やはり素人なんですよね。きららびじょんのＤＶＤを見せていいただいたときに、

やはり違うなと思いました。これは予算も伴うものですし、また調査も一からしな

ければいけないということで大変でしょうけど、できればＤＶＤ化までしていただ

ければ少しでも継承活動につながるのではないかと考えてますので、よろしくお願

いいたします。

【教育長 大坪 隆昭】

議長。

【議長 山本 文男】

教育長。

【教育長 大坪 隆昭】

ぜひそのような形で進めていきたいなと思っているところでございます。

先ほど、言いましたように文化財保護調査委員会という組織がございますので、

そこでしっかりと見ていただいて、どの芸能を残していくかということの選定もや

っていただけるといいかなあと思っております。

現在、郷土芸能保存事業の認定団体が町内２３団体ございまして、その中には神

楽が８団体、臼太鼓保存会が６団体、浦安の舞が４団体、それから盆踊り保存会が

２団体、練り、芸能が２ございますので、そういった中から神楽以外にもＤＶＤで

残すべきものであるということであれば、認定されればぜひそのような活動をさせ

ていただきたいなというふうに考えているところです。

以上です。

【議長 山本 文男】

教育長の答弁が終わりました。

【１番 若杉 伸児】

議長。

【議長 山本 文男】
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１番、若杉 伸児議員。

【１番 若杉 伸児】

教育長から「団体がたくさんある」ということを私は知りませんでしたので、ぜ

ひとも残していただきたいと、ＤＶＤ化していただきたいと。よろしくお願いいた

します。

それでは次に、これは私、コロナ禍におけるということで、この質問をしたんで

すが、実は私は以前からこの点についてちょっと心配しておりました。

といいますのが、いろいろな問題の根源になります少子高齢化、若手・担い手不

足です。これはこういった文化伝統芸能については、どの団体も少なからずそうい

った人材不足になっておるんではないかと考えております。

教育委員会としても、その点どのように捉えておるのか、また、何か後継者不足

に対する手だてがないか、その辺何かありましたらよろしくお願いいたします。

【教育長 大坪 隆昭】

議長。

【議長 山本 文男】

教育長。

【教育長 大坪 隆昭】

ただいまの後継者不足というものに対しましては、これは教育現場でも大きな課

題として捉えておりまして、それぞれの学校で、例えば、運動会とかあるいは学習

発表会とかそういった場でこれまでも発表してきているところがございます。

例えば、北郷義務教育学校では、運動会のときに黒木ばんば踊り、それと北郷音

頭、これを隔年で実施したりとか、それから西郷義務教育学校では上野原臼太鼓、

さらには若宮神楽と、こういったものをずっと練習してきていると。地域の方を巻

き込んで練習してきているというようなことでございます。それから南郷におきま

しては、郷土芸能とは少し離れますけれども、禎嘉王ダンスを地域の方々が一緒に

なって、そして教育課程内の中に組み込んで実施しているところです。

聞くところによりますと、今年の運動会からできればいだごろ踊り、それを運動

会でできればいいなあというようなことも話し合われているようです。

以上です。

【議長 山本 文男】

教育長の答弁が終わりました。

【１番 若杉 伸児】

議長。

【議長 山本 文男】

１番、若杉 伸児議員。

【１番 若杉 伸児】

今、教育長のほうから、「学校教育の場で」ということでしたが、私も、これはち
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ょっと次にお願いしようかなと思っていたことでありました。

実は、南郷で毎年１２月に「ひえちぎり唄全国大会」というのが開催されます。

これも２年ほど、多分、コロナの影響で中止になっておると思います。このひえち

ぎり唄、これは南郷の私の渡川地区が発祥の地といわれております。私はちいさい

頃からひえちぎり唄は聞いておりました。

このひえちぎりは、ひえちぎり唄と一緒に踊るひえちぎりという踊りがあります。

私の公民館には、このひえちぎりの保存会があって、もちろん民謡もそうですけど、

それに合わせて保存会の女性の方が一緒に踊ります。もう高齢で多分、保存会の方、

踊られる方は７０代、８０代の方が主なんですが、私はこのひえちぎり保存会は別

として、このひえちぎり踊りというのは二、三十年はなくならないなという自信が

ございます。といいますのが、今、教育長が言われたように、まだ旧３村時代だっ

たとき、また南郷村時代だったとき、まだ渡川に中学校があったとき、渡川中学校

の女子の中学生が授業でこのひえちぎりを踊っておりました。そして運動会のとき

にはダンスでこのひえちぎりでした。ですから、５０代、６０代はもちろんですけ

ど、３０代くらいの人までこのひえちぎりを踊っております。

このことからして、今、「美郷科」とかいう授業もございますので、ぜひともこう

いった地域の踊りを入れていただくと、将来、先々また帰ってきたときにまた何ら

かの形でＵターンとかそういうものにもつながるっちゃないかなあと思いますので、

ぜひとも続けていっていただきたいと思います。

次に、もう一つ私が考えたのは、発表の場を何かつくっていただけないかなあと

いうのがありました。

以前、私の地区に臼太鼓保存会というのがありまして、この臼太鼓保存会が祭り

の時期の練習だけだと、本番だけだけど、なかなか細部にわたって練習ができない

と。危機感を持った人たちが１０年くらい前だったですかね、もう年間を通じてや

ろうじゃないかということで、祭りが終わった後に１２月くらいから臼太鼓の練習

を始めました。

ところが、もう数回で練習を止めました。私は、責任者のほうに「何で止めたっ

ちゃろうかい」と聞いたら、「もう全くモチベーションが上がらない」と言うんです

よね。やはりピークは祭りでして、祭りに一生懸命になって、祭りが過ぎたらもう

気が抜けたそうです。集まることは集まったんですが、そのうち１人抜け、２人抜

けして、もうとうとう人が来んごとなったと。「自然とやまった」と言ってました。

確かにこのモチベーションというのはあると思うんですね。やはり祭りが来るか

ら練習すると。浦安の舞や神楽が練習しよるから一緒に練習すると。そのモチベー

ションが本当は上らなかったんだろうと思うんですよ。ですから、こういった祭り

以外に何か町の文化祭とかそういった場で、なかなか町内にはたくさんの団体があ

るので一遍にということは無理ですけど、何年かに分けて、その発表の場をつくっ

てもらえないかなというふうに考えます。

何か聞くところによりますと、私、勉強不足だったんですけど、「おさらい会」と

かいうのがあるそうですね。これもちょっと何年かやってないかなと思うんですけ

ど。それがどういった活動かは分からないんですけど、それとか文化祭とか町民祭

とかの場所でこういったものを順番にでも地区を取り上げていただければ、ふだん

と違った場所で練習したり本番をすると、またモチベーションも上がるんじゃない

かと思ったものですから、ぜひともこれも何かそういった場をつくっていただけな

いかということをお願いしたいところでございます。
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【教育長 大坪 隆昭】

議長。

【議長 山本 文男】

教育長。

【教育長 大坪 隆昭】

発表の場ということであったわけですけども、それは一番最初に議員が御指摘の

文化協会、これがやはり中心になって、この人たちが集まっていわゆる「おさらい

会」の内容をどういうふうにしていこうかというようなことを協議されて、それぞ

れの地区でおさらい会を実施したりとかしていきながら実施しているようでありま

す。

それから、発表の場、それ以外にあるのはやはり文化の発表会とかそういったも

のをできるだけやっていきたいところではあるんですけども、そのおさらい会自体

もやはりコロナの影響を受けて今年は中止しようかとか、やはり人が集まることを

どうしても避けたいというような動きをしておりますので、なかなか難しいところ

であります。

ただ、先ほど言いましたように学校におきましては教育課程の中で運動会とか学

習発表会とか計画されておりますので、最低でもここだけは守っていきたいという

ふうに考えているところでございます。

以上です。

【議長 山本 文男】

教育長の答弁が終わりました。

【１番 若杉 伸児】

議長。

【議長 山本 文男】

１番、若杉 伸児議員。

【１番 若杉 伸児】

私もそのようにして、またそういった場を、今、コロナで祭り自体があってない

わけですから、それに付随する発表会というのはなかなか厳しいと思いますが、ま

たアフターコロナにはそういったことも考えていただければというふうに思います。

このコロナ禍における文化伝統芸能継承活動についての質問は終わりたいんです

が、最後に、私の体験談を交えて皆さん方に１つお願いしたいことがあります。

私ごとで非常に恐縮なんですが、私は渡川神楽保存会に４０年ほど入っておりま

す。小学校のときに入りまして、一時期、町外に出まして、また帰ってきまして、

４０年くらい入っておると思います。

また、渡川地区には３公民館に分けて盆踊りが実施されます。その中の１地区に

入っておって、この盆踊りは経験が浅くてまだ１５年になりますかね。三味線太鼓、

口説きですね、唄ですね。囃子、踊りなんですが、私はこれで口説きと囃子をやっ

ております。大変、恐縮なんですが。

私が一度、鬼神野地区にこういった神楽それから盆踊りをしておる大ベテランの
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方がいらっしゃいまして、その人は私も同様に同じ活動をしているということを知

っているものですから、その話をしたことがあります。そのときはまだ私が盆踊り

入って四、五年目で、まだ本腰を入れてなってないときでした。そのときにその人

と話をしたときに、私は正直にそのときの心境をいいました。「あんたは神楽も盆踊

りもしよっとね」と言うもんだから、「一応、やっております。ただ、神楽は一生懸

命なんですけど、盆踊りはまだ腰かけじゃっとですよね」と言ったんですね、正直

に、そのとき。

これ、表現が皆さんに分かるかどうかなんですけど、私は正直、「盆踊りやら神楽

やらに行って、人が何でもするやっちゃ」と。「何でも顔、出すやっちゃ、見とらり

ゃせんかと思って、わるずがまわっとですよね」と言ったんですよね、その人に、

ベテランの人でした、その人は。そしたらその人が笑いながら、「まあ、おれもそん

げ思っとったわね」と言うとですよね。「おれもそんげ思いながらずっとやってきた

わね」と言うとですよ。

近頃、私はもう「おれはもうそんげなことは思わんなったわ」と。そして「どう

したもんですか」と言ったら、「おれやらあんたみたいな人がおるから、こんげなこ

とが残っとっとよ」と言ったんですよね。「もしおれどんがおらんかったら、こんげ

ものはすぐにねなるわね」と。その人がそのとき言ったんですよね。私は、もうベ

テランの人だしいいことを言うなあと思って、そのとき聞きました。それから私は、

盆踊りのほうにも性根を入れて通うようにしました。

そこで、ここで皆さんにあえてお願いしたいんですが、ぜひともこういったこと

は役場職員なんかが入ってもらうと本当に盛り上がります。実際、この中に神楽や

ら臼太鼓やらの盆踊りに入っている人がおることを知っております。

その人は、今以上に今度、後継者の育成に当たっていただきたいと。まだ入って

ない方は今からでもまだ十分、間に合います。それにもしそれが無理なら、側面か

らでも結構でありますので、どうにかしてこの文化継承を皆さんと一緒にやってい

きたいなあと思っております。

それを最後にお願いいたしまして、最初の質問を終わらせていただきます。

２問目の質問に移ってよろしいでしょうか。

【議長 山本 文男】

２問目の発言を許します。

【１番 若杉 伸児】

続きまして、ジビエ工房、これは南郷水清谷地区にあります美郷町ジビエ振興協

議会、これについて質問させていただきます。

質問に先立って一言、お断りさせていただきます。

この質問をするに当たって、公平な立場で、しかも公平な目線で質問しなければ

ならないと、当然ですが考えましたので、ジビエ振興協議会の前役員、現役員、元

ジビエ工房の職員、ジビエ協議会の会員、現在２７名いらっしゃるそうです。これ

は猟師さんですね。それから農林振興課、業者の担当者ですね。それから課長、こ

の方々に複数の方に話を伺いました。そして質問をさせていただきます。

しかしながら、町の認識は一方に偏った発言や質問をしたりするかもしれません。

そのときは遠慮なく指摘していただきたいと思います。

平成３１年３月にジビエ工房を創業しました。創業当初は、ジビエの持込みも少

なくて、またそれを加工肉として製品化しても販路がなかったそうです。



26

その後、ジビエもだんだんと持ち込まれるようになって、製品が増えてくると今

度はそれが在庫となるようになって、１年後くらいから大量の在庫を抱えるように

なったそうです。

そこで危機感を感じた当時の協議会長、副会長並びに事務協議会事務局員、また

町の担当者がいろいろな営業努力。

例えば、もう直接、足を運んで販路を拡大したり、シカハンバーグ、ソーセージ、

カレーのセット商品を作ったりして新商品の開発、こういうことを行ったそうです。

それから徐々に販路も開拓し、このセット商品なんかが売れるようになって、それ

からしばらくしたら、もう在庫の肉も大量に売れまして、もうジビエの入荷を心配

するそんな時期も来たそうです。

その後、令和２年度になって、地域おこし協力隊の方を専従の担当者として雇い

入れまして、さらに業績も回復しました。

その後、新商品ジビエバーガーを開発しまして、これを隣の日向市東郷町のほう

にジビエバーガーショップを開店し、その様子はテレビ等のメディアにも取り上げ

られました。

当時はお客さんも多く、売れ行きも順調であったと聞いております。またその間、

専従の地域おこし協力隊員とは別に町内在住のＩターン者１名、町内外から各１名

ずつの計３名も雇用して、雇用の場にもなったと聞いております。はたから見てお

ったら、協議会の運営、ジビエ工房の運営自体も非常に軌道に乗っているかのよう

に見えておりました。

ところが、昨年末、１２月に、急にバーガーショップが営業を中止して、工房自

体も今年の５月辺りから１人辞め、２人辞めして、７月には最後に残っておった地

域おこし協力隊員の方も辞められたそうです。

また、今年になってから、またそのジビエの在庫肉も大量に抱えるようになった

と聞いております。一転してなぜこのような状況になったのか、町が把握できてお

る範囲内で結構ですので、説明をお願いいたします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

ジビエ工房の件でありますけど、しっかりと答弁書をいただきましたので、この

とおり最初は読ませていただきます。

美郷町ジビエ工房は、有害駆除等により捕獲されたイノシシ及びシカの受入れ、

解体処理、精肉加工販売を行い、地域資源の有効活用、特産品化に係る地域の活性

化、ひいては、農林作物等への被害の軽減に寄与することを目的として、平成２８

年に猟友会等からの要望を受け建設されたもので、県単事業を活用し、平成３１年

３月に施設が完成しております。

これに並行して、南郷猟友会を中心にジビエ工房の運営団体設立に向けた協議を
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行い、平成３１年２月に美郷町ジビエ振興協議会が発足しております。

工房が稼働を始めて本年度で４年目となりますが、工房については現在休止とい

うことであります。直営店であった日向市東郷町のバーガーショップは閉鎖の状態

となっており、現在、施設の所有者である日向市と撤退に向けた協議を行っている

ところです。

美郷町ジビエ振興協議会の営業努力や、令和２年３月に採用となった地域おこし

協力隊のスキルの高さもあり、ジビエ工房稼働後に抱えていた約６００キロの肉の

在庫はなくなり、その後は順調に個体の受け入れ、肉の販売、新商品の開発を行っ

ていたところでございます。

肉の販売のみではジビエ工房の運営が厳しいことから、その打開策としてバーガ

ーショップを開店したところでございます。昨年８月の開店当時から評判が良く、

売上げも順調に伸ばしていたところですが、これに合わせて従業員の業務量も増加

し、ジビエ工房とバーガーショップの同時運営が厳しい状態になりました。

この頃から、ジビエ工房の従業員、個体を搬入するジビエ振興協議会の捕獲班員、

協議会役員間で、ジビエ工房の運営方針等に対する意見や見解の相違により、それ

ぞれの関係、また個人間の関係も悪化したことから、ジビエ工房の従業員３名が本

年６月に、地域おこし協力隊員が本年７月に退職しました。ジビエ工房、バーガー

ショップとも運営のできる人材がいなくなったことから、現在の状況となっている

ところでございます。

平成２８年にこのジビエ加工の建設をお願いしたいということで参ったと聞いて

おります。そしてそのとき国の事業もあったということでありますが、その計画内

容がちょっと漠然としていたということでありますので、そのときにはこういう事

業がありますよという返答はしていなかったと。

ですが、県単の事業があるということで、その中でこういう形でやっていこうと

いうことである程度、行政主導だったと思いますが、それでやってきたと。そのと

きには、まだジビエ振興協議会なるものはできてなかったと。

それを建設しながらジビエ振興協議会を立ち上げてということでありますので、

非常に悩ましいといいますか、最初のどちらが主体となってやっていくのかとか、

そういうことのはっきりした立ち位置がなかったような気がします。

私としては、２年前でしたけど、このジビエ振興協議会の総会の案内が来ました

ので顔を出した経緯がありますが、その中で、普通、そのときのその前年度の決算、

そしてそのときの年度の事業計画、そして予算が審議されますけど、前年度の決算

はよかったんですが、当年度の事業計画そして予算案が紛糾したという経緯が、そ

の総会でありました。

そのときに、そのまま放っておっても総会が終わらないということで、やはり指

導監督する行政の立場上、やはりこちらが悪いと。「こちらが」というか「こちらも

悪い」ということで、もう一回、計画を練り直して、また再度という話でしてきま

した。

非常にそのときから「このジビエ振興協議会はどうなってるんだ」ということで、

担当、担当に聞いて、「今こうである」ということを聞いておりましたので、それで

いいのかという話の中で、しっかりと立ち直るような、立ち直るというかそういう

努力をしていかなければならないと。

また、いろいろな形で私のほうに振興協議会の人たちが電話なり役場なりに来て

いただいて、それこそ「こうだ」という話を聞いておりました。

議員言いますように、一方的な話を聞くと、本当にそれが正しいのかどうかとい
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うのは分かりませんので、ある程度、それはそれでメモをしておきながら、また違

う人にいろいろ聞いて、なかなかボタンのかけ違いからぴしゃっと行くことになら

なかったと。一番、残念でありますけど、本当に順調にバーガーショップができて

運営がしっかりできてきたと。言われるようにマスコミでも取り上げられ、そうし

たときに非常に喜んでたんですけど、その後の関係といいますか、そこ辺で少しぎ

くしゃくなって現在に至っているという状況だと、私は認識をしております。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【１番 若杉 伸児】

議長。

【議長 山本 文男】

１番、若杉 伸児議員。

【１番 若杉 伸児】

私は、この後に説明といいますか私の意見として言おうと思ったんですけど、全

く町長が今、言われたことと同じでした。

私もこの問題、様々な人から話を聞く上で、どこに問題があったのかなと。何が

一番悪かったのかなと、私なりに分析したんですけど、やはり受け皿というか窓口

がなかったのが一番悪かったなと私は思いました。

当初、このジビエ、肉である駆除狩りあり、いろいろなそれぞれの団体の目的は

一緒でした。やることは別でも。同じ「成功させよう」ということでやってきたこ

とは間違いありませんでした。

ただ、事業をそれぞれの立場で続けていく上で、今、「ボタンのかけ違い」と言い

ましたけど、様々な不満といいますか積もり積もってそれが不満になり、また、こ

こはこのように改善したほうがいいっちゃないじゃろうかとか、この団体はこのよ

うに活動したほうがいいちゃないじゃろうかとか、はたで見たとき、ほかの団体と

かほかの個人のことを考えて「こうしたほうがいいっちゃないか」といういい考え

があっても、それを聞いて、じゃあどうしようかと、じゃあその点はどう変えよう

かとか、そういった窓口が受け皿がなかったのが最大の原因かなと、ここまでに至

った。私はそう感じました。

この四者の中で誰がそれを果たすべきだったのか、その責任はということになる

と、これは厳しい言い方ですけど、これは行政だっただろうなと私も思います。

後ろ向きの話には戻りたくはないんですけど、前向きな話をしたいんですけど、

１つだけ共通している認識がありますので、１つだけ例を挙げさせていただきます。

この協議会が立ち上がったときに、行政側が説明会で、先々、協議会は独り立ち

してもらわないといけないと。自分たちで運営してもらわないといけない時期が来

ると。だからそのためにも、もう自分たちである程度のことは責任を持ってやって

くれと。もう会の当初、設立のときから言ったというふうに聞いております。

今度は逆に協議会の役員のほうに聞いたら、確かに会でそういうことは言われま

したと。私たちのことを思って、先々のことを考えたときに、なるだけ自分たちで

やってくれと。ある程度の問題は自分たちで解決してくれというふうに言われたと。
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多分、この中には、例えば、業務だけではなくてそういった協議会内の個人的な

問題、トラブル、そういうものも含めてなるべく自分たちで解決してくれというふ

うに考えておったんだろうと思います。

ただ、協議会に言わせると、とは言うものやはり困ったことがあったら、何か力

になってくれるだろうと思ったと。何か相談に行けばアドバイスはしてくれるだろ

うと思っていたというんですよね。

私も、その会のときに説明した方に「ノータッチと言ったんですか」と言ったら、

「いや、ノータッチとは言わんわ」と。「さすがにノータッチとは言わんわね」とい

うふうに言われたんですね。ですから、この認識はどちらも合っておるし、どちら

も間違っておると思うんですよね。ですからこのことを考えても、私はちょっとど

うかなと考えました。

ただし、また窓口となった担当職員と話をしてみると、このことだけが業務では

ないんですよね。ほかの林政関係の業務も持っております。また、課長に至っては、

もう美郷町の根幹である農林業、これを一手に引き受けておられる課長であります。

ですからこれが業務の中にはっきりとジビエ協議会との運営を両立していくと、間

に立って運営を支えていくというのが業務の中に入っておっても、これを全うでき

たかなと。この職務を果たせたかなと、私も疑問に思いました。

その点を踏まえて、この窓口としての行政の関わり合い方がどうであったと思わ

れるか、その辺、町長、答弁できればお願いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議員がいろいろな人から聞いて自分の中で咀嚼をしてということの結果、そうい

う結論に達したということだと思います。

もともとやはりジビエ振興協議会なるものが母体となってそこを運営していくと

いうことには間違いなかろうという気はしています。

たが、それに関わり合う町の立ち位置がどうであったかという部分が非常に問題

だと。やはりそうであれば、やはり指導監督という部分があれば、やはり一番大き

な部分でありますので、町としてはしっかりと見ていくと。それがある程度の軌道

に乗れば、「４年、５年たってもう放ったらしとって」と言ったら御幣がありますけ

ど、その協議会役員と、こういうことでもう任せていいですかと、何かあったら言

ってきてくださいねということで任せていくというのが普通かなと。それをずっと

行政が持って運営するというか、半分はそっちのほうに足を突っ込んでというのは

なかなかやはりあるべき姿ではないという気がしますので、そういう方向性でやっ

ていければよかったかなあと思っております。

最初の目的が、やはり作るときの目的はそういう目的で、やはりジビエ、結局、

今までこれも肉としての資源という考え方の中で発足しておりますので、やはりそ

こ辺を考えながら手を取りながらやっていくべきだったかなあというふうには思っ

ております。そういう意味では、私の責任も多かろうというふうに思っております。

本当に令和３年度でそういうことが分かったということで、総会のときに。それ
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までは全然、心配もしておりませんでした。そういう話もこちらのほうに、私に届

くこともなかったから、ましてや言いましたようにハンバーガーの部分がテレビで

放映されたときには、すごくいいことだと、これである程度、うちの肉がどんどん

どんどん消化されていって、ジビエ振興協議会の中で所得を生み出す、雇用も生み

出すという形になると、所期の目的は達成できるというふうに思ったところであり

ますが、しかしながら、結果がこうだということです。

ほんなら先に向かってどうするかと、どうすべきかということが残ってくるかな

と。それについて、なかなか１回、こじれた感情といいますか、なかなか難しいか

なあということでありますので、また役場職員を入れて、またジビエ振興協議会の

再設立というか、なかなか同じ人たちが顔を突き合わせてもなかなか難しい部分が

あろうかなあという気がしますので、そういう方向で進んでいくほうがベターでは

なかろうかと。そのときに、しっかりとそれぞれの立ち位置を話しながら、今後に

向けたいと。

やはり金額にして結構な投資をしておりますので、その施設自体に。やはりこれ

を何とか物にしたいという気がしますので、全事業費で３，７００万円強、３，８

００万円くらいかかっておりますので、やはり計画をしたような形に戻していきた

いというふうには思うところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【１番 若杉 伸児】

議長。

【議長 山本 文男】

１番、若杉 伸児議員。

【１番 若杉 伸児】

私も、いずれはこの振興協議会が独り立ちして自分たちで運営しなければならな

いという、それは自分たちにもそういう考えがあったと思います。ですから今後、

そしてこれは本当に難しい問題だと思うんですが、今さら撤退するわけにもいかな

いんですよね。今後、これをどう運営していくかということがあると思います。

これは私なりの考えなんですけど、例えば、こういったジビエとか食肉に関する

専門の業者といいますか、流通とか商品加工とかができる業者がおるのか、もしそ

ういう人たちがおればそういう人たちに委託するとか。

それから仮にですけども、当面の間、町の職員をこの協議会に派遣という形で対

応してもらうとか、もしくは前回やったんでしょうけど、こういった食肉加工とか

商品開発、そういったことにたけた、またそういったことをやりたいという地域お

こし協力隊員の方がおれば、また再度、募集するとか、様々な方法があるかとは思

うんですが、今現在、何等かの形で運営に関して何か予定はあるんでしょうか、お

伺いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。
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【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

今のところというか、やはりその協議会の立て直しということで、結局、このジ

ビエ工房は続いてるという認識でありますので、そのものがあって、そういう形の

中で捕獲班が獲ってきたものを肉にしていくと。それが今のところ休止状態にあっ

てるという状態であります。

考えてみますと、そこが何でそうなったかというよりも、今度は新たにこういう

形でやっていこうと。言われるように、やはり肉自体は全てよかったと、私は思っ

てます。だからこの肉が解体の仕方がとか、そういうことで肉質が落ちてその販売

ルートに乗らないということではなくて、そういう部分は全て高度な技術があった

のではなかろうかと。なければ、やはりハンバーガーのほうが出ていくはずはない

と。いろいろな形で食べてみましたけど「おいしい」ということで、やはりそうい

うものはあると。

ですので、今後、考える中は、やはりそのジビエ振興協議会の再設立といいます

かそういう立ち上げの中で今後の方針を決めていきたいし、また、認定鳥獣捕獲等

事業者というものがありまして、これは法人でもいいということであります。これ

はそういう「鳥獣捕獲等に係る安全管理体制や従事者が適切かつ効率的な鳥獣等の

捕獲等をするために必要な技能及び知識を有する鳥獣捕獲等事業者を実施する法人

について、都道府県が認定してる」ということでありますので、そういう法人が近

くにないかと。簡単にいえばマツダコーポレーションかなということで思う部分も

ありますが、そういうところのいろいろな知恵を借りながら、このジビエ工房をや

っていきたいと。

「そこは今、どんげか」と言ったら、課長に答弁させてもらいますけど、やはり

振興協議会とジビエ工房の職員と違うほうがいいというか、違うほうがいいかどう

か分からないけど、その中で一生懸命する人たちと協議会の役員は違うほうがいい

のかなあと思ったり、どういう形のほうがいいのか分かりませんけど、その協議会

の役員がジビエ工房に入って一生懸命せないかんかということも非常に問題があっ

たんじゃなかろうかというふうに思います。

ですので、ジビエ振興協議会の下にジビエ工房の働く部門をつくって、そこにそ

っちのほうの運営を任せるという形の中でやっていったほうが何かすっきりするん

ではなかろうかというふうに、ずっと思ってたところであります。現在、どうかと

いう部分について、課長が分かっていれば答弁をさせていただきます。

【農林振興課長 松下 文治】

議長。

【議長 山本 文男】

農林振興課長。

【農林振興課長 松下 文治】

ジビエ振興協議会の一番最初の当初の設立時点での体制というものがあります。

これについては猟友会の代表が会長ということで、その下に３つの部門がありまし
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て、捕獲部門、これが南郷猟友会です。それから運営経理部門というのがありまし

た。それから普及営業部門ということで３つの部門に分かれておりまして、当初は

その部門ごとで活動するということになっておりました。

ただ、実際はまとめて活動を行っていたようであります。

現在、ジビエ工房の再開に向けていろいろな検討を行っているところなんですが、

一番問題になっているのが、搬入された個体を解体成形する方が今おりません。「個

体の搬入は現場で止め刺しをして放血後、２時間以内」という規定がありますので、

その２時間以内にジビエ工房に来てくださる解体をする方、その方を今、探してい

るところでございます。ですから、施設が水清谷にあるということで、今、近くの

方に当たっているところなんですが。

実はこの件に関しては、今年の２月くらいからちょっと当たっている方がいたん

ですが、なかなかまだ返事をもらえておりません。この方は、自分の仕事も当然あ

るんですが、「大丈夫ですよ」ということであれば、再開をしたいと思っているとこ

ろです。

そのときの体制については、猟友会の方が捕獲をした場合には、取りあえず役場

の担当のほうに連絡をしていただいて、担当のほうからその解体をする方に連絡を

するという方法を今、検討をしているところです。そのことで取りあえず、個体の

搬入と肉の加工は行っていけるのではないかなと思っているところでございます。

それから、その先の販売については、また再度、協議会の方たちと御相談をさせ

ていただいて、今、確実に肉を引き受けてくれるという販売店もございますので、

そことのつながりは確実に持っておりますので、信頼を裏切らないように今後もそ

ういう体制づくりをしていきたいと思っているところでございます。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長と課長の答弁が終わりました。

【１番 若杉 伸児】

議長。

【議長 山本 文男】

１番、若杉 伸児議員。

【１番 若杉 伸児】

今の「解体される方がいない」と。「今、募集している」ということで、事情はよ

く分かりました。ぜひとも、これはジビエ工房自体がやはり美郷町特有の鳥獣害の

被害が多いということで、これを逆手に取って一石二鳥どころか一石三鳥にも四鳥

にもしようということでそもそも始まったんだろうと考えます。

水清谷の地区の人たちも最初の頃には解体にも協力して、協議会のメンバー、猟

師さんが解体にも最初、協力しておったというふうに聞いておりますし、この間の

「ちくせん」では実際、「ジビエラーメンを開発したい」というようなことを挙げて

おりました。やはりどうしても地元にこういう団体があると期待するし、地域の活

性化にもつながると思うんですよね。ぜひとも再度、ジビエ工房のほうをまたこの

四者それぞれの立場で何とか協力し合って、また復活することをお願いいたしまし

て、期待いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
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【議長 山本 文男】

これで、１番、若杉 伸児議員の質問を終わります。

ここで、休憩に入ります。

再開を午後１時といたします。

（休憩：午前１１時４３分）

（再開：午後１２時５６分）

【議長 山本 文男】

休憩前に引き続き、一般質問を行います。

次に、２番、早川 節夫議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。

【２番 早川 節夫】

議長。

【議長 山本 文男】

２番、早川 節夫議員。

【２番 早川 節夫】

昼から最初に一般質問させていただきます。まず最初に、福祉のほうでちょっと

お話をさせていただこうかなと思っております。マスクを取らせていただきます。

まず、民間福祉団体は特になんですが、今、特に介護職員の不足で悩んでおられ

ます。ハローワーク、パンフレット等で新規職員の募集等を行いますけども、なか

なか入ってくれないのが実情でございます。入ってもすぐに辞めると。

その理由の１つが通勤の不便さ、もちろん仕事の大変さもあるんでしょうけども、

それが一番の理由だそうです。本当に大変な仕事でもありますので、その通勤緩和

をする意味でも、働いていただける方の住宅の補助とかそういうものが町として取

組ができないかと考えてます。

というのも、私もちょっと経験をしまして、大変な仕事だということを理解して

おりますので、早く一人でも多くの介護職員の方が入ってくれることを望むところ

であるんですが、何せ入ってもすぐに辞めるという状況だそうです。介護職員、看

護師、保育士等の美郷町で働いていただける方のためにも、住宅の家賃の補助とか

を行って、募集をかけるときにも条件の１つにもなるのかなと考えております。

美郷町では、自宅介護支援はじめ福祉のほうでは数多く力を入れていただいてお

ります。でも、どうしても施設にお世話になる方も多くなるかと思われますので、

今こそ施設と町と連携をしっかりとって、早目、早目に手を打つことも大事なこと

かなと思っております。そこら辺のところを町長に伺いたいと思います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。
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【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

介護職の確保ということは本当に難しいかなあというふうに思っております。今、

議員がおっしゃるように、いろいろな手だてをするけど、来てもすぐ辞められると

か、そういう話の中であります。

本町は、高齢者施設といいますか清翠園、それと若宮荘、町といいますか中で１

つは指定管理、１つは業者さん、そして南郷に１つ、北郷に１つ、グループホーム

が４つですかね、そういう形で全部合わせると９つだと思いますけど、そこにそう

いう人たちが働いているということであります。その介護職員をどんどんどんどん

補充していくことがなかなか難しい時代になったと。これは美郷町だけでもないと

いうことであります。

「今後どうするか」という話の中で、やはりほかの施設、例えば、うなまの里、

それと百済の園、その経営者等と話して今後どういう方向性を持ってるのかと、や

はりそういう話し合いからしていって看護職の補充をしていきたいというふうに思

っております。

ただ、社会福祉協議会の中で今までどおりの採用の仕方といいますか、ハローワ

ークに出してそれで終わりという形では今は来ないということです。やはりその利

便性もあるんでしょうけど、利便性ばっかしかと、お金のことばっかしかというこ

とでもないそうであります。やはり働き方といいますか、自分の職業として誇りと

して一生懸命、働ける場所を探すということであるそうですので、やはり美郷町は

ここ辺にあって、こういう仕事があって、こういうことをしていただきたいと。募

集する人にその内容をよく分かっていただくということが非常に大切になってくる

のかなというふうに思っております。

ですので、隣の諸塚村は住宅ということで、やはり単身住宅を造ってそこに住ん

でいただいて確保していると。でも聞くところによると、それでも来ないという話

であります。そういうことを考えたときに、やはりいろいろな手だて、ハローワー

クだけではなくてそういう手だての中で理解をしていただいて、来ていただく。そ

してまた、子供たちにそういう仕事の大切さとかそういうことをちゃんと伝えなが

ら確保していくほうがよかろうというふうに思っております。

本当にこれから先、難しい問題になりますが、美郷町としてというか、町内に高

齢者施設９つですかね、そういう形の中にあって、やはり多いのか少ないのかとい

うことも最終的には議論になってくるのかなあという気がしております。

ですので、その中でちゃんと意見を集約しながら、ほんならどこでどんげするや

という話も、やはり突っ込んでいったほうがいいのかなと。役場だけで募集をする

のかということではなくて、全体的に介護職といいますか、そういう人たちを募集

するためには一致団結してやっていこうじゃないかというような体制づくりが必要

になってくると、そういうふうに思っております。

先々考えると、やはり諸塚村のせせらぎの里とかそこ辺まで考えていく必要が出

てくるのかなあという感覚ではいるんですが、そういう形の中で人材募集をしてい

き、もう少しいい制度があれば、意見を聞きながらつくっていければなというふう

には思うところです。

以上です。
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【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【２番 早川 節夫】

議長。

【議長 山本 文男】

２番、早川 節夫議員。

【２番 早川 節夫】

今、町長から「美郷町には９つほどある」と言われましたけれども、やはりその

中で一番の問題は、６０前後の方が勤めてる方が結構おられるということで、やは

り新しく入ってくれる職員を探すというのが優先的になってくるのかなと思ってる

ところです。

その確保する手だてを今こそ本当に、先ほども言いましたけど町と施設と密に連

携をとって話をしながら、やはりいい方向にもっていく時期に来てるのかなという

ふうに思っているところです。

その職員を確保するためには、やはり住居、交通の便も考慮しながら、先ほども

言いましたけどやはり働きやすい美郷町にするためにもそういう住宅の家賃の補助

とかをしっかりしていただいて、それを基にいろいろな町が発行します広報みさと

でありいろいろな広報に募集を載せて、町内、町外に発送してやると、そういうも

のも１つのいい方法かなというふうに考えているところです。

やはり誰もが住み慣れた美郷町で過ごしたいわけですから、施設の環境を整える、

町長も施政方針の中でおっしゃっていましたけども、やはりそういう地域づくりを

するのも大切なことかなと思っております。

それで、広報みさととか広報紙に載せ発送、もちろん家賃の補助を入れながら発

送ができないか、町長に伺いたいと思います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

社会福祉協議会の職員とよく話すんですけど、今いる人たちが辞めてもらうとす

ごく困るという話であります。ですので、今いる人たちをつなぐことというか、と

どめることがまず一番かなという話の中で、令和４年度、「資格加算」という部分で

ちょっと給料を上げたということであります。

いろいろな資格を持ってますので、全体的に正職員と臨時職員があるんですけど、

１，２３０万円くらいの人件費を上げたということであります。これもあまりにも
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安かったという部分と、議会に出したときに月９，０００円ですかね、その部分、

結局、そういうところをしっかりと見なさいよという話の中で、あまりにも安いと

いうことで資格加算をしていこうということで、まずいる人をしっかりとつなぎと

めようという考え方であります。

しかしながら、この人たちもどんどんどんどんやはり年をとってきますので、議

員おっしゃいますようにやはり若い人たちの担い手というか従業員を集めなければ

ならないという問題は出てきます。

ですので、広報紙とかそういう部分においては、やはり上げるというかそういう

形で広報する必要もあると思っておりますが、タイムリーでやるときには広報紙が

時間的にずれるというか、「ここで欲しいとき、ここで出したって」という部分でな

かなかうまくいかないと。ある程度、計画があってこういう募集をしてますよとい

う話ならそういう形でいいかなというふうに思っております。その広報の仕方もい

ろいろな考えていく時代かなというふうに思っております。

言われるように何か担い手というか、そういう加算ですよね。今さっき「資格加

算」と言いましたけど、うちで働いたときに、お金のことになればやはりそういう

ほかの町村とそんなに引けを取らないというか、どうしたってお金の面でいうと負

けていきますので、あとはそういううちの良さというかそういう部分のＰＲという

部分をしっかりし、また必要であれば、そういう諸塚のように住宅を提供するなり

あるいは住宅についての補助をするとか、そういうことを皆さんと一緒に検討して

いくもう時代だと。

そんなに道がよくなってるから日向からうちまでという話の中では、社協と話す

中では、そこ辺まではないということなんですが、ほんなら何かという部分を徹底

的にやはり検証していく必要があるということで、今後やはりそこで人材の確保を

図っていこうということで計画はしておるところです。潤沢にいるというわけじゃ

なくて、まず今いる人たちに辞めてもらわないというか、出ていってもらわないと

いうか、そういうつなぎ止めをまずやっていたということでありますので、御了解

いただきたいと思います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【２番 早川 節夫】

議長。

【議長 山本 文男】

２番、早川 節夫議員。

【２番 早川 節夫】

本当、町長のおっしゃるとおりで、今、現役で働いている方は本当に大事な人材

でございます、大事な存在でございます。ぜひそういう現に働いている方たちの手

助けにも力を注いでいっていただきたいなというふうに思っております。

施設によれば外国人優秀介護職員というものがあって、そういうものも取り入れ

ながらもし新規で働く人がどうしても入ってこなければ、そういう考え方をもって

取り組もうという施設もございます。そこら辺になってくれば、やはり住むところ

の確保にもなってくるかと思いますので、重ねて今、現役で働いている方、また新
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規で来られる方、またそういう形で来られる方のために住居、家賃の補助とかそう

いう形で援助していただければ少しは開けてくるのかなと思っておりますので、よ

ろしくお願いしたいなと思っています。

次、２番目の項目に入ってよろしいでしょうか。

【議長 山本 文男】

２問目の発言を許します。

【２番 早川 節夫】

次に、診療所運営管理（発熱外来）について、ちょっとお話をさせていただきま

す。

７月の臨時会において、南郷診療所にコロナウイルス感染症対策地方創生臨時交

付金４００万円ほど使って、発熱患者と一般患者との接触を避けるために待機場所

を外に設置するという案がございまして、私もこれは大事なことだというふうに認

識をしまして、私をはじめ議員一同、承認をしたところでございます。

そのときに、やはり南郷診療所、北郷診療所と２つ同じ、南郷診療所さんは一般

診療の診療所、北郷に関しては時短診療の診療所、だけども診療所には間違いない

と思って、「北郷診療所の対応はどうするんですか」と質問したときに、「北郷は保

健センターを使います」と答弁がございました。

本当に計画された上での北郷保健センターを使いますよという答弁だったのかち

ょっと疑問に思えてならなかったんですが、そこら辺のところ、なぜ南郷診療所、

北郷診療所という名前の中で対応が違ったのかなというふうに思いましたので、そ

こ辺を町長にちょっと伺いたいと思います。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

前の予算関係のときに、早川議員が「なんで」という感じで、「それはちょっとそ

この場の質問ではない」ということで、今回の一般質問になったのかなあというふ

うに思っております。

現在、北郷診療所には発熱外来としての設備はなく、南郷診療所については屋外

にテントを設置して発熱外来患者を受け入れ、救急患者診察室を発熱外来用の診

察・検査室として使用しています。ですので、それを前の予算ではこういう形にし

ましょうという話でありました。

これは、南郷診療所が発熱患者の診療または検査を行う医療機関として宮崎県の

指定を受けているということであります。その部分が大きな違いという、北郷診療

所、南郷診療所の違いといえばそこになるのかなあと思っております。

発熱外来の指定を受けるためには幾つかの要件を満たす必要があり、そのうち、

北郷診療所において課題となる点は「感染症の怖れのある患者とそれ以外の患者が

接触しないよう動線が分けられていること」と「必要な検査体制が確保されている

こと」が挙げられます。
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北郷診療所は北郷保健センターの一部を使用していることから、他の団体である

社会福祉協議会や歯科診療所等も同じ建物内に存在します。また、母子健診や特定

健診など各種健診も同一施設内で実施されており、ふだんから外来患者以外の不特

定多数の住民が利用する施設であります。そのため、施設内において発熱症状のあ

る患者と動線を分けることが発熱外来専用の診察室を設けることは現実的に困難で

あると考えます。

また、施設外においては裏手に高齢者住宅があることや正面入り口付は健診車両

の駐車スペースを確保する必要があるなど、発熱外来の設備を設置するに適当な場

所がないのも現状です。

次に、人員体制の課題でありますが、現在、北郷診療所では、医師１名に看護師

２名、医療事務１名の４名で午前中のみの診療を行っており、第２第４火曜日には

眼科も開設しております。また、お薬を診療所内で処方するため、その業務につい

ても看護師が担っている現状です。

このように必要最低限の人員で診療所を運営している中で、発熱外来に必要な検

査体制を確保するためには新たな人員配置が必要となります。また、医療局全体に

おきましても限られた人員で運営している状況でありますので、現状での増員は難

しく、北郷診療所に発熱外来設備を配置することは現実的に困難であると判断をす

るところであります。

ですので、北郷診療所と南郷診療所、同じ診療所であるので、なんでそういうこ

とになるのかという話は今申しましたとおりでありますが、「そこをどうかせえ」と

いう話になると、また大きな問題も出てきます。医師の確保、従業員そしてそうい

う形の中で場所の提供、動線を分けるという形になると大きな問題が出てきますの

で、現在のところ西郷病院のほうに来ていただいて、発熱外来とそこに行っていた

だいて検査を受けていただく。そこでＰＣＲなりを受けていただくという形のほう

が、今のところ現実的かなあというふうには思っておるところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【２番 早川 節夫】

議長。

【議長 山本 文男】

２番、早川 節夫議員。

【２番 早川 節夫】

今、町長がおっしゃいましたが、「指定の違いでそういう形になった」と言われま

すけども、北郷で発熱したと、風邪をひいたかもしれないと。たまたま病院に行く。

やはりそういう形でも南郷診療所さんと同じ立場じゃないかなというふうに考えま

す。「指定から外れているから、もうてにゃわんとですよ」ではなくて、やはり何か

の対策ができていたんじゃないかなと思っておるところであります。

といいますのも、私、７月に備品監査の関係で南郷診療所に行くことがありまし

て見てまいりました。北郷診療所では発熱外来の患者が保健センターを使うと。そ

したら南郷の病院の一室も使えたんじゃないかなというふうに思います。なぜなら、
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裏から入って部屋がいっぱい空いてます。やはり条件としては北郷の保健センター

よりか条件は物すごく増しているかなと思っているところです。

ただ、南郷診療所はその指定にはまったから交付金を使ってちゃんとしたものを

つくりますよと。北郷はそういう形で保健センターでやりますよと。町長が言いま

したけど、本当に医師不足、看護師不足で難しいと思います、北郷の場合は発熱外

来の患者を診るというのは。しかしながら、何か手が打てるはずだと思ってるんで

すよ。だからその条件が、指定ができたから南郷さんはちゃんとしたものを置きま

すと。北郷はそれから外れますから、いや、もうあるところでやります。そういう

簡単な問題ではないんじゃないかなというふうに思っているところなんですが、い

かがでしょうか。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

同じ診療所ということでの感覚ではそういうことになりますが、そういう形で両

診療所が存在しているということであります。

南郷診療所においてもテントを設置して発熱外来を受け入れておったということ

を結局、区別するわけではありませんが、そこを家ではありませんけど、そういう

ものをつくってすみ分けをしていくということであります。

ほんなら北郷診療所にそういう形ができるかということで考えてくださいという

話になれば、大いに考える必要はあるかなあというふうには思いますが、言いまし

たようにいろいろな形での問題が出てくるし費用も発生すると。

当然ながら北郷地区の皆さんの発熱症状に対応する必要はあるということであり

ますが、現状では西郷病院において集約的に発熱外来を受け付けることとしており、

新しく整備された発熱外来施設において、医師と看護師による十分な検査体制を確

保している、または確保できているというふうに思っております。

また、議員の質問にありますように、北郷診療所において発熱患者が発生した場

合には、速やかに西郷病院へ移動して検査を受けていただけるよう西郷病院との連

絡体制を図りながら、場合によっては救急での搬送も念頭に入れて万全を期するこ

ととしております。

このように、町内の医療施設である１病院、２診療所の役割を明確にしまして、

その業務を分担することで町内の医療提供体制の確保を図っていきたい、また図っ

ているという状況であります。

ですので、全てが同じ形にせよということであれば、そういう方向に進まざるを

得ないのかなあというふうに思いますが、非常にまた経費等がかさんでくる。それ

に対処する先生また看護師、そういうものも出てくるということであります。地理

的条件のことはあまり言いたくはありませんけど、割と北郷診療所からここは近い

という部分で何かあれば救急体制、救急車によってこちらのほうに搬送ができる時

間が容易であるということでありますので、そういうものを含めた中で御理解いた

だけないかなというふうに思うところであります。

確かに同じ診療所で扱い方が違うということであるということで、非常におかし
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いんではなかろうかという話でありますけど、そういう事情の中で運営していると

いうことでございますので、御了解をいただきたいと思っております。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【２番 早川 節夫】

議長。

【議長 山本 文男】

２番、早川 節夫議員。

【２番 早川 節夫】

確かに難しいということは重々、承知の上で発言させていただいております。

ただ、やはり北郷にも診療所がある以上は、やはり北郷の区民の方が納得できる

ような、こんなんして説明を受ければ納得はするかと思うんですが、もう本当、病

院関係にしましても北郷の区民の方は財政難、医師不足等で時短診療になったと、

本当に大半の方が理解をしていただいております。ですが中には、「声を上げてちょ

っと訴えてくれよ」と言われる方もおるのも事実でございます。

私が言いたいのは、やはり中央、北郷は西郷病院が近いから西郷病院に行っても

らうような形をすればいいと。やはり北と南に診療所があって、全然、待遇が違う

わけですよね。そういうふうにしか区民は受け取らないわけですね。「何で、うちだ

け我慢せにゃいかんとか」という区民もおられるでしょうし、いろいろな面でもう

ちょっと対応の仕方があるんじゃないかという区民の方もおると思います。実際そ

ういう声が上がりましたので、このことを一般質問に上げさせていただいているわ

けなんでございます。

何度も言いますけど、診療所が２つある以上はやはり中央ばかりがよくなっても

端々がよくならないことには何の問題にしてもよくならないんじゃないかなと、私

は常に思っているところです。やはり町民、区民が納得できるような町政でないと

いけないかなと、私は常に思っております。ですが、私たちも逆にできないものは

できない、難しいものは難しいということをちょっと認識をして、やはりそこら辺

のところを町民の方に分かっていただいて、また町政がうまくできるようにもって

いくのが私たちの仕事かなと、逆に思えばそういう感じもいたします。

しかしながら、この問題に関しましては納得というか、「何でうちだけ、はだけら

れにゃいかんと」いう声があるのは事実ですので、偏りの政策じゃなくて平等とい

うか、納得のできるような政策のやり方でやっていただきたいなと思ったところで

した。

もう私が質問する前に町長が、「北郷から患者が出たときはどうするんですか」と

質問しようと思いましたら、「救急体制で運ぶとかいろいろな方法がある」と。しか

しながらやはり病院に来るときにもタクシーで来られる患者さん、近くの隣人の方

に連れてきてもらう患者さんというのがおられるわけですから、やはりそこら辺の

対応をしっかりしていただいて、この発熱外来の問題だけではなくやはり全体を見

ても端々の方が納得できるような政策の取り方をしていただきたいなと思っており

ます。

ちょっと時間、かなり早いんですが、私の言いたいことは言わせていただきまし
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たので、ここで一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議員おっしゃることはよく分かります。私もこの病院問題でいろいろなバッシン

グといいますか、考え方がおかしいじゃないかということを言われております。

この町に１国保病院と２つの診療所があるということは事実であります。この３

つの病院をいかに運営していくかと。全て同じにする必要があるのかという意味と、

同じ形にしなければならないのかと。そして、町民の皆様が納得いくような医療提

供体制を今後、つくっていく必要があるという中で、今のスタンスでは診療所はそ

のままにしておきたいと。国保病院も１つにと。

いろいろな形で聞くと、「１つの町に２つの診療所と国保病院１つあるということ

自体が」という話をされます。これは非常に先生たちも必要になってくるし、医療

スタッフも必要になってくると。それは当たり前の話でありますが、その中で町民

がどのように考え、町民が納得できるかという部分の模索はしていこうと思います

が、多分、「あそこがこうなってこっちがこうなっとらん」という話の中ではある程

度のばらつきは絶対、出てくると、そのように私は今のところは思いますが、その

診療所自体はしっかりとした運営をしていくと、そういうことだろうと思っており

ますので、しっかりとした協議をしながら、皆さんとまた喧々諤々しながら、先を

進めていきたいと思っております。非常に人の命ということに関してきますので、

軽々しくこうだ、ああだとは言いませんけど、みんなの御意見をいただきながらや

っていきたいと、そう思うところであります。

以上です。

【２番 早川 節夫】

議長。

【議長 山本 文男】

２番、早川 節夫議員。

【２番 早川 節夫】

ありがとうございました。本当にこの声というものは周りからたくさん上がって

ましたので、町長にお伝えをいたしました。ぜひ私たちもできることは協力をしな

がら、いい町政をとっていきたいなというふうに考えておりますので、ぜひよろし

くお願いします。

これで、終わります。

【議長 山本 文男】

これで、２番、早川 節夫員の質問を終わります。

ここで、休憩に入ります。



42

再開を午後１時３５分からにします。

（休憩：午後 １時２９分）

（再開：午後 １時３５分）

【議長 山本 文男】

休憩前に引き続き、一般質問を再開します。

次に８番、小路 文喜議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

通告に基づきまして、一般質問を行います。

まず、第１問目でありますが、安倍元首相の国葬実施についてあります。

岸田内閣は９月２７日に安倍元首相の国葬を実施すると決定をいたしました。こ

れは憲法１４条が定める法の下の平等という点から、なぜ安倍元首相に限って国葬

をするのかという点でも国民の理解はないし、また、一般国民に弔意を強制するこ

とは、内心の自由を侵すことになるというふうに思っております。

よって、法治国家としてこういった行いに中止を求めることが妥当ではないかと

いうふうに考えるんですけども、町長の見解を伺いたいと思います。よろしくお願

いします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

令和４年７月８日でありましたけど、奈良市で参議院選挙の街頭演説中だった安

倍晋三元首相が凶弾に倒れたということであります。本当に残念なことであります。

この一報を聞いて、そのときの与野党の各党首でありますが、ほとんど同じよう

なことを言っています。「いかなる理由があるにせよ、選挙運動中の政治家に対する

暴力であり、民主主義の根幹を揺るがす許しがたい蛮行である」と、そういう形で

大体、言ってるということであります。私としても、決して許されるものではない

というふうに思うところであります。改めて哀悼の意を表します。

議員の質問である国葬の是非ということでありますが、これについては国が決め



43

ていくということでありますので、私の見解はという部分で差し控えさせていただ

きますけど、ずっと一連の世論調査やらを見ていると、内心の自由といいますか、

結局、弔意を押しつけるとかそういうことに対してはどんどんどんどん意見が変わ

ってきてるのかなあというふうに思うところであります。

ただ、議員の質問の中で言っている、法治国家という部分でありますが、民主主

義国家であり、また法治国家と日本がするならば、いろいろな形の中で実施すると

きには法的根拠が必要だと私も思っております。

その法的根拠、例えば、名誉町民条例がうちにありますけど、その中でその名誉

町民条例自体、「死亡の際における相当の礼を持ってする弔意」とか書いてあります

が、施行規則には、「町葬の執行または弔慰金を贈呈する場合には、議会の承認を得

てこれを行うものとする」というようなことで書かれておりますので、やはり何か

をやろうとするときには、その法的根拠といいますか、法の根拠が必要であろうと

そういうふうには思うところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

ありがとうございます。前段の部分の「凶弾に倒れた」という点については、全

く哀悼の意を表するものであります。が、それとは公人の後の扱いはまた別のもの

だろうというふうに思っております。

今、町長が言われたように、８月の世論調査を見ますと、国葬に反対が５３％、

賛成が３０％、発表直後からすると大分、反対世論が大きくなっておるというのが

実情だと思います。今言われた「しかるべき根拠」という話ですけども、憲法１２

条に、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、こ

れを保持しなければならない」というふうになっております。

私は、非常にこれが大切な条文だと思いまして、一つ一つをいろいろな法律が決

まる中で、私たちが不断の努力でこの自由と権利を守ることをやってるかというと

ころにふだんからずっと頭を置いておるところであります。

例えば、今、憲法５３条に基づいて「４分の１以上の要求があれば、内閣がその

招集を決定しなければならない」という条文があることは町長も御存じだと思いま

す。一般的に「しなければならない」というのは義務規定なんですね。

ところがこの間、何度、野党がこの５３条に基づく国会開催要求をしても数を頼

んでやってこなかったんですね。

それから、安倍元首相の問題で言えば、集団的自衛権の行使は現行憲法上、でき

ませんよというのを内閣法制局長官の首をすげ替えてでも強行したと。またあるい

は、秘密保護法を設けるとか共謀罪を正当化するなど、憲法違反の制度がどんどん

つくられてきたというふうに思っております。
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さっき言いましたように、法の下の平等という点で、なぜ安倍元首相があるかと

いう表現も含めてですけども、私たちはこういった憲法に違反するような法律を数

を頼んでどんどんやっていく、こういうことを許しておったら法治国家としての体

をなさんようになるんじゃないかというふうに思っております。

さっきも言いました。自由及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持し

なければならない。私は、このことは非常に重要だと思います。その点でも今回の

ことが根拠もなしにやられることを看過することがどれくらい日本国憲法を傷つけ

るかというところに改めて光を当てる必要があるんじゃないかと思うんですけど、

町長、そこはどういうふうにお考えかお願いします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

日本国憲法は日本でいえば根本法でありますので、それにのっとってという話で

あります。いろいろな形の中でやはり最終的に国民主権でありますので、国が決め

るわけではありませんし国民が決めていくという体制は変わらないというふうに思

っております。

ですので、今回のいろいろな一連の流れの中で世論がどういうふうになっていく

のか、そしてそれをどういうふうに食い止めていくのか、またするのかという形の

１つの国民の考え方というのがしっかり表れてくるのではなかろうかなというふう

に見ているところであります。

ですので、憲法をないがしろにしていろいろな形でやってきたということも事実

でしょうけど、またそれを食い止められなかったほかの部分もおかしいというよう

な気がいたします。最終的には憲法はいろいろな形で変えていくというのは国民で

すので、そこ辺の認識というか、もう一回、日本国民たるものは憲法を読んでみる

必要があるのかなあと、時々思うところであります。難しい内容はさておいて、や

はり法治国家である以上、根拠法令は要るというふうに思うところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。
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【８番 小路 文喜】

分かりました。今の町長の答弁を聞いておって、私は国葬する法的根拠は見出し

がたいのが現状であるというに受け止めをしたいと思うんですけど、そういう理解

でいいでしょうか。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

今まで内閣法制局とかいろいろな形の国事行為というかそういう形の中で、今ま

で慣例的にというか、よく分かりませんけど、そこ辺はしっかり読んでませんが、

やってきた経緯があるということで、その中でやれば問題ないっちゃないかという

言い分と、ちょっと違って、もしそういうことをやるとするなら、今さっき言いま

したように町民条例があるように、やはりそのくらいは決めておかないといかんち

ゃないかという意味で、やはり頼りとする法律は必要だということだということで

申し上げました。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

今の「慣例」という発言でありますけど、町長はよく憲法のことは御承知のとお

りいわゆる天皇主権の時代に天皇のために尽くした国民を国の責任でもって葬ると

いうのは国葬ですよね。大正１５年に国葬令は規定をされたんですけども、新憲法

の発走とともにいわゆる憲法に反する勅令その他の法令は全て執行するという、い

わゆる執行決議の下でなくなったわけでありますから、町長がどの時点を言って「慣

例」という表現を使ったのか知りませんけども、今、日本にはそういう慣例はない

というふうに思っております。

そこのところ、非常に心配するところであります。法律にないのに、国葬をやる、

そのために税金を使う。今のところ２億５，０００万円という話ですけども、警備

費を含めたら何十億円になるんじゃないかという話があって、私たちの税金をそう

いうふうに国会での審議もなし、寄るべき法的根拠もない中でやるということは大

きな問題だということを指摘して、２問目に入りたいと思いますが。
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【議長 山本 文男】

２問目の発言を許します。

【８番 小路 文喜】

２問目でありますけども、低所得世帯への生活応援券の配布についてであります。

物価高騰の中で、町民のみなさんの暮らしを守るためにいわゆる低所得世帯等へ

の生活を応援するための商品券の発行が、私は必要ではないかというふうに考えま

すが、町長の答弁をお願いいたします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

確かにそれはいいかなあと思っております。商品券の問題で発行時期というか、

よく言ってるのは、やはり「低所得者層向け」と言ったら御幣がありますけど、そ

の時期をずらしてやってみたらどうかという話をしておりました。プレミアムも。

やはり一緒に「用意ドン」とやると、なかなか買い求めるところができないという

話の中であれば、そういう形もいいっちゃないかという話で考えてきたところであ

ります。

いろいろな形で国の制度といろいろなものを使って今、給付金いろいろな形でや

っておりますけど、その「低所得者」をどこまでで引くのかという部分が非常に難

しいと。低所得者のちょっと上の人たちは低所得者じゃなくて、そっちのほうがま

だ非常に生活にというか、大変な目にあってるという世帯もあろうかと。そしたら

どこでどんげして区切って、そこを仕分けて、そんげしてやればいいのかというこ

とになると、非常に難しくなってきますので、今ある国の制度の中で非課税とか子

育て世帯のところか、そういう形の中でやって様子を見ながらといいますか、今か

ら先、本当に物価高騰の中できつい思いが出てくるということは思っておりますの

で、その中で議員が言う生活応援券と、応援券なるものがどういう形で作ったらい

いのかというのは全然、分かりませんけど、今のところ。そういう人たちを救うた

めの施策もあってもいいんじゃないかということであれば、今言ったのを精査しな

がら、考えていく必要もあろうかと思っておりますので、全てを否定するわけでは

ないということ、生活応援券を出しませんよという話ではなくて、どういう形でみ

んなに分かっていただいて、しっかりとした政策の中に組み込めることができるか

というふうにやっていきたいなあと思っております。

今のところ、全てそこばっかしではなくて、やはりみんな苦労している部分で考

えると、いろいろな減免措置がありますので、そういうやつやらも使っていってほ

しいなという部分があります。

例えば、国民年金では免除ということで申請主義ですけど、失業や前年度の所得



47

状況により全額とか４分の３、半額、４分の１が国民年金免除になりますよと。国

民健康保険でも所得状況によって、やはり申請主義でありますが減免がありますと。

ケーブルテレビの使用料もそういう形になっております。また併せて、前の臨時議

会で提案しました簡易水道の使用料、やはり幅広くそういう形で低所得者に限らず

そういう形でしっかりとやっていく必要があるし、議員おっしゃいますようにそう

いう本当に低所得者、非常に厳しい状況にある家庭に対してどういう形がいいのか

ということは、ちょっと役場の中の担当で協議していきたいと、そういうふうに思

っております。本当にそれで救われるのかと。一過性のものでいいのかとか。やは

りそういうものが出てくるんではなかろうかというふうに思うところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

残念ながら今、「一過性でいいのか」という話が出ておりましたけど、取りあえず

は一過性でもいいからどうにかという話ですね。

御承知のように円安が進んでおります。１４０円を超しました。ちょっとテレビ

を見てましたら、二人家庭で９月から来年の３月までに７万８，４００円の支出増

になるだろうということであります。所得の低い世帯はもうちょっと支出が減ると

思うんですけども。

今後とも、日銀は「金利は上げません」ということをやっておりますから、ずっ

とこのままで行くと、また円安が進む、輸入食料品への値上がりがする、大変にな

るという形が繰り返されると思います。

私は素人であまりよく分からないですけど、１，０００兆円の借金を抱えると、

公定歩合が１％引き上がると、それだけで１０億円ですよね。仮に５％にしたら、

５０兆円という国家予算の半分くらい、１１０兆円ですよね。くらいを占めるくら

いの大きなことになって、にっちもさっちもいかんで日銀の今の姿勢が続くんじゃ

ないかと思います。

ですからそういう意味では、本当に一過性なんです、私が今日、提案してるのは。

でも一過性でいいから、ぜひそういう生活苦を支えるために何かやってほしいと思

います。ちょっと商品券を見たんですけど、当初予算では３０％のプレミアムで７，

０００万円ですね。それから、臨時議会では４０％プレミアムで６，３００万円、

合計で１億４，１００万円を支払っておるわけであります。地域の経済底上げ、元

気づけとの意味もあるんでしょうけど、私は、これは一定の公助だというふうに考

えておるところであります。

先ほど、どのラインで線を引くかということになると、私もあまりよくわからな

いんですけども、昨年ですかね、何か１，０５０世帯くらいにお金を配布されたと

いうことですけども、そういういわゆる非課税世帯のラインくらいのところで線を
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引いたらどうかなというふうに思っております。

商品券の利用なんですけども、私は持ちませんけど、私が聞き取ってる範囲では、

やはり、別に５万円買わんでもいいでしょうけど、１回５万円までという話が広が

っていて、５万円というお金を使って商品券をストックするような余裕がない人た

ちは所得の低い人たちはそういう状況で利用されてないんですね。

だからこの１億４，１００万円の恩恵を受けている人が非常にその所得層の人で

は少ないというふうに思っておるところであります。

「現金給付」というふうには考えませんけども、プレミアムの率は例えば、これ

は例えばの例ですけど、町長の裁量権という話でありましたから、１，０００円出

せば２万円の商品券がもらえますみたいな形を含めて、ぜひ生活応援の形をとって

もらうといいんですけど、私としては今のような形で現金じゃなくて町内の商店で

商品券が使われて、経済もちょっと活性をするというふうな形のものがあるんじゃ

ないかというふうに思っておるんですけども、町長、そこはどうでしょうか、お願

いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

おっしゃることはそうだと思います。やはりうちの商品券はうちの中で使う。そ

してそれが好循環を呼ぶというか、商店街の助けにもなるということで、商品券を

利用すれば５万円内でという話がうまいこと伝わってないのかなと。５万円しっか

り買いなさいよという話ではなくて、１万円でもいいし３，０００円でもいいんだ

ろうと思います。そういう形の中で、もう少しＰＲが足りなかったのかなという部

分もありますし、またそれはそれで経済を回す、商店を助ける、１つの方向性は間

違ってないというふうに思っております。

議員おっしゃいますように、令和３年度に１，０２２世帯に１億２２０万円を、

これは臨時特別給付金１０万円という話で出しております。これが令和４年度も繰

越分と現年度分があって、１５世帯と６９世帯を足して１，１０６世帯と、これは

重複するところがあるのか、１億１，０００万円くらいが出ているということであ

ります。

非課税世帯という話ですけど、この資料によると、令和３年のいつ現在かちょっ

と分かりませんけど２，４９９世帯のうち１，０３０世帯が非課税世帯ということ

であります。４１．２％ということで、１００人おれば４１人が非課税世帯という

ことですので、やはりそういうことを考えると美郷町の所得は非常に厳しいものが

あるということであります。

ですので逆に考えると、やはりそこ辺をちゃんとせないかんっちゃないかという

話になっていくのかなということでありますが、その範囲としては、もしやろうと

すれば一番そこが、そこしかないというか、はっきりしたところの根拠は非課税世

帯にしましたという話でやれば、そこが一番根拠が強いと。「何となく」という話で

はありませんので、やればそういうことかなあというふうに思っております。

非常に思うんですけど、やはり商品券やらもですけど、今、広報にいくら家計が
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お金を使っているかと。そしてどこで使っているかということで、美郷町に残って

ないのが現状だということで、結局、よそで使っているということで、こちらのほ

うで回ってないという話であります。

また元に戻しますけど、議員がおっしゃるそのような制度設計を今までしてきた

やつと、やはり効果がないと非常に問題ですので、そこ辺はまたいろいろな形で精

査させていただきたい。また、商工会等々、どういう形が一番いいのかという部分

も併せて検討していきたいというふうに思っておりますので、そういうことでよろ

しくお願いいたします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

かなり大きかったんですね。私はさっき「１，０００円で２万円がた」と言いま

したけど、もうちょっとずっと大きいお金が出てきたんですね、今までね。だけど

これ、恐らく町の持ち出しもあるということで、そんなに何千万円も、仮に１，０

００世帯とすると３万円出しても３，０００万円ということになるわけですから、

そこ辺が許される範囲なのかどうかも含めて、ぜひ検討してもらいたいと思います。

何度も言いますけど、やはり商品券の形のほうがお金が地元に落ちるという点も

含めて、私は地域元気づけの意味でも大きいのではないかというふうに思っておる

ところであります。

「検討いただく」ということですから、まずぜひそれはさっきの応援券も含めて

検討しただくということで、第３問目に入りたいと思いますが。

【議長 山本 文男】

３問目の発言を許します。

【８番 小路 文喜】

３問目は、バイオマス発電所等の設置ということであります。

新年度予算の中にバイオマス発電所の設置について、活用調査委託料が１，００

０万円ほど組んでありまして、ぜひこれがいろいろな意味で具体的な成果を得るこ

とを期待をしておると思います。

私が申し上げるまでもなくて、本当に山ばっかりの町ですから、この４万ヘクタ

ールの山林をどう活用するかというのは大きいと思います。この前、保安林の話が

出ておりましたけども、それはそれでいいんですけども、もうちょっとどんどん活

用して、お金に換えて、やはり山は財産になるんだ、お金になるんだという形での

扱いができるようになるといいなというふうに思っております。恐らくそのことは

間違いなく町の発展につながるだろうというふうに思っております。

まずそういった観点から、木質バイオマス利用の発電所建設、そして並行して新
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電力会社を設置することでエネルギーの自給率の向上と雇用の拡大、それから経済

の町内循環等を目指すべきだというふうに考えておりますけども、町長、どういう

ふうにお考えか、お願いいたします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

木質バイオマスということで、以前から議員の皆様から質問を受けて、今回、令

和４年度の当初予算に委託料を計上させていただきました。

本来なら町が委託業者を決めて、こうじゃああじゃという形でやっていくんです

けど、今回の委託の方式、これは補助金で木質バイオマス協議会、美郷町はありま

すので、そこに出して、やはり山のことはそちらのほうが詳しいということで、も

う山を言って、立米言って、どのくらいあっとかという話になると、どんどんどん

どんぴんぴんと頭に入ってきませんし、何かこう分からんというところがあります

ので、以前から言いよった団体にもうちょっと研究をさせようという話であります。

そのときの調査内容です。

①利用可能量及び資源運搬体制調査

②発電、熱供給、燃料製造（チップ、ペレット）それぞれのケースの導入の可能

性調査

③地域創生につながるビジネスモデルの検討

という部分ををやってくれないかと。このほかにもいろいろあるでしょうけど。

そしてその中の協議会の結論が「やれる」という報告書になったら、今度はどう

するかという第二弾に向けて皆さんと検討していきたいと。

ほんなら何を作るのかという部分が出てきますので、今のところはバイオマス協

議会の結果待ちということで、先に進むのか止まるのか、無理なのかという話にな

ってくるかなと。

ただ、今いろいろな形で木質バイオマス、これは大きな電力のほうではありませ

んけど、ちょっと最初のときよりかトーンがちょっと弱いのかなあという感じもし

てるところでもあります。

しかしながら、持続可能なエネルギーとして山林がある以上、やはりそれは使わ

ない手はないというふうに思うところであります。

新電力会社ということですが、なかなか私も分かりません、どういう形でやって

いいのか。よその町村の話ではありませんけど、新電力会社のこういうことで立ち

上げてという話の中で、議員さんのほうから否決されてるという話も時々聞きます

ので、もう少しそこ辺はどういう形でそうなるのかという部分を勉強させていただ

きたいというふうに思うところであります。申し訳ないけど、そこの部分は勉強不

足ということでございます。
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【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

今の町長の答弁の中にちょっと流れが変わるという話があったんですけど、先日

ですけど、大体、日本という国自体がエネルギーを外国頼りにしてきたと、非常に

自給率の低い国であります。今年度のような円安があって燃料が上がる。ロシアが

ウクライナに侵略をしかければまたエネルギー供給が不安定になるというそういう

中があるんですね。

そんな中で、岸田首相が原発７基の再稼働とか運転延長、それから新設まで打ち

出しております。これは明らかに世界のＳＤＧｓの流れから逆行するものでありま

す。日本にはこの再生可能な発電のポテンシャル、可能性が非常に豊富だというふ

うにいわれております。風力があるし地力があるし小水力があるし木質もあるしで

本当、いろいろなことが研究されておるところであります。

さっきの話の続きですけど、火力発電所も新設をするということになれば、脱炭

素社会を目指す世界の流れで本当に逆行するのが今の日本の政府の方針であります

けど、これは明らかに間違いであることは、もうそんなに長い間かからないだろう

というふうに思っております。この話は地方自治体では小さいけども、そういう流

れにエネルギーの自給率を高めるという方針に先鞭をつけるような形になればなと

いうふうに思っておるところであります。

私が発電所と同時に新電力の話を申し上げたのは、非常に発送分離ですね、発電、

送電が分離されたのに、いろいろなシステムの中でやっぱり九電とか東電とかそう

いう大手業者が有利の制度の下でやられておるわけであります。だから発電所だけ

を造って売ろうとすると、今の太陽光ソーラーパネルみたいにもうフィット期間が

切れたら買いたたかれるということも起こります。

ただ、新電力会社だけを運営しようとすると、自力で発電してませんから、今度

みたいに、燃料が上がったら電気代を上げますよということで破綻をしていく、そ

ういうことが今、報道されておると思うんです。そういう状況なんですね。だから、

発電をするなら自分のところで電力会社を持って、そして町内の住民に供給をする

という形が初めて一サイクルできていくというふうに思っておるところであります。

先ほど出ましたね、家庭の家計調査の話ですけども、あの調査資料がここにある

んですけど、あのときの資料を見ると、美郷町の一戸当たりの電気料が大体１万４，

０００円くらいですかね。それからすると、仮に２，０００世帯の電気を自前の発

電所と電力会社を通じて売ることになると２億８，０００万円というお金が町内で

ぐるぐるぐるぐる回り始めるわけであります。恐らく事業所を含めますからもうち

ょっと大きいお金になると思うんですけども、そういう形で進めることは非常に経

済にも大きな影響を与えると思います。そういうふうに私は考えておるところであ

ります。

町長が言われるとおり私も素人ですからあまりよく分からんとですけど、それで
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も基本的にはこの調査結果を待つことになるんでしょうけども、そっちのほうに足

を踏み出して山を切る、植林をする、雇用が生まれる、そういういろいろな循環を

生む中でこのまちづくりの１つの形ができるんじゃないかというふうに思っており

ますけども、こういうやり方について、町長は何か感想があれば、一言お願いしま

す。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

木質バイオマス自体は「今こういう形でやってますよ」ということで、その結果

によってどういう形をとっていくのか分かりませんが、その結果が「おお、やろう」

という話になったらやっていきたいと。

ただ、「町が主体として」という話ではないと。やはりこの木質バイオマス協議会

に責任を持たせてやっぱりしっかりしたものをつくり上げていきたいなというふう

に思っております。

そしてまた、新電力会社というのがやはり今、いろいろな形で電力会社と物品供

給契約でしょうけど、電気ですので、そこでコストが上がってそちらのほうに、役

場のほうに今まで決められた電力を供給できませんということで、そこが破綻にな

って、今度は大もとの元からある電力会社と契約をせんとストップしてしまうとい

うことで、そのときの契約が２倍、３倍にもなるというのが現状だということであ

りますので、もしそういう新電力会社がしっかりとしたバイオマスの中で出来上が

るのかどうかというのもまた精査せにゃいかんと。そんなに小さいもので電力会社

ができるかという話になれば、またそういうことになろうかと思いますので、全て

は今の委託の結果でやっていきたいと。

言われるように、そうすることによって町民の福祉の向上といいますか、ひっく

るめてそういうものにつながっていければ、これはやはりやっていく必要があると

いうふうには認識をしております。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

私も、その直営というのはもうあり得んだろうと、もちろん思っておるんですけ

どね。それはもうあり得ない話なんですけども。

ただ、発電と売電、電力会社ですよね。これはもうセットだと思います。そうで
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ないと大電力の思うつぼでいろいろなことがあります。「電線の容量があるから、あ

んた方の電気は送れんよ」という何か訳の分からない制約をかけたりいろいろなこ

とが今、こういう会社ができるとやられとるみたいであります。いつまでこういう

国が大会社の応援のための政策を続けるかどうか分かりませんけど、どっちみち世

界の流れからすれば、もう逆行していることは明らかでありまして、変わる時期が

来るだろうというふうに思っております。

仮に、先ほどの研究の結果がやはりバイオマス発電所を造る山林の資源の有効利

用という結論が出れば、ぜひ町としても全面的なバックアップをするということが

必要だと思うんですけど、ちょっとそこだけまたお願いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

先ほども言いましたように、その結果でそういう方向性でバイオマス協議会が出

してくれば、やはり町としてはそのバックアップというかいろいろな制度事業とか

いろいろなものを見つけて、そちらのバイオマス協議会のほうでやってくれという

ような流れで進めたいとは思っております。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

議長、４番目の質問を。

【議長 山本 文男】

４番目の発言を許します。

【８番 小路 文喜】

農業の振興対策であります。

１つは、日本の農業は肥料・農薬・飼料など生産資材、こういったものを輸入に

頼る形で行われてきたというふうに思っております。

このいびつな形が自給率の低さにもつながってきたと考えられるし、また、今年

のような世界的な食料逼迫とかあるいはロシアのウクライナ侵略とかがあると、そ

のもろさが目につくようになったというふうに、私は思っております。

特に、円安の進行は生産資材を大きく引き上げておるところであります。さっき
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も言いましたけども、日銀政府が現行の低金利政策を続けるならば、さらに今後、

深刻なこの生産資材等の値上がりが続くと思うところであります。

もちろんこの問題をこの小さな自治体の財政のないところだけで対応するという

のは非常に困難があると考えますが、今後この事態の発展について、町長自体はど

ういうふうに捉えておられるか、答弁をいただきたいと思います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

本当にこの美郷町一自治体で全てができるかといったら、それはもう言わずもが

なで非常にできないと。いろいろな国の動向、補助関係を見ながらやっていくしか

ないと思いますけど、やはりいろいろな形でつけが回ってきたかなあという部分で、

それは認識しています。

牛にしても、昔じゃったらあぜ草やらを食わせて、ある程度、飼料にしていたと

いうことでありますが、今はちょっと違うという。育て方が全然、変わってきたと

いう部分がありますが、全てそういう形で海外に依存してきたと。

また、わらを畜産農家さんに言わせれば、いっぱい刈り込んで、借りて作るとこ

ろはいいんですけど、それを今度は海外にわらまで依存してるということになると

非常にやはり問題が出てくるということは、もう本当に明らかな形で出てきてると

いうことを思っておりますので、今後やはり、とは言うたものの、それでいいのか

という話になると、それではよくないと。やはり現実的にそういう生産者がいると

いう話であります。

畜産にすれば、畜産もそうなんですけど、やはりブロイラー辺を聞いてみると、

まだ上の商社が買い支えというかいろいろな形をしてるから、まだ何とかもってる

ということでありますけど、「これがずっと行ったときにどんげなると」と言ったら、

本当、怖いような値上げですので、補助金ベースではないという話であります。

ですので、「そうなったときに町としてはどうするのか」ということを考えたとき

に、「今、打つ手がない」と。ただ、産業振興基金が１０億円くらいありますので、

それを使っていいわという話なら、そうなるかもしれませんけども、ほんなら、そ

れがずっと使ってどこかで止まるのかという先が見えないという部分も非常にあり

ます。

ですので、非常に困ったという感想しかありませんけど、これはやはり国の、自

治体に補助等そこ辺はしっかりとした今までのつけをやはり国が負うべきだろうと

いうふうには思うところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。
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【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

実は私もこの質問をつくりながら、事態は大変だと思いながら、実は具体的に何

を町長に求めるかということなると、ちょっと町長としても答えができないよなと

いうふうに思いながらつくったところであります。

ただ今後、どうも今の政府の姿勢で円安がどんどん進むなら、やはり生産者の意

欲が削がれないように、特に牛の値段が下がったとかいろいろなことが起こってお

りますので、そこのところはいろいろな形で励ましの言葉をいただきたいなという

ふうに考えておるところであります。

それからもう一つ、六次産業化の展開は、私は大事な方針だと思います。

ただ、あくまでも生産農家の経営的意識、経営の継続あるいは維持ができなけれ

ばならないということで、特に高齢化の中で可能かどうかを含めて検討する必要が

あると考えておるところであります。

実は、この六次産業化という点で、今回も予算が組んでありますけど、なぜ栗、

だけなのかというのもあるんですけども、ある人が、「１反当たりの収量を７５キロ」

と言ったんですね。町長は「１５０キロ」と言われるんですよね。これでは農家経

営はかなり私は厳しいというふうに考えておるんですけども、私は、ここのところ

からまず六次産業化という話をしていかんといかんのじゃないかと。

話は一遍に済ませますけど、手元に普及所の作った栗の経営資料があります。こ

れによりますと、反当３００キロなんですね。それが栗の農家が経営としてやって

いける基本的な目標値、目標値かもしれんですけど、そういうものが示されておる

ところであります。それを１町５反作れば、所得が１００万円くらい上がりますよ

という話になっておりまして、さっき言ったような１反当たりの収量を町長の１５

０キロはいいけど、７５キロという話になると、農家の実態とこの六次産業化の推

進の乖離があまりにもひどくて、まずそこの見直しが大切じゃないかと思ってるん

ですけど、町長どうでしょうか、そこは。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

六次産業化で非常に議論をしてきた中で、やはり生産量が少ないということであ

ります。その技術的なものがどうかということもあるのかなという部分でしっかり

と適時に防除したり施肥とか、そういう部分でやはり生産量が宮崎県の指標よりか

非常に少ないと。

ですので、そのときに「皆さん、一生懸命、頑張ってくださいね」ということで
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ある程度、すぐその宮崎県の指標にいくわけではありませんので、まずはそこ辺の

半分くらいまで頑張ってほしいと。そしてそれからまたどんどんどんどん進めてい

きたいという考え方で計画をしたところでございます。本当にお年寄りというか高

齢化してきて、やはりそこまで手が届かないという部分で、ほんならこの栗をあん

こにするというか、六次産業化をする前に結局、その生産体制が先じゃないかとい

う話の中で、こういう形で現在、来てるという話の中で、栗の苗木の補助とかそう

いうものを安くしながら何とか栗生産をしていただきたいという思いであります。

ですので急にそこまではいかんとしても、やはり普及所そして農協、うちの担当、

栗部会にそういうお願いをして今のところやっているわけなんですが、今年の結果

がどうなるかはちょっとまだ全然、見えませんけど、やはりそこでそれぞれの作物

のプランがありますので、そのキンカンに強い、ミニトマトに強い、栗部会にせよ

いろいろな産地ビジョンをつくってますので、それに向かって頑張るように、やは

りこちらも後押しをすると。そしてその中でやはり栗の生産が増えていくと。

ですので、今持っている栗園を最大限に肥培管理といいますか管理したときにど

のくらい上がるのかと。必ず上がってくるはずなんですが、それとプラス、合わせ

て面積を増やしていく、そのためにどんどんどんどん苗木の補助をしていくという

部分でやっていきたいというふうに思っております。

栗にしてもほかの産業にしても、同じことが全部、言える。やはり高齢化してき

てるという部分は非常にそれは見えてきてますので、そこを今度はどうつないでい

くかという部分が非常に問題であって、うちの生産物といいますか、それを維持し

ていくために今後やはり頑張っていく必要があると。いろいろな形で補助できる部

分、人的補助、そしてお金、そういうものを抱き合わせてやっていく必要が出てき

たということだと私は認識をしております。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

分かりました。いろいろな議論、いろいろな議論でもないんですけども、この六

次産業を話を聞く中で、「栗加工、栗加工」という話が出るけんど、一番のベースで

ある農家の経営とか利益はどこに行ってるんだろうというのが、非常に私は大きい

疑問でありまして、まずそこを支えんと、六次産業はできたけんど一次産業がいつ

の間にかへたってしまったということになれば、これはもう何もならないというこ

とはもう町長もお分かりだと思います。そこのところが気になったもんですから、

町長の言わるように、これ栗に限らんで、今から進めるであろう町内のいろいろな

作物について、そこ辺の収量を含めた経営内容の底上げみたいなところを、ぜひ今

後は強調していくというかしっかりと見つめていってほしいということを申し上げ

て、質問を終わります。
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以上です。

【議長 山本 文男】

これで、８番 小路 文喜議員の質問を終わります。

【議長 山本 文男】

以上で、本日の日程は全部、終了しました。お疲れさまでした。

次は、明日９月６日、火曜日、定刻午前１０時に本会議を開きます。時間をお間

違えのないようお願いします。

本日は、これで散会いたします。

【事務局長 沖田 修一】

「一同・起立・礼」・・・お疲れさまでした。

（散会：午後 ２時２４分）
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会 議 録

令和４年９月６日

午 前 １ ０ 時 開 議

【事務局長 沖田 修一】

「一同起立・礼」・・・おはようございます・・・御着席してください。

【議長 山本 文男】

本日もよろしくお願いいたします

昨日に引き続き、傍聴に足を運んでいただきありがとうございます。

【議長 山本 文男】

ただいまの出席議員は１１名であります。

【議長 山本 文男】

これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付の議事日程表のとおりであります。

上着を脱ぎたい方は脱ぐことを許します。

【議長 山本 文男】

日程第１、一般質問。

今回、一般質問の通告のありました議員は８名であります。

４名の質問を終えていますので、本日は残り４名の質問を行います。

通告順に一般質問を行います。

なお、質問と答弁を合わせて１時間以内となっております。終了前にはブザーが

鳴りますので、よろしくお願いいたします。

通告順に質問を許します。

５番、中嶋 奈良雄議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。

【５番 中嶋 奈良雄】

議長。

【議長 山本 文男】

５番、中嶋 奈良雄議員。

【５番 中嶋 奈良雄】

通告順に沿って質問させていただきます。マスクを外させていただきます。

台風１１号が来ましたけども、夜中に風、雨が強く本当に心配しましたけども被

害がないようですので一安心しているところです。

住宅、納屋など急傾斜地の危険個所の今後の対策についてでございます。

近年、地球温暖化による気候変動で気温上昇、集中豪雨、台風、地震、火山活動

などの被害が多くなっています。住宅は人命を守るため、急傾斜地対策をしてきて

いますが、納屋などの急傾斜地対策はないような状態にある。車、農機具、畜舎、

米倉庫など財産を守るためにも、急傾斜地対策が必要だと思われます。町長はどの
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ように考えているか伺います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

おはようございます。台風１１号でありますが、各課から「大きな被害は今のと

ころ出ていない」という状況の報告を聞いております。前も申しましたように、栗

とか梨、そして水稲、いろいろな形で心配をしておりましたが、大きな被害を出す

こともなく通過していただいたというか、本当によかったなあと思っております。

今後、まだまだ台風シーズンに向かっていきますので、しっかりとした万全な備

えが必要かなと思ったところでございます。

それでは、中嶋議員の急傾斜地ということであります。

本町で取り組んでいる急傾斜地崩壊対策は、宮崎県が実施する国庫補助事業と美

郷町が実施する県単補助事業があり、どちらの事業も自然災害により、直接人家に

著しい被害を及ぼすおそれのある箇所に、がけ崩れ対策を図ることを目的としてお

り、国・県の補助事業に該当しない箇所は町単独事業で取り組んでいるところであ

ります。

御質問の納屋などの急傾斜地対策についてですが、国や県の補助で行う急傾斜地

崩壊対策事業は、工事実施前に急傾斜地崩壊危険区域の指定及び範囲を定め、危険

とされる採択範囲に待受擁壁や法面保護工、落石防護柵などの整備を行いますので、

区域指定内に納屋などが含まれている場合は対策が講じられることとなります。

なお、どちらの事業も、区域内に人家や要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、

医療施設等）避難路が内在し、土砂災害特別警戒区域に指定されている自然がけで

あることが採択要件となっているところであります。

現在、美郷町では、県が実施する地区は７か所ありまして、要望活動の成果もあ

りまして県内の他市町村と比較しましても高い事業率となっております。

また、町が実施する県単補助事業も、人家５戸以上から２戸以上に採択基準が緩

和されましたので、さらなる急傾斜地対策が取り組めるものと考えております。

町単による災害関連急傾斜地崩壊対策事業も国や県と同様に、がけ崩れが発生し、

または発生の恐れがあり、直接人家（現に居住している住居）に著しい被害を及ぼ

すおそれのある箇所に、がけ崩れ対策を行うことを目的としており、倉庫や納屋部

分は対象外となっております。あくまでも、人命優先を目的に補助金を交付するも

のですので、今後もこれまで同様に、人家優先で対策を行ってまいりたい、そう思

うところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。
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【５番 中嶋 奈良雄】

議長。

【議長 山本 文男】

５番、中嶋 奈良雄議員。

【５番 中嶋 奈良雄】

住宅、納屋の里山を伐採作業のため作業路を作ったり、危険なところが見受けら

れます。町として、対策を考えているのか、森林環境譲与税などを使ってできない

か、伺いたいと思います。

急傾斜地でありまして、住宅の裏山が危ないということでその対策と環境税など

を使ってできなかということを伺いたいんですけども、町長。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

前々からその住宅内にある大きな木とか、もう本当に危ないと。それと崖、後ろ

ですね、それと交通に妨げのあるという部分で、農林振興課から「そういうところ

にいろいろなそういう木はありませんか」ということで要望をとって、そのうちの

３分の１以上はやはり危険木だということで処理していくということになってます

ので、また、そういうことが出てきたら、森林環境譲与税を使う使わないは別とし

て、「危ない」と判断した場合にはやはり切るというか、そういう形のほうがよかろ

うというふうに思っております。

要件が頭の中にしっかり入ってませんけど、今そういう形で危険木の除去という

方向で進んでますので、そちらの対策でいいかなというふうには思うところであり

ます。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【５番 中嶋 奈良雄】

議長。

【議長 山本 文男】

５番、中嶋 奈良雄議員。
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【５番 中嶋 奈良雄】

私が言いたいのは、現にもうそういうところがあるから、その対策で砂防工事と

かそういう急傾斜地対策はできないかということが聞きたかったわけなんですけど

も。

町長、伺います。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

急傾斜地の対策では要綱等が決まっているということで、崖地で高さがとか、前

が幾らくらい、傾斜がどうかとか、そういう部分でやっております。

全てをやるということになると非常に難しい部分がありますので、私の考え方は

どうかという話の中で、結局、納屋とかそういうものは後回しにするということで

人命優先にやはりそういう部分を、そういう人家を危ないところを町単でも救えれ

ば、そういう形でやっていきたいというふうには思うところであります。

平成２７年度から令和３年度まで、これは町単なんですけど、この急傾斜地対策

工事の実績で５，４５５万円くらい出してるということで、まだまだその急傾斜地

が非常にまだ多いということであります。１か所、２か所ならすぐできるんでしょ

うけど、もうそういう箇所数ではないということでありますので、非常に危ない箇

所がありますので、そこ辺をやはり対応していくと。県にも、日向土木、県土整備

部のほうにも大きな急傾斜地ということでやっていただくほうが早いかなあという

ことで、今後も要望活動等をして議員の皆様にも御協力を頂きたい、そういうふう

に思うところであります。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【５番 中嶋 奈良雄】

議長。

【議長 山本 文男】

５番、中嶋 奈良雄議員。

【５番 中嶋 奈良雄】

県単事業などは３件以上ないとなかなか難しいということでありますが、最近は

それが少しは緩んできているかなとは思われますが、特に居場所によっては山間地

ではもう住宅と納屋が一緒になっていまして、納屋には車、農機具、米倉庫などを

入れており、生活のための財産を守るために納屋というのがありますが、その納屋

を守るためにも私は必要かと思われます。

人命を守るためにも、急傾斜地などはしてると思いますが、やはり納屋などの危

険箇所もしていかないと、今後、町は人口対策などのＩターンやらのあれを進めて
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ますけども、やはりＩターン者たちも納屋などを使いたいという人がいますので、

そういう対策もしていって枠をつくって増やしていかなければならないと思います

が、「そういう枠、そういう事業はない」と言われますが、そういう施策をつくって

いく必要もあると思いますが、伺います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

近隣町村で納屋、畜舎とかそこが該当しているのは椎葉村だけという話でありま

す。

ただ、人家、畜舎は補助率５割ということで対象限度が３００万円ということで

ありますので、３００万円が限度額でその中の５割と。あとの町村は人家のみとい

うことで、納屋とか倉庫辺は入ってないということであります。門川町はこういう

事業はありませんということであります。

ですので、その「レッドゾーン」といわれる箇所が町内７００か所以上あります

ので、これをどうするかという大きな問題も出てきます。ですので喫緊に危ない箇

所はいろいろな形の対策の中において、そこに人家があれば、急傾斜地として県単

で救っていくという形でやってはいるんですけど、なかなか追っつかないという現

状もあります。

やはり人が優先だろうというふうに思っております。ですので、納屋とか倉庫を

先回りして、どこかの人家が崩れたという話になったら、本末転倒だろうというふ

うに思いますので、やはり人命を先に優先した急傾斜地の対策を講ずるべきだと私

は思っているところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【５番 中嶋 奈良雄】

議長。

【議長 山本 文男】

５番、中嶋 奈良雄議員。

【５番 中嶋 奈良雄】

人命を守るために住宅を優先して対策ということでありますが、これもなかなか

順番が来なくて待っている方も多分、多いと思います。私もそういう例がありまし

た。壊れてからではやはりもう遅いわけです。納屋も壊れてから工事をしてもらう
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というような感じです。集中豪雨で納屋が壊れて、米倉庫がひっくり返って、危な

かったこともあります。

また、昭和５７年の集中豪雨の際には川が増氾し、今まで挙がった例も、また組

合内で家の後が対策がされてなくて崩壊し壊れた例もあります。また、その持ち主

の田んぼが１反、瞬く間に流れてしまったという何か現実離れした光景を見ました。

様々なことを体験しまして、やはり急傾斜地というのは安心して安全で眠れる場所

だと私は考えてます。

集中豪雨、台風でも「避難してください」と言われますけど、私も３回ほど避難

しました。眠れるものではありません。家がどうなってるのか、田んぼがどうなっ

ているのか、もう全然、眠れなくて朝が早く来ないかなというような気持ちで避難

してました。多分、皆さんそうだと思われます。

だから私が言いたいのは、やはり危ないから対策をしてくださいという必死のお

願いは町も一生懸命、考えて、早く枠を広げて増やして急傾斜地対策をする必要が

あると思います。同じ答弁になるかもしれませんが、伺います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

先ほども言いましたように、やはり人命が先ということであります。急傾斜地の

対策だけで考えればそうかもしれませんけど、今はそういう場所による移転、そう

いう事業もやってますので、やはりそういうやつやらを含めた中での考え方がいい

かなあというふうには思うところであります。

移転したときには、元の家は崩さないといかんという話になりますので、結局、

その裏山を保護するために急傾斜地ばっかしではなくて、そこに幾らどういう擁壁

工を作ったからといって安全であるかという部分で考えたら、やはり心配という部

分は当然、残ってこようかと思いますので、できればやはり危ないところから離れ

て家を造っていただくという方法が一番安全かなというふうに思っております。

元々何でそういう山にというか、崖地があるような山つきに家を造ってきたのか

ということが非常に問題かなという気がしております。

ただ、昔はやはり水の確保ということで今のように水道技術があれば平場に導水

管を持ってきて家を建てることができるんですけど、昔はやはりどうしても水を確

保するために山つきのほうに家を造っていったのかなあと、私はそういう感覚で見

てますので、どうしてもやはりそういう場所が多いということでありますので、本

当に危ないところは意見を聞きながらやってきてるつもりでありますので、そこに

納屋、倉庫という分まで持っていくということが一番理想でしょうけど、今のとこ

ろやはり財政面とかいろいろなことを考えたときには人家と、やはりそこで居住し

ている家を守ると、命を守るというほうが先だというふうに思っておりますので、

そういう答弁をさせていただいております。
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以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【５番 中嶋 奈良雄】

議長。

【議長 山本 文男】

５番、中嶋 奈良雄議員。

【５番 中嶋 奈良雄】

町長は、どうして山つきに家を造ったのだろうかと。水の関係もあるのではない

かと言われましたけども、昔は穀物はみんな庭に干していました。今のように乾燥

機とかいろいろ機械がないためにむしろとかござとか広げて、大豆とか米とかいろ

いろな穀物を広げていましたので、庭は大事な大事な広場じゃったと言われていま

す。だから後のほうに住宅を造って庭を広く取ったということを私は聞いてます。

要するにそういうことで急傾斜地で危険な住宅になっていると思いますけども、

今でも車も行かない困難なところがあったり、裏の石垣がはらんでいるところ、い

まだに小屋でブルーシートなどで対応しているところ、また、後ろの石垣がはらん

で危険なところ、様々なところが見受けられます。

また、納屋の後の用水路が壊れ、納屋の中に水が流れ込み必死で対応していると

ころもありました。そういうところはなかなか補助対象とかなかなか町単でも難し

いところだと言われてます。

でも、やはりそういう目張り、気配りいろいろな対策をしていかないと、町民の

気持ちというのはちょっと揺らいでくるということがありますので、やはり早目に

対応してもらいたいと思います。

以前に町長は、「治山、砂防対策については国・県対策事業を積極的に導入し、計

画的な対策を講じてまいります。スピード感を持って対応していく」と言われてま

す。本当にそれが理想だと思います。住民は本当に危ないから「こうしてください。

お願いします」と言ってるんです。その順番を長いこと延ばしていくのではなくて、

その枠を増やしてどんどんしてもらわないと、ますます人口が減っていくおそれが

あると思います。その対策として、もうちょっと何年も先にずらすとかではなくて、

早急に急傾斜地対策をしていく必要があると思います。

くどいようですが、町長のお考えをよろしくお願いします。

【議長 山本 文男】

ちょっといいですか。何かもう質疑応答が堂々巡りをしてる感じもしますし、町

長も最前から「人命優先ということで対策をしていく」と答えておりますが、町長、

今のあれで。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】



11

町長。

【町長 田中 秀俊】

先ほども言いましたように、町単で平成２７年度から令和３年度までで４５件ほ

ど実施をしております。まだまだ足りないといえば足りない。

ただ、国とか県の事業、それはまたしっかり調べてみないと分かりませんがかな

りやっていると。先ほど言いましたように、美郷町で県が実施する地区が非常にほ

かの市町村と比べて多いということで７か所、令和４年度があるということであり

ます。これはある程度、大きな面積を取りますので、納屋とか人家ひっくるめて全

部、急傾斜地対策ができるということで本当にありがたいと。日向土木事務所そし

て県土整備部に「こういう箇所がいっぱいありますのでお願いします」ということ

で、議員の皆様と一緒に陳情に行った成果がこういう形になっているというふうに

思うところであります。

ですので、財政的に本当に潤沢にあれば、どんどんどんどんしていっていくほう

が安全確保という部分でいえばそうなんでしょうけど、やはり限られた財政の中で

年度別計画をもってやっていく、そういう形でないと非常に財政を圧迫する部分が

出てくるというのは御案内のとおりですので、やはりどうしても人家優先、命を先

に優先するとすればもう家ということの急傾斜地対策に町単の場合はならざるを得

ないというふうに思っておりますので、御理解いただきたい。

それと、先ほど言いましたように、いろいろな形の補助事業で家ごとその場所を

変えるという形のほうが、これが一番安全かなというふうには思うんですけど、こ

れもなかなかやはりその事業採択が厳しい部分もありますが、そこ辺はまた議員さ

んと一緒に要望しながら、「こういう箇所があるからぜひともお願いします」という

その要望活動に御配慮いただければというふうに思うところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【５番 中嶋 奈良雄】

議長。

【議長 山本 文男】

５番、中嶋 奈良雄議員。

【５番 中嶋 奈良雄】

町長の考え、人命を先に優先するということで分かりました。それが本当なんで

すけども、私たち農林業をしている人はやはりいろいろ考えがあって、納屋もとい

う人が多分、多いっちゃないかと思います。

最後に、避難しなくても安全で安心して過ごせる美郷町づくりをお願いして、私

の質問を終わります。

【議長 山本 文男】

これで、５番、中嶋 奈良雄議員の質問を終わります。

ここで、休憩に入ります。
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再開を１０時３５分からにします。

（休憩：午前１０時２７分）

（再開：午前１０時３４分）

【議長 山本 文男】

休憩前に引き続き、一般質問を行います。

通告順調に質問を許します。

次に、９番、甲斐 秀徳議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。

【９番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 山本 文男】

９番、甲斐 秀徳議員。

【９番 甲斐 秀徳】

マスクを外させていただきます。今回は２問ほど質問したいというふうに思って

おります。ベルが鳴る前までには終わりたいというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

最初に、美郷町型軽トラ市について、町長の答弁を求めたいというふうに思いま

す。

多くの方々が家庭菜園で野菜づくりを行っております。趣味の方、生活のための

方、様々であります。余った野菜は知人や近所に配り喜ばれております。また、無

人販売に出しておられる方がおられます。当町には、果物の生産者やお菓子の製造

業者もおられます。このような方々を含めて多くの方々に出品していただき、出品

者と買い物客との会話などで買い物本来の楽しさを呼び起こすことのできる軽トラ

ック市を行ったらどうか。

目的として、地域活性化をはじめ高齢者生産者の健康維持につながる軽トラ市の

開催はどうだろうか、提案いたします。

町長の御意見をお伺いしたいと思います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議員、質問の軽トラ市についてということであります。

軽トラ市はそもそもどこで始まったかという話ですが、平成１７年に岩手県の雫
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石町から始まったという話を聞いております。県内では川南町の軽トラ市が非常に

有名ということで、平成１８年９月から始められて、定期朝市として、毎月第４日

曜日に開催されており１６年目を迎えているということであります。

軽トラ市には毎回、約１３０台が出店し、来場者も毎回、１万人以上が訪れ集客

能力があるということであります。

その運営団体でありますけど、「まちづくりトロントロンＴＭＯ事務局」が運営を

してるということでありますが、こういう形の中で非常ににぎわっているというこ

とで、ちょうど川南町の日高町長に「どんげですか」と言ったら、「非常にいいです

よ」ということで、やはり場所とかそういう部分が非常に整備されているというか、

みんなが集まりやすい場所で、またそういう長い年月をかけて培ってきたというも

ので、非常に町の活性化の一助にはなっているという話ですので、美郷町でどうか

という話になりますが、なかなかやはりどこでするのかとかいろいろな議論をして

いきたいと思っております。

出荷者協議会とかいろいろな直売所に出す人たち、いろいろな形がいますので、

そこ辺のことも考えながら、その軽トラ市がいいのか悪いのか、そして運営母体を

どうするのかという部分も出てきますので、そこ辺を精査し、これならできるのか、

これならできるだろう、これではやはりなかなか軽トラ市は難しいんではなかろう

かということになったら、ほんならほかの方法はというような形の中で考えていく

必要があるかなあというふうに思っております。

その前に、うちに直売所がいろいろな形でありますし、そしてまた、農産物の販

売所、いろいろな形で出しておりますので、そこ辺の実績等を集めて、この軽トラ

市等を含めた中で研究していくほうがいいかなあというふうに思ってるところでご

ざいます。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【９番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 山本 文男】

９番、甲斐 秀徳議員。

【９番 甲斐 秀徳】

多分、町長も軽トラ市ネットワークを見ておられたんじゃないかなというふうに

思っております。

私もいろいろなところを調べたんですけども、やって損はないかなという結論に

達したもんですから、今回、提案したということなんです。今の時期だからこそ、

閉塞感のある今、コロナ禍でなかなか外に出て人と話すこともできないしいろいろ

なことがあるので、やはり１つそういう突破口になったらいいんじゃないかなとい

うふうに思っておるところでございます。

１つは、出品者と買い物客が相対で話しながら売り買いができるという点のメリ

ットが一番大きいかなというような気がしております。それがなぜという感じなん

ですけども、川南のトロントロンは御承知のとおり町の商店街のほうで行われてお
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るんですけども、私が想定した開催場所というのが、そこのニューホープセンター

の入り口のグラウンドの横の駐車場のところですね。あそこの両サイドが広いから

あそこに並んでいただいて、買い物客は職員の駐車場に停めてもらって、あそこか

ら歩いてもらうと。そうすると、トイレもあるし、それが一番いいかなあというふ

うに思っているところでございます。

なぜ軽トラックがいいかというと、荷台の高さが商品陳列にちょうどいい高さと

いうことと、車で乗りつけて設置また撤収が容易であるということも軽トラのいい

ところだと。軽トラでいろいろなことをやると、産地直送のイメージが物すごく強

い。そして、軽トラックは生産者の方々がほとんど所有しているということであり

ますので、こういう点も非常にいいんじゃないかなあと。

そして、対面販売であるから、１つの顔を合わせて生産者側の思いを伝えて、こ

ういうものを買ってもらうということができるから、そういう面からしてもすごく

いいんじゃないかなあというふうに思っております。

また、皆さんにこの軽トラ市の要綱をタブレットに入れてあります。執行部の方々

には配ってあると思うんですけども、これをちょっと参考にしながら、私の話を聞

いてほしいと思います。

また、安心安全なものを求めるニーズがお客さんのほうにはあると思いますので、

そういうことも１つあると。それから、商工会発行の商品券が使えるような形にし

てもらえれば、そういうものもまた１つの地域への消費もできるんじゃないかなと

いうふうに思っております。

それと、トロントロン市の出店なんですが、ここにあるように電気水道の供給は

なしということで各自用意してくださいということで、御田祭による出店場所を決

めて電気設備、水道設備をしてやるというと相当、金がかかるんですけども、これ

は各自でやっていただくということですので、私はもう設備としてはそんなに金も

かからないと。一番の問題はＰＲだろうというふうに感じておりますので、そこの

ところを含めて、町長の御意見を再度、伺いたいと思います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議員がおっしゃいましたように、全然、開催してデメリットばっかしだという話

ではないと。メリットが大きいという話であります。そんなに開催するためにお金

がかかるようなものではないということで、言われるようにメリットのほうが大き

いと。また、対面販売ですので、いろいろな話を聞きながらコミュニケーションが

とれるということで、そういう部分はやはり日高町長もおっしゃっておりました。

「非常に経費が要らない」と。

そこの運営のほうは参加料というか、そういうやつを頂いてやると。ですので、

開催時期が決まったら、その出店の募集を取って、そして決めていくだけという話
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で、また出店料をもらうという話であります。

雫石町は、その出店料と年会費とか、ちょっとネットで見たらそういうものがあ

りますけど、もう全然、問題ないという話の中で、することはそんなに問題ではな

いでしょうという話でありました。

ですので、しないということではなくて、どういう形でどこが受け持ってやるの

かとか、そういう部分が一番大切なことであって、本当に道具が要らないというこ

とで、軽トラの荷台が売り場になるということでしょうから、そういう形の中でや

っていければ問題ないと。

言うように、やはり何かを１つ歯車を回すというかそういう形の中、こういうコ

ロナ禍の中でそういうことをしたらどうかという提案ということでありますので、

そこ辺もしっかりと何ら開催できないとかそういう話ではありませんので、前向き

に検討していく必要があろうか思っております。

ただ、言いましたように、今、無人販売所を持っている人たちとか、そういう出

荷者協議会に諮りながら、やはり出てこんことには話にならないということになり

ますので、幾ら「こういうことをやりましょうや」と言ったって、関わり合わなか

ったら、言葉語弊がありますが、悪いとは思いますが、全然、話にならんというこ

とですので、やはりそこ辺の合意をとっていく必要があるかなあというふうに思っ

ております。

ですので、その場所もここだけでするだけじゃなくて、北郷であればここですよ、

南郷であればここですよという話の中で、その日程を決めてやっていけば問題なか

ろうというふうに思っております。

ですので、日本農業新聞ですかね、あの四コマの、ゴリパパ一家ですかね、あれ

がありますけど、あそこは直売所ですけど、そういう形で軽トラ市がなれば、非常

にいいことではなかろうかという感覚は持ってますので、ちょっと時間をいただい

て、どのように考えていくかを精査させてほしいと、研究させてほしいと思ってお

ります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【９番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 山本 文男】

９番、甲斐 秀徳議員。

【９番 甲斐 秀徳】

「検討してみる」という御回答でしたので、よろしくお願いしたいと思います。

トロントロンなんかで出店料が３，０００円というふうになっておりますけども、

私は、急に出店料なんかはもうＰＲ料だと思って、そんな金は取らなくてもいいん

じゃないかなというふうに思っております。それを例えば、ユーチューブに流すと

かフェイスブックに上げるとか、あとグーグルに上げてもらえば、ＭＲＴもあるん

ですけども、各メディアを利用して、そういうことを周知徹底するためには、やは

り時間も必要だろうから、今すぐに計画はできないでしょうから、できれば来年度
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くらいを目標に周知すれば、家庭菜園また圃場に作付けする出品者も増えるんじゃ

ないかというふうに思いますので、できたらそういうことで考えてほしいなという

ふうに思っております。

これはＪＡとか商工会、企画課、農林振興課、それから観光協会も含めていろい

ろな方々が集まって検討していただければ非常にありがたいかなというふうには思

います。いろいろな方々の創意が出てくるだろうというふうに思います。

先ほど、町長が言われましたように、北郷でやる場合にはあそこの体育館の横の

芝生のところでやっていただけるとか、それから南郷の場合はいっつも屋のとおり

の駐車場のところの広いところがあるから、そこのほうでやっていただけると非常

にありがたい。だから年間に何回するかとか、月に何回するかとか、もうそういう

ものを含めて御検討をお願いしたいというふうに思っております。

それから、１人では出品数が限られてるもんですよね。だから、例えば、地区の

ほうでも集まって１台の車に乗せてもらって相乗して売っていただければいいんじ

ゃないかなというふうに思います。そうしないと、少ない人間で少ない数量で軽ト

ラック１台出していくというのも大変だろうから、そういうことで１袋１００円程

度でうまくすれば、みんなのが集まっていっぱいになるから、そういう方法もある

んじゃないかなというふうに思いますので、それはどこが頂点でやるかというのも

含めて、お願いしたいというふうに思います。

１つ、注文をつけておきたいのは、できれば若い人たちにそういうことを企画し

ていただきたいなというふうに思うんですけど、町長、それについてはいかがでし

ょうか。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

そういう方向で検討していこうと思っておりますが、そのときだけではなくて、

やはりそういうものが日常の商店というか、そういう部分で回っていくというか、

軽トラ市がある日だけがにぎわうんじゃなくて、そういうものがやはり町の商店街

とかいろいろな形で派生していくような形になればいいかなというふうに望むとこ

ろであります。

そして、また若い人という話の中で、イベント実行委員会で若い人と、ぽっと頭

に浮かぶのが、美郷フェスですかね、今度、商工会が持ってるいろいろなイベント

をするときに、美郷、あれはフェスタというのかね、美郷フェス実行員会とありま

すけど、そういう実行委員会が「やりましょう」という話になれば、そこがやはり

若い人たちのグループでありますので一番いいかなあというふうに思います。その

人たちが今度はいろいろな若い人の生産者を取り込んでやっていくと。

やはり今から先、若い人のそういう思い、そして活性化につながるような施策と

いうかそういう展開が行われれば一番いいかなあと思っておりますので、時間を頂

いて、精査して研究して、何とかそういう団体が、「ほんならやろうではないか」と

いうことに結びつけていきたいなあというふうには思っております。

出店料とか登録料は運営費としてある程度ないと、またうちが補助金を出すよと
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いう話ではなかろうというふうに思いますので、やはりそこはそこで若い人たちが

すれば、補助金に頼らない自分たちの活動というか、そういうものはやはりしっか

りと意識づけをしていく必要があるというふうには思っておりますので、またその

ときにいろいろな形で協議がなされることだと思いますので、議員おっしゃるよう

な方向で進めたいと思っております。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【９番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 山本 文男】

９番、甲斐 秀徳議員。

【９番 甲斐 秀徳】

若い人でそういうものに特化した人が結構いるんじゃないかと思いますので、若

い人たちのバイタリティーを非常に期待したいなというふうに思っております。

ここにある軽トラ市ネットワークの中に、軽トラ市を始めたいという方で載って

るんですが、「軽トラ市を利用して地域の持つポテンシャルを最大限に引き出せば、

市街地の活性化、どんな町でも可能だと思います」というふうに書いてあります。

「地元の人が気づかない魅力をいかに表舞台に立たせるか、この辺りがポイントに

なってくる」ということで書いてあります。「例えば、農協に出荷できないようなふ

ぞろいの伝統野菜などを出すとか、これまで自家用でのみ消費していた野菜こそ、

その土地しかない本来の魅力であります」と。それから、「人が集まれば商店街も元

気になるし、高齢化による買い物難民も解消される」ということで、いいことばか

りしか書いてないんですけども。そういうことを含めて御検討をお願いしたいなと

いうふうに思っておりますので、今後、大いにそういうものを期待したいなという

ふうに思っております。

ここに商工会の会長もおられるんですけど、直接、聞くわけにもいかないんです

けども、できたら、今ある商工会の地域券、そういうものも利用できるような方向

で進めていただくようなことはできますでしょうか、町長にお伺いします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

そういう団体は商工会のほうに受付していただいて団体の一員になるか、あるい
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は特別にという話の中でやっていただければ、何ら商品券を使うことは問題無かろ

うというふうに私は思います。また、商工会の判断もありますけど、私はいいんじ

ゃなかろうかと思っておりますので、そこでお金が町内で回るということに関して

は、何ら問題ないというふうに思っておりますので、それはそれで結構なことだと

思っております。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【９番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 山本 文男】

９番、甲斐 秀徳議員。

【９番 甲斐 秀徳】

積極的にこれを前向きに進めていただければ、非常にありがたいかなというふう

に思っておりますので、皆様方の御協力をいただきながら進めていってほしいなと

いうふうに思っております。期待しておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

それでは、２番目に移りたいと思いますがよろしいでしょうか。

【議長 山本 文男】

２問目の発言を許します。

【９番 甲斐 秀徳】

それでは２番目のウィズコロナ、アフターコロナについて、お伺いいたしたいと

思います。

初めに、当町の現在のコロナの感染状況について、どういうふうな状況になって

いるかをお伺いしたいと思います。

新聞には、ぱらぱらぱらぱら出ておりますので、その辺の状況をお伺いしたいと

思います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

毎日、毎日、感染者が何名ということで報道されて累計で今これだけですよとい
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う部分は宮日にいつも掲載されているということであります。

そこの詳しい内容について、課長が把握している範囲で説明を頂ければなあとい

うふうに思っておりますが、それでよろしいでしょうか。

【健康福祉課長 黒田 和幸】

議長。

【議長 山本 文男】

健康福祉課長。

【健康福祉課長 黒田 和幸】

現在の感染数ということですけれども、今ちょっと手元にはないんですが、４２

０人は超えていたと思います。美郷町の全体の人口の７％くらいは感染をしておる

というような状況だと認識しております。

以上です。

【議長 山本 文男】

課長の答弁が終わりました。

【９番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 山本 文男】

９番、甲斐 秀徳議員。

【９番 甲斐 秀徳】

今、どこの地域がかかってもおかしくないような状況だろうというふうに感じて

おります。諸塚、椎葉辺りもいつも列を並べているようですので、そんな今、どこ

が出たからどうということもないんでしょうけども、個人個人が気をつけていかな

ければならないというふうに思っております。

本題に入りたいと思います。

昨日、若杉議員がコロナ禍における文化伝統芸能の継承活動について質問されま

したが、改めて聞くこともありますので御了承いただきたいというふうに思います。

まずは農林業の件について、お伺いしたいと思います。

先の臨時議会で承認いただきました子牛、親牛に対する補助金、畜産農家を代表

いたしましてお礼を申し上げたいと思います。特に、多頭肥育の方々は飼料分の値

上がりが半端ではなく支払いを猶予されております。このような御配慮に対し、厚

く、厚く御礼を申し上げたいというふうに思っております。

今朝の農業新聞にも、和牛子牛が平均が６３万円に落ちてしまっていると。非常

に難しい問題が発生しているような感じがしております。九州では６０万円台を割

るような市場も出てきているということで、恐らく今度、９月の市も非常に厳しい

んじゃないかなというふうには思っているところでございます。

コロナよりはロシアによるウクライナ侵攻や円安の影響で、農家経営が難しさを

増しております。原料の輸入依存度が高い肥料や家畜用の飼料、牧草など生産資材

が値上がりしている。他方、米・農産物価格は低迷をしております。肥料は中国の
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輸出規制なども重なり、３６．５％の上昇をしております。飼料はトウモロコシ国

際取引市場の上昇や円安の影響で２０．３％の上昇となっております。農産物の価

格変動を示す指数は伸び悩み、７月時点では１．２％の下落ということで、野菜は

１０．６％上昇しましたが、問題の米は１６．６％の下落、また、畜産物も２．４％

の下落となっております。農家はこの生産資材の値上がり分を農産物の売上げに転

嫁できない。そもそも農業者が農産物の値段を決められない現実があるからであり

ます。

政府は、肥料の値上がり分の一部を農家に補塡する支援策を導入しましたが、本

年度の農作物の作付けにも影響があるのではないかと思っております。

町長は、どのような見解をお持ちかお伺いしたいと思います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

いろいろな形での影響といいますか、コロナというよりかはいろいろな国際情勢

の中で円安とかウクライナ情勢の中でこういう形になってきたという話であります。

ですので、緊急対策の中で燃油とか飼料とかいろいろな形で国が出てきておりま

すが、また国はその中で、セーフティーネットをしっかりとつくって、補塡分を出

していきますよという話でしょうけど、標準単価よりか出ていったときに。やはり

これは各自治体がどうのこうのする域をもう脱っしているというふうに思います。

これは国策として、やはり守るべきものは守っていかなければならないという方針

の中でやるべきものではなかろうかというふうに思っております。

例えば、昨日、話したようにブロイラーなんかどうなるのかという話で、ブロイ

ラーはある程度、商社がついていて、今のところ持ちこたえているという話であり

ますけど、そこが今度はどんどんどんどん、例えば、セーフティーネットで賄って

いたとしても、それでも駄目だというときに、今より飼料高騰を生産者のほうに３，

０００円、４，０００円上乗せしますよという話になったときに非常に打撃を受け

ると。それは量も多いから、年間のブロイラーで言えば。補助金の枠を超えてると

いう、もう金額的に膨大になってくるという話になってきますので、やはりそこ辺

は国がしっかりとした対策の中でやってほしいと思っております。

ですけど、町としてもそうなったときにいろいろなことでそこが倒産するとか、

「倒産」という言葉はあまりよくありませんが。非常に苦しくなったとき、放った

らかしとっていいとかという話になったら、またちょっと違うという気がしてきま

す。そのときにはやはり皆さんに提案していって、「こういう形で困ってるから、こ

ういう制度設計をしたが使っていいか」という話を差し上げたいということで乗り

切っていかなければならないと。

これがずっと続くとどうなるのかということになると、やはりどうしても「国が

ですね」という話になってきますので、やはり国がしっかりとしたそういう制度設
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計をして、生産者が困らないような形にしていくのが理想だと思っております。

その次に、私たちが補塡というか、「どうしても」という部分をやはり考えるべき

ところではなかろうかと。コロナとそういういろいろなものがかみ合って、非常に

厳しいところだというふうに思っております。畜産のほうで、その緊急対策で６７

件くらいでしたかね、そこに１，９００万円ちょっと、２，０００万円弱ですけど、

６００何頭と５００何頭の子牛の飼料代の高騰分ということで出させていただきま

したが、本当に畜産農家さんから言わせると、「ありがとうございました」という話

なんですが、これで終わってしまえばいいんですけど、これから先まだという話で

あります。「そんならどんげするとか」と言ったときに非常に頭が痛い問題かなと思

っておりますので、畜産だけではなくて、前も言いましたようにこれからトマトの

重油、キンカンとかそういうものがどんどんどんどん出てくるということになって

きますので、国のほうが施設園芸のセーフティーネットなり畜産関係のセーフティ

ーネットを非常にしっかりとしたものをつくって、そこで対応していただきたいと

いうのが本音でございます。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【９番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 山本 文男】

９番、甲斐 秀徳議員。

【９番 甲斐 秀徳】

今朝の新聞にも載ってましたけれども、子牛の価格が安くなってきたと。２年前

に買ったときの牛の子が８０万円前後ということで、それが今やっと出荷して肉に

なる寸前ということで、なってるのもあるんでしょうけど。その中で、さっき言っ

たように飼料が高くなってる。その上に牧草まで高くなってるもんですから、採算

性がもう全然ないというようなことで、牛の肥育農家さんが非常に困ってるという

ことです。

ただ、肉自体はそんなに下がってないと。キロの値段から言えば。２，３００円

くらいですかね。課長は覚えてないですか。そういう状況の中で今、推移している

というような形でございます。

しかし、為替レートが変わってきたものですから、今度は外国産か何か輸入する

肉が高くなってしまってるので、そこのところも問題も出てきて逆に和牛にとって

は助かっているところもあるんですけども、なかなかそこのバランスというのが難

しいところがあるというふうに思います。

私の考えとして、来年の作付、米なんかの作付が減らなければいいなというふう

に思っております。この前から早期水稲の買入価格が、農協が１週間ごとに２００

円くらいずつ下がっていって、結局、物すごい早期水稲が安くなって、それも余っ

ているというような状況でございます。だからこの点がどこまで波及していくのか

なというふうに思います。

今後、もうこんげなことやっとったって、これじゃついでだからもうやめようか
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というふうな、おまけに今度は肥料分が相当、高くのしかかってきますので、そう

いうことも考えたらやはり「この際、やめようか」というような方が出てくると困

るものですから、そういうところの把握をぴしゃっとしていただきたいなというふ

うに思います。

また、ハウス栽培農家の燃料補給対策が今後あります。

あと一つは、私が気にしてるのはビニールシートの張替えが今後、相当、出てく

ると思うんですが、ビニールシートもやはり石油関係ですのでなかなか値段的には

大変なんですね。そういうところに関しての補助というか補給は考えていないんで

しょうか。町長に伺います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

施設園芸のビニール被覆をするときのビニールですね、これは国の制度事業の中

で構築がされているということと、うちはビニールの補助はできなかったかなと。

生産資材のハウスのパイプとかああいうやつはできたはずなんですけど、ビニール

は消耗品ということでできんかったかなと。ちょっと農林振興課長にそこ辺は答弁

させますけど。

ビニール関係は、国のほうがそういうことでやっているということで、本当に高

騰しているということであります。ハウスを持って経営しているいろいろな施設園

芸農家は同じだろうと思っております。特に、ミニトマトは毎年、毎年、張替えを

していくという形もありますので、キンカンなんかは５年か６年くらい放ったから

しとってもいいという話ですけど、そこ辺の差が出てくるので、どうしてもやはり

そこ辺の生産に対するというか圧迫は出てきてるということかなと思っております。

今後、その飼料とかいろいろなものを輸入に頼ってきたというか外国に頼ってき

たと、そういう部分で頼ってきたが、今になって自分たちでどうのこうのがなくな

ってると。やはりそのなくなった部分をもう一回、戻さないといかんちゃないかな

という気がします。輸入の依存からやはり自国で生産していくと。米でもそうなん

だと思っております。自分たちで自給率を上げる、自給率なんですけど、そういう

形ですると。

ミニマムアクセスなんかも、何で米がこんげ余ってるのに外国から取らないかん

かという話になると、おかしいっちゃないかという話になってきますので、やはり

そういうことを考えるとちゃんと自給自足ができるような生産体系をつくっていく

ほうが望ましいのかなあというふうに思っておりますので、１つの転換期というか

そういう部分が今、訪れているのではなかろうかと。ですので、町の産業振興もい

ろいろな形で考えるべき部分が出てくるということもいえるのかなというふうには

思うところです。

以上です。
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【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【９番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 山本 文男】

９番、甲斐 秀徳議員。

【９番 甲斐 秀徳】

農業というのもシリアスなものですから、なかなか着いていけないところもある

んですけども、実質、支払いになったときに「え、こんげなったっちゃろかとか。

こんげ払わないかんとやろか」ということを農家さんから聞きますので、そこのと

ころを今後、注視していただきたいなというふうに思っておるところでございます。

あと、アフターコロナでまた述べます。

次に、林業についてお伺いいたします。

これは昨日、兒玉議員が質問されましたので、改めて質問いたしませんけれども、

これについて、町長は何かウイズコロナで言っておきたいことがございましたら。

ありませんか。なければいいんですけど。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

やはり一番大切なのは、今、ウッドショックということである程度、材価格が平

均化してきていいというときで売ったほうがいいっちゃないかということを考えれ

ば、やはり林家さんは売ったほうがいいというふうに思います。

ただ、その後が問題ということで、再造林をしっかりしてくださいよという話を

せんと、そこが空いてくると、うちが考える山林の多様性というのがなくなってく

るとぼんぼんぼんぼん空いてくると裸山になってくるということになると非常に問

題ですので、やはりそこはしっかりと再造林をしてくださいという話になろうかな

と。

森林の計画を上げるときに、そういう計画で上がってくるとは思いますが、これ

は罰則がありませんので、そのままになったりそういう形になる可能性があると。

ですので、これを保安林化してしまうとどうかという話になると、絶対せないか

んという話になりますので、再造林は。やはりそこ辺でも違うのかなという部分で

いろいろな形の多様性とか今後の町有林を考えたとき、民有林も一緒なんですけど、

保安林化ということに行きつくということであります。

言いたいのは、再造林をしっかりやらんとおかしくなりますよということかなと、

私は思っております。
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【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【９番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 山本 文男】

９番、甲斐 秀徳議員。

【９番 甲斐 秀徳】

昨日、ある程度、討論してますので、そこについてはあえて割愛しますけども、

私が林業体制について言いたいのは、今、伐採が物すごく、どこもここも進んでい

ます。現時点で役場の向かいのほうも伐採が始まってるんですけども、これは２年

前に買って今、伐採が始まっているというような状況でございます。あのときの価

格と今の価格の差が相当あるんじゃないかなというふうに思いますので、それはそ

れとして。

あと伐採後の道路です。道路の維持管理、それをぴしゃっとしていただきたいの

と、それから昔みたいに架線でしないけれども、作業道をどんどんどんどん抜いて

いくのは結構なんですが、道路として使えるところはぴしゃっとして残してもらっ

て、そのほかのところはぴしゃとして、後、埋め戻しをはっきりしていただきたい

なというふうに思っております。そうしないと、やはり台風の後、相当な影響が出

てくるというふうに思っておりますので、そこのところだけを確約をお願いしたい

んですけども、いかがでしょうか。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

確約というか、結局、そういう申請が上がってきたときにこうしてくださいねと

いうことで申請許可というかそういう中で農林振興課のほうは指導してるというこ

とだと思います。それが守られているか否かはちょっと別なんですけど。そこにこ

ういうことでしなければならないというマストというか強制力というものがあると

非常にいいんでしょうけど、そういうものもないということですので、あとは業者

さんの良心というか、そこ辺になってくると。

しかし、やはりその前に鉄板を敷くなり養生という形の中でしようということで

お願いしてますので、今後もそういう方向でしっかりと後まで養生してくださいね

という話の中で進めさせていただきたいと。もう本当に道ですので、悪くなれば本

当、悪くなれば、町がやはり補修をしていく必要は出てくるというふうには思って

おるところです。

以上です。

【議長 山本 文男】
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町長の答弁が終わりました。

【９番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 山本 文男】

９番、甲斐 秀徳議員。

【９番 甲斐 秀徳】

終わった後は再点検をしていただいて、道が壊れていたらそこを直してもらうと

いうような形で、生活道路及び農道ですのでよろしくお願いしたいなというふうに

思っております。時間があまりないですので、次に行きたいと思いますけども。

商業について、伺いたいと思います。

気になるのは、この頃、放送が流れております。美郷町プレミアム付商品券が残

っているのでということで放送があっております。限度額を倍にする放送が流れて

おります。当然、町内の購買所も滞っているのかなと思ってるんですけど、現在ど

ういうふうな状況になってるのかをお伺いしたいと思います。

【企画情報課長 田常 浩二】

議長。

【議長 山本 文男】

企画情報課長。

【企画情報課長 田常 浩二】

それでは、販売状況について私のほうから御説明したいというふうに思います。

以前の議会の際には、「残った際には町外の方に」ということでのお話を私、「商

工会のほうと進めさせていただきます」ということでお話ししておりましたけども、

商工会の理事会に諮った際に、商工会のほうからは「町外者というよりはまだまだ

欲しい方が町内におられるので、その枠を増やしたほうがいいんじゃないか」とい

うことで発行者である商工会のほうで決定がなされて、こういうことになっており

ます。

現在は、販売額を５万円から１０万円に増やしてということでの販売をしており

ますけれども、８月３１日現在、８月までは限度額を増やしておりませんでしたの

で、その際には全１万２，０００冊のうち販売冊数が８，１６８冊、６８．１％の

販売であります。その際の購入世帯が９１６世帯ということで、これまでは前期で

は３００世帯程度が購入しておりましたので約３倍程度の世帯数の伸びがあったと

いうことでございます。

それから、９月１日からは販売額を増やして販売してるんですけども、１日に約

５００冊から８００冊程度が売れているようで、近日中にはもう販売が全て終わる

見込みとなっております。９月５日現在では約２，０００冊程度が残として残って

いるという状況でございます。

以上です。

【議長 山本 文男】
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課長の説明が終わりました。

【９番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 山本 文男】

９番、甲斐 秀徳議員。

【９番 甲斐 秀徳】

残っているやつは何とか売っていただいて、町内の冷え込んだ購買力を高めてい

ただければ非常にありがたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。

それから続いて、建設業の件なんですが、建設業の現状についてお伺いしたいと

思います。

コロナ禍で従業員がコロナにかかり施工が遅れるようなことは発生していないの

か、どこの現場も順調に推移しているのかをお伺いしたいと思います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

そういう現場もあったということは多々、聞いておりますけど、それが全部かと

いう話になると違うっちゃなかろうかと。私のほうでそんなに詳しく把握しており

ませんので、建設課長からそういうことをちょっと答弁させていただきます。

【建設課長 林田貴美生】

議長。

【議長 山本 文男】

建設課長。

【建設課長 林田貴美生】

町内には１２業者ございます。全て聞き取りを行ったんですけれども、従業員の

感染はあったものの会社を閉鎖して工期が延伸するようなことはなかったというこ

とで確認をしております。

【議長 山本 文男】

課長の説明が終わりました。
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【９番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 山本 文男】

９番、甲斐 秀徳議員。

【９番 甲斐 秀徳】

「多々あった」ということなんですけども、やはり建設業はどうしてもマンパワ

ーですので、健康に留意していただいて、工期に間に合うような状況をつくってい

ただければ非常にありがたいかなというふうに思っております。

次は、イベントについて、お伺いしたいと思います。

祭り、催しなどは昨日の話では町として規制しないと言っておられましたが、伝

統芸能などを十分な防疫を徹底して行えば行ったほうがよいと考えますが、宮崎市

では花火祭りなども行われる予定になっております。

例えば、田代神社の祭りなどみこし担ぎは厄いなどの息災を祈願する神事であり

ます。また、同級生の集まりなどもあり、防疫などを徹底し、こんなときだからこ

そ行うべきだと思うんですけれども、どのように考えておられますでしょうか、お

伺いします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

神社関係等々は、やはりこちらがどうのこうのいうことはなかなかできませんの

で差し控えさせていただきます。そこはそこでそこの人たちがどう考えるかという

ことでの開催か否かということになろうかと思っております。

町もいろいろなイベントを今まで中止をしてきました。それもいろいろな地域と

いうか、実行委員会がありまして、その中でどうするかという話をしていただいて、

こういう状況であればやはり開催は難しいという話になって、現状、現時点に至っ

ているということであります。

私のほうがやれやれという話でもないと思っております。やはり何を根拠でやれ

というのかと。そして、やった後、ほら見よという話にもなりかねないということ

で、やはりそこ辺がウイルスでありますので見えませんので、やはり町民の健康と

かそういうものを考えたら、大多数が集まってどうのこうのという部分はなかなか

こっちのほうが「やろうや、やろうや」という話ではなかなか進まないということ

であります。

今度の１０月２９日になりますけど、以前、３月にやったような形で花火とかテ

イクアウト、ああいう形ならそんなに感染を助長するようなことにはならないと。

前もそれが原因でどうのこうのということは起こりませんでしたので、そういうこ
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とからどんどんどんどん初めてやっていったらどうかというふうに思っております

ので、本当に来年頃は、来年といいますか師走祭り辺は何も考えんでできるような

状態になればいいなあというふうに願い思うばかりです。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【９番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 山本 文男】

９番、甲斐 秀徳議員。

【９番 甲斐 秀徳】

町としては積極的にやれやれということはできんでしょうけども、ある程度の了

承はしていただければありがたいかなというふうに思っております。これは防疫を

徹底した段階でやっていただくような形で、いろいろな振興団体があるからそうい

うことでやっていただければ非常にありがたいかなというふうに思っております。

やはりこんなときだからこそ、１つの起爆剤となるような形も必要じゃないかな

というふうに思っておりますので、それはそれなりに理解していただければという

ふうに思っております。

それから次に、アフターコロナの産業振興について、お伺いしたいと思います。

町長の本年度の施政方針で述べております。「コロナ後の新しい社会の開拓」とい

うふうに述べております。これはどういうことを目指すのかをお伺いしたいと思い

ます。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

コロナ前とコロナ後と、コロナの中ということで何が変わってきたのかという話

であります。

そういう形に見たとき、やはりいろいろな形で被害をというか、それで被害をこ

うむっている場所と、全然それは関係なく進んでいる産業といろいろありますので、

そこをしっかりと今度は精査して、このコロナ禍で与えた産業への影響というもの

をやはり精査する必要があろうかと。

いろいろな形で今、さま変わりをすると、今さっきの円安とかウクライナ情勢と

かそういう話の中で、やはりちょっと変わってきてるのではなかろうかというふう
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に思います。それと、地球温暖化という問題が出てきて生産物もちょっと変わって

くるのかなという部分もありますので、コロナだけではなくて、やはりここで立ち

止まって１回全部、見る必要があるのかなというふうに思っております。

今までずっと基幹産業としてやってきた部分と、これからやる部分はそれでいい

のかということもやはり精査して、そういう部分を考えていく必要があると。本当

に今度はこういう形でやっていったほうがいい、こういう生産物のほうがいいとい

う形になれば、そういう生産物は若い人たち、担い手にやっていただく。そして、

今までどおり高齢者のほうはなかなか転換は利きませんので、それはそれとしてや

っていくと。二重構造みたいな形になりますが、いいもの、これから続けていくも

の、また新しくするもの、やはりそこ辺は精査してしっかりと基盤を整理すること

かなあというふうに思うところです。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【９番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 山本 文男】

９番、甲斐 秀徳議員。

【９番 甲斐 秀徳】

昨日の新聞だったですかね。その中で、コロナで妊娠控えというような形で載っ

ておりました。やはりいろいろな形でコロナを気にしていて、妊娠を控えているん

だろうと思います。当町では、それは当てはまらないと思うんですけども、やはり

そういうことで過疎が進むんじゃないかなという気もしておりますので、こういう

ことがないような少しでも経済活動も進めながら、ビフォーコロナのような経済活

動になっていくように、我々も少しずつ努力をしていかなければというふうに思い

ます。そうしないと、ここで止まってしまったら、再生産性がなくなってもう未来

もなくなりますので、コロナに気をつけながら今後やっていただきたいなというふ

うに思っております。

それから、農業に関しては、今、肥料なんかが物すごく高くなっているので、そ

の肥料を削減する意味でも牛ふんとかいろいろなたい肥を利用して購入費を減らし

て、以前と同様な生産性を上げられるような努力と、考え方も変化させる必要性が

あると思います。

また、スマート農業への転換ということで、ドローンで農薬削減。現に「ＡＩ×

ドローンで栽培した安心安全なスマート米」というのがあります。味わってみては

どうかとＰＲを株式会社オプティムがやっております。今はこういう新しい方式の

米も出ておりますので、我々としても前向きに取り組んでいかないと、あれもこれ

も高くなったで後退していたらしょうがないんですけども、そういうことでやって

いければというふうに思っております。

町長にもちょっとお伺いしたいんですけども、今後、たい肥を利用するように積

極的にしていただいて生産性を上げるということについて、いかがなものかお伺い

したいと思います。
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【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

今までどおり、やはり生産者に対していろいろな支援はしていくことになろうか

と思っております。その中でいろいろな農業形態が変わってくる、スマート農業と

いう話ですけど、そういう形の中でいいものを取り上げて、どんどんそれを補助し

ていくというか、そういう形のほうがいいかなあと思っております。

ですので、肥料やらが高くなっているという話がありましたけど、肥料は今まで

どおり一旦、「こんげな肥料をまきなさいよ」言われれば、そのまま、まいてたとい

うことではなくて、やはりその土壌診断とかそういうことをすれば、余分な肥料は

まかなくていいという話になりますので、やはりそこ辺から無駄を省くような農業

というか、そこ辺をすれば若干またその分が農家さんの手取りになっていくし、い

ろいろな角度から近代農業といいますかスマート農業といいますか、そういう部分

を追求していきたいと思っておるところでございます。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【９番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 山本 文男】

９番、甲斐 秀徳議員。

【９番 甲斐 秀徳】

大体、分かりました。あと時間がなくなっているので、教育長が待ってますので、

教育長に今度は変えたいと思います。

ウイズコロナの学校教育について、お伺いしたいと思います。

コロナウイルスになり３年目を迎えております。児童生徒のコロナ感染について

お伺いしたいんですけども、今までどのくらいかかって、クラス閉鎖あったのかな

かったのかということをお伺いしたいと思います。

それと、一問一答にしよっとちょっと時間がないのでぱっと質問だけしておきま

す。

先生の感染状況はどうであったかと、をお聞きしたい。

先生の業務が増えたんじゃないかなというふうに思います。例えば、検温とか消

毒の徹底をするために子供に指導という、それについて。

３問目が、今年度のコロナのために中止になった行事がありましたら、教えてい
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ただきたいと思います。

その他のものに振り替えた行事がありましたら、その行事名を教えていただきた

い。

それから次は、今後の運動会はどういうふうにするのかというのもお伺いしたい

と思います。

それから、感染のときにリモートの授業はあったのかどうかというのもお伺いし

たい。

それからもう一つなんですが、この新聞に載ってましたけども、「子供たちがコロ

ナによって制約された生活が精神的負荷となり、ゲーム依存症、オンラインゲーム

に没頭し不登校に至る事例が目立ってきました」ということが書いてありますが、

これについて、ちょっと質問が多いんですけどもお願いしたいと思います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【教育長 大坪 隆昭】

議長。

【議長 山本 文男】

教育長。

【教育長 大坪 隆昭】

時間がありませんので、早目に答えていきたいと思っております。

この当初ありましたウイズコロナ等について、子供たちに対しましてはやはりい

つ・どこで・誰がかかってもおかしくないものであって、そしてかかったとしても

適切に対処していけばそれほど重症化するものではないということ。これをしっか

り子供たちに理解させた上で、コロナ差別といったものにつながらないような対応

をしていくということで、学校には指導してお願いをしているところです。

そんな状況であって、９月５日、昨日までの現在でこれは述べ人数ですけれども、

８６名の学校関係者からコロナ感染者が出ております。その中で教職員は２１名と

なっております。この２１名についてはこちらに居住している先生もあれば日向市

や延岡から通っている先生方もおりますので、美郷町が把握している数とはちょっ

と違ってきているのではないかと思っております。

このことについての先生方の業務なんですけれども、多忙さというのはやはり感

染を広げてはならないというようなことで、やはり階段の消毒とかトイレの消毒な

どそういったものはあっておりますけれども、それはふだんも掃除をしております

ので、それほどこれについての仕事がふえていってしまったというようなことは聞

いておりません。

それから行事についてなんですけれども、参観日とかそういったものについては

数を減らすというようなことがあっているようです。それから運動会について、一

番感染を拡大するところは食事中ということがありますので、午前中で運動会を打

ち切ってはどうかということでＰＴＡのほうに初年度に対応したところ、お母さん

方からは大変、好評だったと。お弁当を作らなくていいということで。それから、

今現在も、今年も運動会を午前中でやっていこうと。これはコロナに対してなんで

すけども、そういうことになっております。
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それからリモート授業、今現在、学校でも欠席している子供たちにはタブレット

を持ち帰り、教室で授業をしていきながら家庭で授業に参加するというようなリモ

ート授業をしております。

それから不登校につきましては、コロナ感染とかそれからゲーム依存での不登校

というのは現在、把握しておりません。

以上です。

【議長 山本 文男】

教育長の答弁が終わりました。

【９番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 山本 文男】

９番、甲斐 秀徳議員。

【９番 甲斐 秀徳】

コロナに対する子供たちのストレスがたまってるのかたまってないか分からない

んですけど、教育長としてはどういうふうな考えをお持ちでしょうか。

【教育長 大坪 隆昭】

議長。

【議長 山本 文男】

教育長。

【教育長 大坪 隆昭】

子供たちのストレスというものに対しましては、学級担任だけではなくて学校に

は養護教諭がいたりとか、それから教頭などの管理職もおりますし、そういった者

で組織的に子供たちに対応できるようにして、いろいろな人に相談できるような環

境を整えている状況です。

以上です。

【議長 山本 文男】

教育長の答弁が終わりました。

【９番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 山本 文男】

９番、甲斐 秀徳議員。

【９番 甲斐 秀徳】

分かりました。いろいろなおもしろい雑誌があるんですけども、「コロナを生きる

ウイズコロナの学校教育」というものがあるんですけど、コロナ禍でいろいろな子
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供の心理的なことについて書いてある条文がありますので、これを見ていただける

と非常にありがたいかなというふうに思っております。

「子供はコロナによる休校を歓迎している」と。全然、我々の思いとは裏腹のよ

うな感じが書いてあるから、そういうのを一緒に見ていただければ非常にありがた

いかなというふうに思っております。

時間になりましたので、これで一般質問を終わりたいと思います。

【議長 山本 文男】

これで、９番 甲斐 秀徳議員の質問を終わります。

【議長 山本 文男】

ここで、休憩といたします

再開を１１時４０分とします。

（休憩：午前１１時３５分）

（再開：午前１１時４０分）

【議長 山本 文男】

休憩前に引き続き、一般質問を行います。

次に、７番、那須 富重議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。

なお、途中で時間がありませんので、残った分は午後に再開したいと思います。

よろしくお願いします。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

それでは通告をしておりました質問をさせていただきます。マスクを外させてい

ただきます。

昨夜の１１号台風で、今年４年連続の期待がかかります特Ａ米の出来に大きな影

響が出るんじゃないかと思って、今朝、起きて水田を見て周りました。ちょっと安

堵の胸をなでおろしたところでございます。大変、今年は台風の行方が気になる年

であります。

それでは、森林環境譲与税についての御質問をいたしたいと思います。

７月２０日と２１日に町長と一緒に上京いたしまして、衆議院議員会館の１２階

の会議室におきまして、江藤衆議院議員、地元選出の国会議員の秘書３名の方に同

席をしていただきまして、中央省庁の国土交通省、農林水産省、環境省への要望活

動を行ってきたところであります。

今日の質問は、農林水産省へ行いました鳥獣被害防止対策の予算の確保について

と森林整備事業の予算の確保、及び森林環境譲与税の使途についての２件のうちの

森林環境譲与税についてのお尋ねでございます。
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今回、要望先の林野庁からは、森林整備課長、森林集積推進室室長、特用林産対

策室室長に出席をいただきまして、直接、要望して、中央の斬新な答弁をいただけ

たと手応えを感じたところであります。

改めまして、この森林環境譲与税について、町長の所見をお伺いいたします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議員がおっしゃいましたように、各省庁の要望活動、ありがとうございました。

本所の職員もしっかりと地方自治体の実情を分かっていただき、その中でどう考え

るかということで、意見を出していただき本当に有意義な要望活動になったのでは

ないかというふうに思っております。

この森林環境譲与税の考え方というか、議員おっしゃいますけど、これはたしか

昭和６０年頃の水源税構想から始まったのかなあというふうに認識をしております。

ですので、かなり長い年月をかけて、前倒しですけど、環境税として各自治体に

お金が入るようになってきたというふうに認識をして、本当にありがたいことだと

思っております。その間の苦労は並大抵なものではなかったろうというふうに思い、

また感謝をするところであります。

国から下りてくる地方交付税というやつがありますけど、交付税は交付税でそこ

の財源を埋めるという話でありますが、もう一つこの譲与税ですね、地方譲与税と

いうものがあります。この譲与税は何かというと、地方公共団体の実勢を損なわず

に地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的な運営を補償するために、国税

のうちという話の中で、本来、こうして地方にやらないかんよという金を１回、国

が集めてそれをやるということですので、それを譲与するという話になれば、私は、

この地方譲与税は森林の何に使ってもいいという解釈ではいます。

最終的に、やはりホームページの中で上げて、国民が賛同すればいいんですよと

いうことになっておりますので、私は、その森林環境譲与税については、あくまで

も譲与税という名前がつく以上、やはりそこの自治体の裁量に任せていいんではな

かろうかというふうに思っておりますので、そういう考え方で譲与税を把握してる

ということであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。



35

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

今、森林環境譲与税の生い立ちというか、話がありましたが、資料によりますと、

この森林環境譲与税の導入につきましては３０年来の歴史があるようでございます。

ある東北の一自治体の首長が、ぜひ山林の公益的機能を税金で賄うべきだという

主張をされました。しかしながら、国のほうがなかなかそれを認めがたいというこ

とで今日まで、平成３０年まで来たわけです。

そういった中で、宮崎県では県土の７６％を占める森林は清らかな水を貯え、川

や海を育み、自然災害から県民の生命や財産を守るとともに住宅の材料となる木材

を供給するなど、私たちの暮らしにとってかけがえのいない存在であるとして、国

に先駆けまして平成１８年から県や県民、森林所有者などが共同して取り組む森林

環境の保全のための施策に必要な財源として、宮崎県森林環境税を創設しました。

そして、この宮崎県森林環境税を活用して、令和３年度からは新たに、１つ目が

県民の理解と参画による森林づくり、２つ目が多面的機能を発揮する豊かな森林づ

くり、３つ目が森林を育む時代の人づくり、これを柱といたしまして、森林を県民

みんなで守り育てる意識の醸成や健全で多様な森林づくり、森林環境教育などに取

り組んでいるところであります。

町の面積が９２％の山林を有する本町の森林行政の貢献は大変、大きいと考えま

すが、町長の考えをお尋ねいたします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

本町は９２％が山林ということで、議員が言われました県が持っている森林環境

税、均等割にこれは５００円だったと思いますけど、加算して県民から取ってると

いうことです。これを県がいろいろな形で、言われたような事業に使っているとい

うことで、本町９２％が山ということで、多様性というか山のありようをしっかり

とつくってきたということに関しては、非常に貢献度は高い。

そして、かてて加えてという話の中で、カーボンニュートラルという話になれば、

まずその価値も出てくるということで、ひっくるめて言えば貢献は高いというふう

に思っております。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。
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【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

この宮崎県森林環境税の内訳を見ますと、個人の県民税がこのうちから年額５０

０円ということで出ております。それから法人県民税、均等割の５％相当が充当さ

れているということでございまして、現在のところ３億円程度が集められているよ

うでございます。

林業先進の自治体が先行して森林の持つ公益的機能の低下の対策を打ち出す中、

こういった中で国も平成３１年４月に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律

の施行に踏み切りました。これは地球温暖化防止、災害防止に向けて国土保全など

の公益的機能の維持増進を目的に、個人住民税均等割課税対象者から森林環境税を

年額１，０００円を徴収し、これを財源に都道府県市町村に森林環境譲与税として

交付するものであります。

課税対象者は約６，０００万人、金額にして６００億円になります。森林環境税

の課税は令和６年度ですから、それに先立って都道府県市町村への森林環境譲与税

の交付は令和元年度から先行して実施されております。その令和６年度までの財源

は、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用しております。

令和元年度の交付金は２００億円となっておりまして、宮崎県の譲与額は市町村

へ令和元年度４億６，０００万円に始まり、令和６年度は１０億６，０００万円と

なる予定です。

お尋ねします。現在までの本町への森林環境譲与税の譲与額は幾らかを伺います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

前倒しで地方公共団体金融機構準備金を活用してやっているということで、令和

６年度から本税にかけるという話でありますが、平成３１年度に４，４１３万６，

０００円の譲与税が入っております。令和２年度が９，３７９万円、そして令和３

年度が９，４０９万７，０００円ですので、合計２億３，２０２万３，０００円と

いうことであります。そして、本年度でありますけど１億２，１７３万６，０００

円が入る予定ということでありますので、合計すると３億５，３００万円、４００

万円相当の額が平成３１年度から累計で入ると。入ったという形になろうかと思っ

ております。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。
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【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

今日までに３億５，３００万円から４００万円ということで、非常に多額の譲与

税が入ってきております。

この譲与税の算定基準が林野率により補正される私有林人工林面積が５割、林業

従事者数が２割、そして人口により案分される分が３割となっておりますけれども、

本当に９２％の山林を有する本町の金額として、納得できる金額であるとの認識か、

お尋ねをいたします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

そこまではちょっと考えたことはなかったんですが、ただ、一番問題は人口比率、

そこを国に対して、あのときも言ったような気がするんですけど、「ここを変えても

らいたい」と。やはり山元の自治体と消費者側の自治体、全然、環境が違うという

話の中で、人口という部分を、人口割ですね、そこを変えればいろいろな率を変え

ないといけませんけど、そこは少しでちょっと下げて、山元にやはり面積のほうに

もっていけたらどうかという部分です。

ただ、最初は山元もそう考えるだろうということで、山元で木を切って誰が使う

といったら、結局、そういう都会が使うという話の中で、やはりその人たちが納税

者になるという話になると、めちゃくちゃな決め方をすると、税金を取ってるとい

う観点から、この環境税を認識してもらえないというか、そういうものがあったと

いう話をちょっと聞いてますので、今後もし言えば、議員おっしゃるようにこの人

口割というか、そこを変えていただきたい。そして、山元のほうの面積割を大きく

してほしいという思いはあります。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。
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【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

もう少し時間があるようですので。

確かに本当にこの人口減の中で進められている、人口減の面から言ったら本当に

不利な状況にあることは分かっております。

ただ、この森林産業を円滑に進めていくためには、どうしてもこの辺りのところ

を納得できるような金額が交付されるのが理想だと思いますので、そこの頑張りを

町長に期待したいところであります。

次の質問はちょっと長くなるかもしれませんので、ここで一旦、止めたいと思い

ます。

【議長 山本 文男】

ここで、休憩に入ります。

再開を午後１時とします。

（休憩：午前１１時５５分）

（再開：午後 １時００分）

【議長 山本 文男】

休憩前に引き続き、７番、那須 富重議員の一般質問を再開します。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

それでは、午前中に引き続き、森林環境譲与税についての質問をさせていただき

ます。

今までは、これはいわゆる支給された点についてお話を進めてまいりましたが、

今度はこれの用途の件のほうでお話をお伺いしたいと思います。

先日の農水省での話では、「これまで全国の市町村に５００億円の譲与税が支払わ

れているけれども、そのうちの使用済みは２２８億円である。多くの自治体が使い

道に制約があり、取りあえず積み立てている」との話でした。

そこでまず、美郷町ではこれまでどういった事業に使われたのかを改めてお伺い

いたします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】



39

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

美郷町の執行状況ということでございますが、言われるように全国で５４％、基

金が積まれてるということで非常に問題だと。要望活動のときもそういうことが起

こってるということで、やはりいろいろな形で使ってほしいという話でございまし

た。

平成３１年度、令和２年度、令和３年度で２億３，２００万円相当が入ってきて

るということで、その３か年間の内訳でございます。

森林整備意向調査に４７９万３，０００円。

担い手確保に９０５万１，０００円。

林業就業者の育成に４，１１２万１，０００円。

木造公共建築物等の整備で８，７００万７，０００円。

新たな組織の設立ということで３０万８，０００円。

基金取崩しということでこれは取り崩したということで５８３万１，０００円と

いうことです。

結局、１億５，３９４万２，０００円を、早く言えば「使った」と、「充当してい

った」ということであります。そういう事業の中で使っておりますということで、

令和４年度は、今、執行中でありますので、これが確定するまでははっきりした数

字は言えませんけど、全て１億２，１７３万円６，０００円譲与税が入ってくるこ

とになりますが、これを全て今回の議会に出してますけど、それを充当してるとい

うことで、全て使うという形にしてるところでございます。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

この森林環境譲与税、この事業の目的をしっかりと理解しまして、森林を守って

いかなければなりませんが、林野庁の課長から、「市町村の判断で法律の目的に従っ

ている限りは自由に使ってよい。そして、森林整備に貢献するものであれば、美郷

町で斬新なアイデアをもって整備ができていればよい」との答弁をいただいており

ます。

これは、今までに森林環境譲与税というのは非常に使いにくいものだということ

でなかなかちゅうちょされてて、その結果が基金として積み上げられてきたという

ことになっているわけですけれども、先日の要望活動の中ではっきりと担当課の課
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長から直接、そういう話を伺ってきましたので、かなり思い切った執行ができるの

ではないかというふうに期待をしております。

令和６年から課税が始まるときに配られた譲与税が基金として積み立てられてい

て、半分は残っているとなると、なぜ１人１，０００円を払わなければならないの

かという、そういうことになるというお話をしておりましたけれども、こういった

誤った懸念が現実の話にならないようにするためにも、基金として積み立てられて

いる森林環境譲与税を効率よく、より効果的に、そして、積極的に活用しなければ

ならないと考えます。

林野庁では、「今後、市町村の体制整備の進捗に伴い、徐々に増加するように譲与

額を設定する」としております。

そこでお尋ねをします。

本町の今後の森林環境譲与税の使途について、お聞かせください。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

今後の森林環境譲与税の使途といいますか使い道というのは、今、充当している

ような形の中でやっていきたいなという部分は基礎に置いて、昨日、お話がありま

した木質バイオマスですよね。これの結果によっては、建設費とかそういうことを

考えたときにやはり一応、基金の積立ては必要になるかなあという気がします。

ですので、令和６年度から１億４，８００万円くらいのお金が譲与税が入ってく

る予定でありますので、全体の建設事業費とか造っていったときにどのくらいかか

るかと。これは私の考えとしては、しっかりした先の将来のこれに充当していくん

だよという話が明確に示されていれば、そしてそこで使うということになれば、こ

れは国民の同意は得られると。ですので、これから外して考えると、一番大きいの

がそこかなということになります。

もう一つは、それこそ保安林化と。これをうちの職員がやっていくと、なかなか

進捗状況が遅くなると非常に迷惑をかける部分もありますので、やはり委託をして

どんどんどんどん書類を作って出していくという形のほうがよかろうと。

そしてまた差し戻し、これは間違ってますよという話もなくなりますので、です

ので、保安林化事業にも充てていきたいという部分で考えておりますので、大きい

のがそこの２つかなと。

一番、「基金でと」いう話になると、やはりその１億４，８００万円が令和６年度

から入ってくるときに、例えば、５年後にこんだけの事業でやるということでしっ

かりとしたものが決まれば、ある程度の部分はやりながら、半分くらいは基金積立

という形にならざるを得ないかなあというふうに思うところであります。

令和４年度においては「全て充当しますよ」という考え方でいますけど、今後、

令和４年度の木質バイオマス、結局、協議会の決定といいますか、そういうものを
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反映するためにはやはりそういう基金の積立が必要になるのではなかろうかという

ふうに考えておるところです。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

この木質バイオマス化、これは前段の議員が非常に積極的に進めていた話で、私

もそういう森林のバイオマスの発電にするにしても一番のおひざ元ですからそれが

あるのは当然のことであろうというふうに解釈はしておりますけれども、問題は、

この件について、先ほどおっしゃいましたけど、国民の理解が得られるのかどうか

ということですね。

結局、年間で１億２，０００万円か４，０００万円をいただいて、そのうちの半

分は基金として積み立てておいて、将来的にそういうバイオマス発電の建設に使用

するという理解がどこまで得られるのかというところが一番の問題点になろうかと

思います。それは林野庁のほうの御理解ももちろんいただけると思うんですけれど

も、そこ辺の周知をどのようにもっていくのかというところも気になりますが、そ

こ辺のところはどんなでしょうか。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

まず国民の理解を得られるかという部分については、私は得られると判断をして

おります。といいますのは、やはりエネルギー政策の中でクリーンエネルギーとい

う話がありますので、そうすると木質バイオマスはそれに該当しますよということ

で、問題ないかなというふうに思っております。

ただ、いつからやるかという話なんですけど、これは事業費を積み上げてみない

と分からないという部分があります。それと、国庫がどういう制度事業で出してく

れるか分からないということで、これは令和５年度に、令和４年度にやるかやらん

かということがしっかりしますので、やるという話で出てくれば、今度は積み上げ

ていきたいと思いますので、令和５年度に大体、事業費までつかんで、ほんならこ

んだけ要るという話になれば、今度はいろいろな形でその制度事業を引っ張り込ま

ないといけませんので、そういう段取りの中で６年、７年、８年くらい、そんなに

長くかかっとっても駄目だろうと思いますので、やはりそういう形の中で早く作る
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ならやはり作っていって、町民の利益に供したほうがいいということだと思います

ので、何年度にどうのこうのというのははっきり言えませんけど、やるという段階

に令和４年度に出てきたら、早いうちにそういう形で取り組みたいということにし

たいと思います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

確かに本当にこれは私もいいことだと思いますので、ひとつ手抜かりのないよう

にして、結局、国の全体の森林環境譲与税の制度という在り方について、そこら辺

りに悪い影響を与えないような形で、発電所なりできればよいと思いますので、一

つそこら辺りのほうは手抜かりのないようにお願いしたいと思います。

それと、やはり基本的にはいろいろな例が先日の要望活動の中でも使用例が出て

おります。

今のところ、苗木の生産とかそういったものも非常に足りなくなってきていると

いう話は数年前からあるんですけれども、そういったところへの助成といますか、

そういったところについてのお考えはいかがでしょうか。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

いろいろな形でそういう要望といいますか、そして基本でいう理解が得られるか

という部分との兼ね合いの中で、そういうことがあればこの譲与税を使っていいと

いう話になれば、やはりそういう形でやっていったほうがいいかなと。

ですので、今までになかったお金ですので、これをしっかりと使うことができ初

めてこの譲与税の価値が生きるというふうに思っておりますので、議員おっしゃる

ようにそういうものがこういうことにも使えるっちゃないかという意見がいっぱい

出てくると思いますので、そしてそれを一つ一つ精査しながらやっていくという形

でこの譲与税は使っていっていいのではなかろうかと。

最終的に、これはおかしいっちゃないかという話の中で言われても、国民の方々

が納税者なんですけど、この方々がいいですよという判断をすればそれでいいと。

ただ、いろいろな形で国会やら見てると、こういう使われ方をしたという部分で

出てきてるんですよね。結構、言われてるんですよね。そしたら何のための税金か

という話になってくると、非常に厳しいところがあると。そこは国会じゃないっち
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ゃないかという気がするんですよね。納税者がいいと言ったっちゃからいいっちゃ

ないかと。そこの国会でどうのこうのを議論する必要はないっちゃないかと、私は

一方的に思うんですけど、実際問題やはりそういうものが起こってきてるというこ

とで、国会のそういうところの質疑というか、それにはしてほしくないなとは思っ

てますので、言われた部分でそれを精査して、ほんならよかろうと思えば、どんど

ん議員のほうからも意見を出していただいて、そういうものに充当していって、山

元さんが、山元さんというか林家さんが非常に助かるような政策をしていきたいと、

そういうふうには思います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

確かにこの用途を間違えなければいいと思います。これは要望先の話でも担当の

課長から話がありましたけども、どこかの自治体の首長が、「森林を見に行くのに公

用車の購入に森林環境譲与税を使ったら」ということで、「それはあんまりだ」とい

う話がありましたけど、そういうことでなければいいかと思います。

本当にこれはしっかりとはっきりとしたお言葉として、美郷町で斬新なアイデア

をもって整備ができていればよいと、そういったお話をいただいてますので、手順

を間違えずにやっていけばかなりなことに使えると思いますので、ひとつお願いし

たいと思います。

この森林環境譲与税が有効に活用されまして、森林の整備、人材育成、確保につ

ながりまして、木材の利用促進が図られれば木材搬出元の本町の経済効果は大変、

大きなものがあると考えますので、よろしくお願いをしたいと思います。

そこで、次の質問に行きたいと思いますが。

【議長 山本 文男】

２問目の発言を許します。

【７番 那須 富重】

それでは、次の質問で、先般、昨年の１１月から土壌検査の件です。

ここでちょっと話をしておかなくてはいけないと思うんですけども、私、この通

告書のほうに、「無田の土壌検査」と書いておりました。これを「土壌調査」という

ふうに変更したいんですが、これをお許しいただけるでしょうか。

【議長 山本 文男】

はい。

【７番 那須 富重】
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それでは、無田の土壌調査後の取組について、お伺いをいたします。

南郷の無田団地、それから先般、西郷田代の舟ヶ迫団地のほうがちょっと問題に

なっておりまして、いわゆる土壌が非常に悪いということです。

これはなぜかといいますと、南郷のほうでは無田団地は昭和４０年代から５０年

代の農地造成によって整備されました団地で、完成後は、当時、ブームでよいとさ

れておりましたお茶を中心に栗等の植栽が進められてきました。期待された栗はう

まく育たないところが多くて、近年、お茶も採算も合わないと諦めて、シキミ等に

植え替える農家もおります。

しかし、１枚の畑の中でも土壌のよいところと悪いところがあり、思うような成

果が得られていない状況にあります。そういった中で、農林振興課が専門業者に依

頼をいたしまして、昨年１１月から今年３月に、スマート農業と生産団地創出支援

事業によります美郷町農業生産団地土壌調査を実施していただきました。無田団地

の土壌調査結果が行われましたが、この件につきまして町長の感想をお聞かせくだ

さい。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

御案内のとおり、今、議員がおっしゃったような経緯の中で、無田地区の圃場整

備でありますけど、県営の農地開発事業によって造成をしてきたということであり

ます。それはそれでよかったんですが、いろいろなものを植えて何やかんやという

話の中でなかなか育たないということがありました。

ちょうど振興局の課長やらといろいろと話しをすることがあって、「こういう地区

があるっちゃけど、何かいい方法はないっちゃろかいねえ」という話をしたら、昨

年度ですけど、「調査してみましょうか」という話で、「ほんならできれば、補助事

業でやってほしい」という話で「やりましょう」という話です。

結果は、受け答えは農林振興課長に、ちょっと私も分からない部分がいっぱいあ

って、結果というか私の思いは、やはり「悪い」と。まず排水が悪いというか、水

が引かないというか、水があるというか、その中に。それと、土地がというか土が

固いというか、なかなか進行していかないという話の中で、結果的には今の状態で

幾らやっても育たないということだろうと思います。

ですので、そういう土壌調査、何か所か切ってやってた結果が、本当に悪い土地

ですねという結果だと認識をしております。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。
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【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

今、町長がおっしゃったように、今朝、私もずっと水田を回るついでにこの無田

のほうに上がりました。なぜかといいますと、ここに私も今のところちょうど１丁

歩ほどソバの種をまいております。そのソバの根入り具合を見てきたんですが、や

はり畑なのに、あのくらいの雨でもうちょっとした流れができてるんですね。そし

てソバの種が流れ出してきてるということで、非常に水はけが悪いというのが手に

取るように分かるんですよね。ここでいろいろな作物を作れといっても本当に大変

だろうなというふうな思いがしております。

いろいろな人に話を聞いても、最初の４０年代から５０年代のブームのときに栗

をたくさん植えられて期待に胸を膨らませて張り切っていたところが、もうどんど

ん栗の木が枯れていくということで、今、２反くらいあるんですけど、その中の栗

の木が昨年まで４本残っていたんですが、今年はもう２本しか残っておりません。

そこも私も「何とかしてくれないか」と頼まれて、取りあえず何かするためにソバ

をまこうかねということでソバをまいてるんですよね。

私がなぜそういうふうにやるのかというと、そういうふうにソバでも作って、ソ

バを作るということは耕しますから、その後に何でも使えるんですね。

後でまた話をしますが、そういうことで非常に条件が悪いという話はそのとおり

になっております。私も実感しておりますのでよく分かっております。

それから、私もこの４月２８日に土壌調査の結果を、これは南郷支所のほうのギ

ャラリーのほうで業者の説明を聞きましたけれども、山を削って谷を埋めただけの

農地造成では、谷だったところは表土が盛られて農地としてはよかったのですけれ

ども、山を削っただけのところは火山灰土壌が主体で赤土や瓦礫を含む硬岩層がそ

のまま基盤土として残っているところがありまして、全体的には有効土層が浅く、

根の伸長に必要な土層厚の確保ができてないところが多いようであるとの報告であ

りました。これは予想されたとおりの結果に大変がっかりしているところでありま

す。

無田地区の面積は１４ヘクタールありますけれども、現在、お茶・シキミ・牧草

畑がありますが、採算が合わないと年々、放置が進んでいる状況です。

そこでお尋ねをします。

この土壌検査の結果を踏まえて、今後どのように進めるのか、お尋ねをいたしま

す。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】



46

町長。

【町長 田中 秀俊】

結果的に原因が分かったということですので、「今後どうするか」ということにな

りますが、この結果を受けて、やはり全部を全部という話じゃなくて、やはり展示

圃場というかどこか区切って、そこにいろいろなものをできる限りのことをやって

みて、植栽をして、それから何か年かちょっと見ないと分からないという部分があ

りますけど、時間がかかるかなと思いますけど仕方がないことで、そういうことを

やってみて育つということになれば、今度はやはり地権者がいますので地権者を集

め、その地権者の方々が、所有者が、するかせんかはまた別問題で、その担い手と

かいろいろな形をやって、あそこを生産団地といいますか、何をするかということ

も出てきますが、取りあえず今度は茶とかシキミとか栗とかそういうものを植えて

みて、その生育状況等を調査したいと。

その生育がよくて生産性を持てると、そういうことで希望が持てれば、今度はそ

ういう方向に進んでいくべきではなかろうかと思いますので、展示圃場といいます

か、そういうものをやっていきたいなあと。

ですので、今のままでは何もないと。何もないというか、結果がこんげですよと

いうだけですので、そういうことをやって、あそこの無田地区は広い面積ですので、

どうかならんかということをやっていきたいというふうに思うところです。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

先ほども話しましたけども、近年、コロナ禍の中で繁殖牛の価格も下がってきて

おります。先ほどの質問の話の中にもありましたが、追い打ちをかけるように円安

により飼料等が値上がりをしておりまして、畜産農家は大変、厳しい状況にありま

す。そこで少しでも牧草畑を広げようかとする人もいるようです。

しかし、隣接する放置された畑に竹などが繁殖して素人ではなかなか手をつけら

れなくなっているところも散見されているようです。

今回の土壌調査と併せまして、この無田地区の改良のための暗渠排水工事の概算

事業費が算出されました。その事業費は、１０アール、反当たり約１７３万円とい

う費用が算出されているようです。自己負担が５％の制度事業もあるようですけれ

ども、この暗渠排水工事についての町長の考えをお伺いいたします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。
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【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

その先、結局、展示圃場を作ってどんどんなっていけば、今度は改良といいます

か、そういう整備事業が必要になってくるということで、５％の負担金という話に

なるときにどういう考え方をするかという部分が出てくるのかなあという部分で悩

むところであります。

その時に、今さっき言うように所有者が「もう、自分たちはせんと」いろいろな

形が出てくると思いますので、そこをどんげしてやる気のある担い手を集積してや

っていけるかという部分が今度は別の問題になってくるのかなと。そのときには皆

さんの力をかりたいなあと思っております。

１回、中間管理機構か何かに全部やって、そしてそれをもらって、何かそういう

形の中で５％というものができないかなと、今、単純に思うんですけど、何かこう、

やはり負担がかからないようにと。５％しますけど、それをいかに圧縮するという

か安くしていくかという部分が出てきますので、結局、元の金額が大きくなります

ので、５％といったら非常に負担がかかてくるということでありますので、またそ

のときには一生懸命、知恵を出して、何かいい方法でクリアできればなあというふ

うに思っております。

基本的には、畑なんですけど若い担い手といいますか、そこに集積させたほうが

いいかなあという感覚では、今のところいます。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

本当にこれはやはり無田でも使っているところもあるわけですから、なかなか判

断が難しいところだと思います。１４ヘクタールが全てそういう対象にできるとも

思っておりません。また地権者も意欲を持ってやっている人というのは本当に今は

少ないんですよね。見てみますと、手入れをよくされている方は野菜を片手間に作

っているとか、栗が先代から残っているのでそれを今、継承してやってると。新た

に何かを作ろうかというところが、今のところあるとすれば１件、２件あるかない

かくらいのところで非常に判断が難しいところです。

ただ、これを暗渠排水工事を本気でやるとなったときに、じゃあ住民の人たちが

どのように考えるのかというのは、先ほど町長もおっしゃいましたけど、説明会で
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も開いていただいて、その辺の取組から入らなくてはいけないと思うんですが。

この１４ヘクタールを土壌改良をやれば、田あたり１７３万円ですから２億数千

万円の改良費がかかるわけですね。５％といいますと、一千ちょっとですかね、一

千数百万円のお金になるわけですけれども、そういったことも含めて検討の余地が

あろうかと思います。

ただ、今のままでは一向に前に進まないということははっきりしておりますので、

できたら今回の先ほど、農林振興課長のほうに伺いましたら、参加者の展示圃場で

まず結果を見てみるということですので、その結果を待ちながらと。

ただ、それと並行してもしその結果が良いということであればどうするというこ

とは、もう早目に対策を練っておく必要もあろうかと思います。

それと、そういうところもあるがという話は、どんどん地域の地権者の話にもし

ていっていただいて、具体的にどういう予算的なものがあってという、先ほど、町

長がおっしゃいましたけど、そういうところの話もリリースしていって、結果が出

たらすぐ取り組めるような体制にもっていくのが理想かと思いますが、いかがでし

ょうか。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

先ほどの木質バイオマスと一緒だと思います。やるとすれば、やるという結果が

出てきたときにどうするかという話で、やはり並行してやっていく必要があると。

じゃないと、何か決めてからまたという話になると時間のロスが出てきますので、

それと同じ感覚で、今度、圃場をやってると。これがうまくいくかいかんか分から

んけど、いったときにはという仮定の中でどうするかという部分は、やはり煮詰め

とったほうが。駄目なときはもう駄目だと。よほど全面的に変えればという話にな

ると、これはという話になってくるかもしれませんし、そこまで金を入れるかとい

う話の中で、その前に圃場を作っておって、その圃場の結果次第と。結果がよけれ

ばこういう方向に進むという話で、大体その筋書きを作っておいて、進んでいって、

３年後、４年後に本当にいいなったねえという話なら、それを移していくという形

のほうが時間的ロスがありませんので、そういう方向をしたほうがよかろうという

ふうには思っております。

本当にあそこは広いからもったいないと。放ったらかしとったら何も生みません

ので、やはり見たときにシキミなんかもそうなんですけど、近くのシキミは本当、

育ってません。北側の山つきのほうを見ると、あっちのほうは何でというくらい大

きくなっとって、同じ植栽時期という話ですけど、本当に物が悪いというか、結果

的にそういう結論が出てるんですが、それを本当にどうかしたいというのは並行に

やっていきたいなあというふうには思うところではあります。
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【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

本当に大変な農地だなというのは、私たちも実感してますし、ほとんどの無田の

地権者の方がそういうふうに判断をしております。だからこれが野菜ができる、展

示の中に栗の植栽も組み込まれているようでありますけれども、そういったことも

含めてもったいない、４０年前に圃場整備ができてそれからほとんどうまくいって

ないという本当に悪い圃場整備のお手本のような形になってますので、これを何と

か、私たちは地元でありますし再生をすることを目標にしていかなければならない

と思ってますけども、何とか役場の執行部の方の頑張りを期待をして、今日の質問

を終わります。

ありがとうございました。

【議長 山本 文男】

これで、７番 那須 富重議員の質問を終わります。

【議長 山本 文男】

ここで休憩に入ります。

再開を１３時４０分といたします。お疲れさまでした。

（休憩：午後 １時３４分）

（再開：午後 １時４０分）

【議長 山本 文男】

休憩前に引き続き、一般質問を行います。

次に、１０番、川村 嘉彦議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。

【１０番 川村 嘉彦】

議長。

【議長 山本 文男】

１０番、川村 嘉彦議員。

【１０番 川村 嘉彦】

森林環境譲与税についてということで、那須議員とダブっております。中身も、

令和元年度より譲与税が始まり４年になりますが、今年度の金額、また、使途され

た金額はどのくらいか伺うということで出しておりまして、ほとんどダブっており
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ますので、若干、ダブるところもありますが、できるだけダブらないように質問を

したいと思います。

その前に、今日は議員の控室に行ったら、誰が持ってきたのか分かりませんけど、

夕刊デイリーが置いてありました。

これには移住定住者の年々増加ということで、美郷町ということで書いてありま

す。これは担当者が一生懸命、頑張ってこういった新聞にうれしいニュースだなあ

と思って、ぜひこういったＰＲをしていただいて、ますます美郷町の名声なり一生

懸命、取り組んでいただいている姿を県内外の国民の皆さんに知っていただければ

うれしいなということで、あえて誰も言いませんでしたので、まだ見てない方は夕

刊に出ていると。これは昨日の夕刊のようでありますので、よろしくお願いしたい

と思います。

先ほど言いましたように、令和元年度より譲与税が始まり４年になりますが、年

度別の金額、また、使途別の金額はどのくらいか伺うと。

それから、使途残があれば、どのくらいかということでありますけれども、令和

３年度の主要施策の成果の説明書の中に農林振興課が載せております。

これによりますと、森林環境譲与税が

令和元年度が４，４１３万６，０００円、活用が先ほど話がありましたけども５

１６万１，０００円。令和２年度が譲与額が９，３７９万円、活用額が９，９６２

万１，０００円。令和３年度の譲与額が９，４０９万７，０００円、活用額が４，

３３９万２，０００円。

そして、その中に今年のやつということでありますけど、先ほど説明がありまし

たから、合計で今までもらってるのが２億３，２２３万円、活用額が合計１億４，

８１１万円１，０００円、残額が８，３９１万２，０００円ということで書いてあ

りますから、あえて答弁をしてもらう必要もないかなというふうに思っております。

それから、今年の令和４年度のということで質問を考えていたんですが、先ほど

これも出ておりまして、将来的には１億４，８００万円くらい、大体、国がずっと

６００億円くらいですかね、やるということで決まっておるようでありますから、

そういったことが毎年、来るということで、将来的にはそういう金が来ていただけ

れば大変うれしく思います。

先ほども話が出ましたけれども、令和４年度の５月なり６月に、いろいろな総務

省やから改訂版、使わないと、そしてそれが残高の積立であるということが書いて

あります。それが最近になってそういった使途の考えもありますから、１番、２番

はもう割愛をしたいと思います。

最後の３番の今後の譲与税の取組、計画についてどのように考えているか伺う。

先ほど、那須議員が聞きましたけれども、あえてこれについては再度、伺いたいと

思いますのよろしくお願いいたします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。
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【町長 田中 秀俊】

最初の夕刊デイリーと、昨日の夕刊ですけど、一面にデイリーさんが載せていた

だいたということで本当にありがたいなあと。役場の中ではいろいろな形で目につ

く課と縁の下の力持ちというかそういう課があります。どこがどうという話ではな

くて、私は全ての職員が本町発展のために日々、研さんして努力しているというふ

うに評価をしております。

その中の１つとして、昨日、オーダーメイドの移住定住ということで非常に定住

者が増えてきてるということで見出しをいただきまして、本当にありがたいなあと

いうふうに思うところであります。

議員の今後の譲与税の活用ということで、先ほど、話しましたように、今、使っ

ているこれまでどおり人材育成とか担い手の確保等々はそういう形では使っていき

たいと思っておりますが、まだしっかりした計画は持ちませんけど、先ほど話しま

したように木質バイオマスと大規模保安林化という２つの大きな事業がありますの

で、それに向けてある程度、この環境譲与税を使わせていただきたいというふうに

思うところであります。

本税になれば１億４，９００万円弱の森林環境譲与税が入ってきますので、これ

を有効に基金の積立とその年度、年度に振り分けて、しっかりした計画の中でこの

森林環境譲与税は使わせていただきたいなというふうに思っております。

また、そのときには、議員の皆様にこういう形で使っていいかと、大きな部分が

出てきますので、基金に積み立てるほうのお話になるかと思いますけど、そういう

ときには忌憚のない意見をいただいてしっかりした使い方をしていきたいと思って

おりますので、よろしくお願いをいたします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【１０番 川村 嘉彦】

議長。

【議長 山本 文男】

１０番、川村 嘉彦議員。

【１０番 川村 嘉彦】

先ほどと少しダブる部分もあるかもしれませんけれども、令和４年５月１３日と

令和４年６月に、林野庁なりそれから自由民主党の総合農林施策から文書が出てお

ります。この中を見てみると、先ほど、町長が言いましたけど、昔は川上、川下と

いうことで川下から金をもらって水源での話がありましたが、いろいろあってこの

環境譲与税になったんだろという話でありました。そのとおりだろうと思っており

ます。

それから、令和３年度に地球温暖化でパリ協定で脱炭素社会で温暖化を防ぐとい

うことで、今まで再造林がかなり低かったと。これを年平均にすると３万ヘクター

ルから７万ヘクタールに再造林を上げたいと。

まず美郷町もそうですが、宮崎県でも全体的に再造林率は低いようであります。

特に、この美郷町、耳川水系は高いけれども、宮崎県全体ではまだ低いと。全国的



52

にはかなり低くなってきているということがあるようであります。

譲与税は目的税だと私は考えております。特に、山を大事にして災害のない水源、

そしてＣＯ２を削減するということが目的でつくられたというふうに思っておりま

す。その中に人が足りないと、守る人がいないと。ですから後継者育成なりそれに

対する作業道の維持ということでありますから、そういったことにぜひ使っていた

だきたいというふうに思っておりますが、その辺のところ町長の考えをお聞きした

いと思います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

結局、昭和６０年の水源税構想からという話の中で、今こういう形になったとい

うことでありますが、山を守っていくという話の中で山を持続可能な形の中でしっ

かりと手入れをしていくということが基本だろうというふうに思っております。そ

のための譲与税ということで、これにはいささかもああじゃこうじゃという話はな

いと思っておりますので、しっかりとそういう部分はそういう部分という形の中で、

森林環境譲与税を使いたいというふうに思っております。

ですので、今まで行き届かなかったところに手が届くようになったのがこの森林

環境譲与税のおかげかなあというふうに思うところですので、本当にありがたい譲

与税だと。

先ほどの那須議員じゃないけど、もうちょっと金をもらうためには、やはり率を

調整してほしいという部分は要望していきたいなあというふうに思っております。

人口比率をちょっと下げてもらって、その下げた分を面積加算というかそこ辺にも

ってきてくれんかなというふうにすれば、もう少し増えてくるということになりま

すので。

美郷町は、これでも宮崎県でも結構、多い譲与税、県内でも３番目か４番目くら

いになるかなと思ってますので、ありがたいことにそういう形になっておりますが、

さらなる譲与税の増加というのはやはり望むところでありますので、そういう方向

でお願いをし、また使わせていただきたいとそういうふうに思っております。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【１０番 川村 嘉彦】

議長。

【議長 山本 文男】
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１０番、川村 嘉彦議員。

【１０番 川村 嘉彦】

これはほかの新聞やらばっかし活用して大変、申し訳ないんですが、前の新聞に

「杉の丸太材、２１年生産量、本件３１年連続日本一」ということが書いてありま

した。

材や雑やらいろいろな木材だけでは北海道が一番だそうです。杉では宮崎県が最

多で１９３万立方メートルということで、２番目が秋田から大分ということです。

かなりの差をつけて宮崎県が杉の丸太材を生産されていると。これは先人の人たち

が、今切ってるのは６０年、５０年くらい前の人たちが植えた木材を今、切ってい

るわけであります。

ですから、今の再造林率はこの美郷町は高いようでありますけれども、年々、減

少していると。特に、これは地元におる方よりか町外に出ている方がいろいろな事

情でもう再造林はしないということであるようでありますから、やはりこの美郷町

の財源なり脈々と日本一になるように守っていくためには、再造林もかなり必要で

はないかと。

特に、このデータを見ると、森林組合がしたやつとよその業者の人がやった再造

林率が森林組合が高いというようなデータも出ているようでありますから、やはり

これは今しっかりして再造林を取り組まないと、３０年、４０年、５０年先の未来

に、将来に悔いを残すということになると思いますので、引き続き、そういった取

組をしていただきたいと思いますが、町長の考えを伺いたいと思います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

杉の丸太材、素材生産の中で３０年云々ということで宮崎県が１位を守ってきて

ると。これは針葉樹林だけだという話です。広葉樹林を入れると絶対、北海道には

負けますので。

ただ、あのときに「３０年云々、生産量が１番」といっても、そこではなくてや

はりお金の部分はどんげなっととかいう話だと思ってました。やっとその部分にお

金がついてきてるのかなあということで、今はほっとしてるというか。

一番思うのは、再造林のほうなんですが、言われるように美郷町は高いと。議員

おっしゃるように、森林組合の中でする部分の伐採の後の再造林が高いと。これが

隣接している業者とかもよそかとか、そうなってくると非常に再造林率といいます

か、それが下がってきてるということでございますので、これは美郷町だけの話で

はありませんので、広域森林組合の中でしっかりと再造林をしていただくような制

度設計が必要になるかなあというふうに思っております。

ですが、森林計画の中では「そうしますよ」と書いてあっても、罰則等がないと
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いう話でありますので、やはりそこ辺を直していかないといかんかなあという部分

がありますので非常に難しいということで思ってますけど、今９１％か９２％くら

いは再造林がなされてると。とは言ったものの０．８％くらいは未植栽地という形

で残るという話ですので１００％ではないということもやはり考えものかなあとい

うことですので、今度どういう形で再造林をしっかりとやっていけるか、やっても

らうかという部分は課題として残ってくるというふうに思いますので、そこ辺は森

林組合等々と皆さんと話して、しっかりとした対応策を考えていくべきだとは思っ

ております。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【１０番 川村 嘉彦】

議長。

【議長 山本 文男】

１０番、川村 嘉彦議員。

【１０番 川村 嘉彦】

先ほど、町外、県外の方の話をしましたけど、これは一例であります。毎年、変

わってくると思いますけども。

美郷町で所有者１１３名が町内のやつを売ったと。その中に２６名が町外、約２

６％です。これ、私はだんだんだんだん増えてくるんではなかろうかと。そうする

と、かなり厳しい状況が出てくるというふうに思っております。

これは後でも言おうかなと思ったんですが、もうついでですから。道路の整備も

今、作業道は１日３，５００円ですかね、使用料を取ります。道路はつながってお

ります。そうするとその先にある町外の人が集金がしにくいと。言った人が１人で

払わないかんと。近隣の人は、道がここは通らんなら、ここまでの人はもう行ける

からいいと。こっちの人も行けるからいいと。なかなかその間がしにくくなってく

るんではなかろうかと。そして、町外の人に言って、またそういうお金の徴収が難

しくなってくると、こういった問題がありますから、先ほどから言いますように、

この森林環境譲与税でそういったものは整備をしていただけないかなあと。

この３，５００円は三、四年か四、五年くらい前からかなあという、ちょっと定

かではありませんけれども、ぜひやはりこの森林を守るという意味では作業道であ

りますから、もちろん町道なり林道とはずっと違いますけれども、基本的には使う

人がやれということになるのかもしれませんけれども、やはり環境税を使ってそう

いった年に１回くらい整備をしていただきたいなあというふうに思います。

いかがでしょうか。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。
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【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

そういう考え方も非常に人が少なくなるというか、考えるときが来るのかなあと

いう気もしますが、あくまでも受益者負担という部分は受益者でありますので、そ

の受益者の範囲をどこまでとるのかという部分で非常に問題は出てくると思います

が、やはり作業道等抜くときには、やはり受益者負担を取りたいというふうに思っ

ておりますが、その受益者負担を下げていくという方法はあると思いますので、そ

こ辺で考えていきたいなあというふうには思っておるところであります。

１つは、保安林化という話をしておりますが、その保安林化をするときに、やは

り全筆対象にしていきますので、県外だろうが県内だろうがこちらの町内だろうが、

全部に当たる必要が出てくるということであります。ですので、その人たちが保安

林化しますか、しませんかという意向調査はやはりしていくわけですので、そのと

きにやはりこういう問題が起こるという想定の中で、保安林化の問題じゃなくて、

今後、町有林とかそういう一人一人の個人所有林というか、そういう部分の今後ど

ういう形で山を持ちたいかとか、やはりそういう部分をしっかりとこの際、確かめ

るというか、何かそういうこともできないかなという部分で一石二鳥というか、そ

ういう方法をとりながら保安林化を進めていくのも１つの方法だろうというふうに

思っておりますし、それがひいてはこういう山林を守っていくという形の中で有効

な手段になってくると思いますので、そういう方向も考えていきたいなあというふ

うには思うところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【１０番 川村 嘉彦】

議長。

【議長 山本 文男】

１０番、川村 嘉彦議員。

【１０番 川村 嘉彦】

この森林環境譲与税ができたことになって、幅広く対応できるようになったとい

うふうに思っております。

ただ、心配があります。森林環境譲与税を今までなかったところに使うので、極

端に言ったら、もう今までの町の予算を狭めてパイが狭くなる可能性もあるんじゃ

ないかと。取り越し苦労かもしれませんけれども。

今まで町のやつを見てみると、令和３年度ではかなりの事業費をしております、

事業報告書を見ますと。いろいろな事業で取り組んでおります。そういったものが

この森林環境譲与税によって下げらると全体のパイが少なくなるんではないかと心

配しておりますが、そこ辺のところはやはり今までどおりで、先ほど話が出ました

とおり森林環境譲与税は今までなかった発想なり、今まで取り組んでないものに考



56

えがあるのか、お聞かせ願いたいと思います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

そのとき、その年度、いろいろな関係で事業が膨らんだり減ったりということで、

基本的にはやはり今までやってきた事業はそのままと。それに上乗せをしてという

話の中で譲与税を使っていきたいということで考えておりますので、ある程度、事

業量、事業費は膨らんでいくというふうに思いますので、そういう形で使わせてほ

しいというふうに思っております。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【１０番 川村 嘉彦】

議長。

【議長 山本 文男】

１０番、川村 嘉彦議員。

【１０番 川村 嘉彦】

先ほど申しましたとおり、令和４年の５月と６月に林野庁なり自由民主党、総合

農林政策調査会というのが文書を出している、今までこういうのに使ったというも

のを。まだまだやはりみんなにはそれを意識して話し合いが、まだ９月ですので、

できていない部分もあるかと思いますけれども、やはりそういったものを見ていた

だいて、今までの補助金の上乗せ、林道の作業道の整備等にも十分、使えますよと

いうことが書いてありますので、ぜひお願いをしたいと思います。

一応、環境税については以上ですが、２番に移ってよろしいでしょうか。

【議長 山本 文男】

２問目の発言を許します。

【１０番 川村 嘉彦】

２番目は、造林の下刈り事業についてということであります。

これ、ちょっと私は今のに逆行してるんではないかなというふうに思っておりま

すが、令和４年度、今年から何か３年の下刈り、今までは、昔は７年だったんです

ね。それから今、６年になっております。今度は３年度、４年度から上のが３年く

らいしか該当してないのではないかといううわさを聞きました。
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これが私は理解できないんですが、令和３年度植栽期、令和４年度植栽期、今年

度ですね。

それから、この数字が１７０とか１８０、そして、２回刈りとか資料を見るとあ

るんですが、これは分かれば、町長より担当課長が分かれば、これが書いてない部

分で、「町長」と書いてありますけど、これは最近、導入されたものだというふうに

思っておりますが、分かる範囲内でよければお答えください。

町長が分かれば、町長で。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

私も分からないところがあるので、１７０、１８０というのは査定係数というこ

とで、令和３年度まで１７０で使いますよと。令和４年度から新植の仕方やらが変

わって、ちょっとそこ辺が４回、５回という形になったときに、杉よりか草のほう

が伸びるというか、そういう実績がありますので、そこ辺をするときに査定係数１

８０を使って、補助率、結局、補助金の弾き方が１７０を使うのか１８０を使うの

かということだと思っております。

ですので、補助率４０％とすれば１．７を掛けるか１．８を掛けるかという部分

の補助金額に影響があるということだろうと思っております。「思っております」じ

ゃいけませんので、農林振興課長にそこ辺は答弁、お願いします。

【農林振興課長 松下 文治】

議長。

【議長 山本 文男】

農林振興課長。

【農林振興課長 松下 文治】

まずは下刈りの補助金なんですけれども、これは森林整備事業の補助金なんです

が、基本、補助率が国が３０％、県が１０％の４０％です。この事業を実施するに

当たりまして、森林経営計画にのっとった施業であれば、査定係数の１．７倍が適

用されまして、補助率が６８％になります。

令和４年度からの下刈りにおいては、省力低コスト化という項目が入ってきまし

て、これは下刈りが３か年とか３回と、一応、条件なんですが、これを適用した場

合は、査定係数が１．８倍ということで、補助率が７２％になります。

今までは査定係数が１．７倍、１７０の６回ということだったんですが、この新

しい低コスト施業、これについては取りあえず１．８の施業が３回できますという

ことなんですが、それでも植林した杉よりか周りの雑草とか草木のほうが高いと判
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断された場合は、また続きで３か年、査定係数が１．７倍になるんですけども、結

局、６回続けてできるようになっております。今、そういう新しい方法によって制

度事業が確立されているというか、これは実証実験によって３回下刈りをすれば、

植林した杉とかヒノキ、こちらのほうが背が高くなって下刈りの必要がないという

実証運行実験の結果を踏まえて、今そういう施業が行われているということであり

ます。

この施業については、通常、１ヘクタール当たり２，５００本の施業、植えつけ、

植林をしているんですが、これについては１，５００本から２，０００本で植林を

するということであります。

植林の本数を減らすことで植林の手間とか苗代を軽減することができるというこ

とで、今、林野庁のほうとしては省力化施業を推奨しているということであります

ので、それに対して補助率を若干、上乗せしているということであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

課長の説明が終わりました。

【１０番 川村 嘉彦】

議長。

【議長 山本 文男】

１０番、川村 嘉彦議員。

【１０番 川村 嘉彦】

仕事を複雑化してるのか、これは町じゃなくて県やら国の話でしょうけど。

４回目以降の下刈りを行う場合には、その必要性を示す。動画を提出しなければ

いけない。写真なりを提出せんと、３回で終わるよということだろうというふうに

思っております。

この宮崎県の中では一番茂るのは３年目、４年目であります。伐採した後等は１

年目はあまり茂りません。２年目が少しくらいで３年目、４年目で一番茂ると。そ

うすると、後は多少、上に伸びるんですね。カズラがまきついてなかなかなりにく

いと。せっかくこういった森林環境譲与税ができて、みんなうれしくてかなり山の

力も入れてきてると。それに値段も出てきてると。

今までは木材も自由化が始まって、その頃は３万、４万円していたのが下がった

ときには６，０００円くらいになっておりました。最近、やっと先ほど話が出まし

たように１万９，０００円をしてると。

そういったことを考えると、ぜひやはりこれは近隣の町村と話して、恐らく宮崎

県では雨が多かったり草の茂りが早いので、運動していただきたいなあと。国やら

県に話をしていただきたいなあというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。
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【町長 田中 秀俊】

今、課長が申したとおりということで、ちょっと私が思っておったのとちょっと

違うということで反省しておりますが、今いう森林環境譲与税をそちらのほうにと

いう部分で使ったらという話でありますが、それも検討していこうかなと思います

けど、これは結局、今、「いいですよ」というのは、その下刈りの賃金の上乗せです

よね。一番暑いときにこういう仕事をしているという部分でこんだけだという話じ

ゃなくて、そこ辺には譲与税を使っていいですよというところまで来てるというこ

とでありますので、それを幾らにするかという話は別に置いとって、そういう形で

の譲与税の使い方は問題ないという話で聞いています。

結局、杉の伸び方で今どういう品種の杉が一番植えられているのかちょっと分か

りませんけど、今までの杉と違って草とかそういうものに負けないように成長する

杉の苗ということであれば、草よりか伸びてれば下刈り回数が減ってもいいんじゃ

ないかという話でしょうから、そこ辺の中で宮崎県でそれが適してるのかという部

分はやはりその場所、場所であると思いますので、雨が多くてこういう日照条件が

よければどちらの育ちも良いということであれば、草のほうが育ってるということ

になればそういう形になるということですので、そこ辺をしっかりとまた担当課長、

振興局等々と話していって、そういう形になればそれはそれで上乗せができるとい

うことかなあと思っております。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【１０番 川村 嘉彦】

議長。

【議長 山本 文男】

１０番、川村 嘉彦議員。

【１０番 川村 嘉彦】

まだこれはたしか決定ではないというふうに思います。まだ議論の途中だと。決

定か分かりませんけど、私の解釈で話の中では今、議論しているということで。で

きるだけこういったものについては早目に県なり国会議員等に働きかけて、今まで

どおりのせめて６年。

それから先ほど話が出ました１，５００なり１，０００本、昔は３００から３５

０本だったんですね。今は２５０で２，５００本、ヘクタールで。年々、本数は減

らしてきております。今、あまり減らしてもどこに植えてるか分からない、下刈り

するが切る確率が高くなると思います。今は見える範囲内でありますから、私の考

えで、ほかの人の考えは分かりませんけども、できるだけ２５０本くらいが適正で

はないだろうかというふうに思っております。

それから、逆戻りするような格好になりますけれども、今までもこの森林環境譲

与税の中で、これも関係しますけれども、木炭なり原木なり竹林、多様な意見が出

ております。これも書いてあるとおりいろいろな対応、多種多様な森林づくり、そ

して豊かな森林づくり、そして災害の少ない、そして、木の若いほどＣＯ２の回転

がいいということでありますから、ぜひまた内部で検討していただいて、将来に向
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けて１億４，０００万円くらいですかね、来るという話でありますから、このお金

はずっと来るわけでありますから、有効な活用にしていただければ幸いだというふ

うに思っております。

この森林環境譲与税については、みんなやはり興味があって、何回もこの議会で

論議をされております。今日も私と那須議員、前は早川議員、その前もいろいろ出

ておりますので、ぜひそういったものについても、それから、林道関係も毎年、何

回も出てきます。これについてもできますなれば、そういったもので対応していた

だければ幸いだと思います。

答弁は要りません。これで質疑を終わりたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

【議長 山本 文男】

これで、１０番 川村 嘉彦議員の質問を終わります。

【議長 山本 文男】

ここで、町長から昨日の８番、小路 文喜議員の一般質問での答弁で発言の訂正

の申し出がありました。

町長の発言を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

今、議長が申しましたように、小路議員の一般質問の中の答弁で、「商品券を３，

０００円から買える」という話をしたんですが、１つのものになってますので５，

０００円ですね。３，０００円からは買えないと。ばら売りはしてませんので、５，

０００円からということで、「３，０００円」と言ったのを「５，０００円」に訂正

をさせていただきたいと思います。申し訳ございませんでした。

【議長 山本 文男】

以上で、本日の日程は全部、終了しました。

次は、９月７日、水曜日、定刻午前１０時に本会議を開きます。時間をお間違え

のないようお願いします。

本日は、これで散会いたします。

【事務局長 沖田 修一】

「一同・起立・礼」・・・お疲れさまでした。

（散会：午後 ２時１５分）
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令 和 ４ 年 第 ３ 回 美 郷 町 議 会 定 例 会

議 事 日 程 （ 第 ４ ）

令和４年９月７日

午 前 １ ０ 時 開 議

日程第１ 議案第 52 号 公の施設の指定管理者の指定について

（南郷温泉施設）

日程第２ 議案第 53 号 公の施設の指定管理者の指定について

（美郷町南郷山草森林交流施設）

一括質疑、一括討論、個別採決

日程第３ 議案第 54 号 工事請負契約の締結について

質疑、討論、採決

日程第４ 議案第 55 号 職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例

質疑、討論、採決

日程第５ 議案第 56 号 美郷町使用料徴収条例の一部を改正す

る条例

質疑、討論、採決

日程第６ 議案第 57 号 美郷町手数料徴収条例の一部を改正す

る条例

質疑、討論、採決

日程第７ 議案第 58 号 令和４年度美郷町一般会計補正予算

（第４号）

質疑、討論、採決

日程第８ 議案第 59 号 令和４年度美郷町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第２号）

日程第９ 議案第 60 号 令和４年度美郷町介護保険事業特別会

計補正予算（第１号）

日程第 10 議案第 61 号 令和４年度美郷町後期高齢者医療事業

特別会計補正予算（第１号）
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日程第 11 議案第 62 号 令和４年度美郷町簡易水道事業特別会

計補正予算（第３号）

日程第 12 議案第 63 号 令和４年度美郷町農業集落排水事業特

別会計補正予算（第２号）

日程第 13 議案第 64 号 令和４年度美郷町国民健康保険診療所

事業特別会計補正予算（第３号）

日程第 14 議案第 65 号 令和４年度美郷町国民健康保険病院事

業会計補正予算（第２号）

一括質疑、一括討論、個別採決

日程第 15 認定第１号 令和３年度美郷町一般会計歳入歳出決

算認定について

日程第 16 認定第２号 令和３年度美郷町国民健康保険事業特

別会計歳入歳出決算認定について

日程第 17 認定第３号 令和３年度美郷町介護保険事業特別会

計歳入歳出決算認定について

日程第 18 認定第４号 令和３年度美郷町後期高齢者医療事業

特別会計歳入歳出決算認定について

日程第 19 認定第５号 令和３年度美郷町簡易水道事業特別会

計歳入歳出決算認定について

日程第 20 認定第６号 令和３年度美郷町農業集落排水事業特

別会計歳入歳出決算認定について

日程第 21 認定第７号 令和３年度美郷町国民健康保険診療所

事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第 22 認定第８号 令和３年度美郷町国民健康保険病院事

業会計歳入歳出決算認定について

総括質疑

決算等審査特別委員会設置

特別委員の選任

委員会付託

正副委員長の報告
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会 議 録

令 和 ４ 年 ９ 月 ７ 日

午前１０時００分開議

【事務局長 沖田 修一】

「一同起立・礼」・・・おはようございます・・・御着席ください。

【議長 山本 文男】

本日もよろしくお願いいたします。

【議長 山本 文男】

ただいまの出席議員は１１名であります。

【議長 山本 文男】

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。上着を脱ぎ

たい方は脱ぐことを許します。

【議長 山本 文男】

日程第１ 議案第５２号 公の施設の指定管理者の指定について

（南郷温泉施設）

日程第２ 議案第５３号 公の施設の指定管理者の指定について

（美郷町南郷山草森林交流施設）

【議長 山本 文男】

お諮りします。

議案第５２号と議案第５３号の２件を一括議題とし、一括して質疑を行いたいと

思います。

これに御異議ありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

したがいまして、２件は一括して質疑を行うことに決定しました。

これから２件を一括して質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】
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８番 小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

お伺いいたします。委託するわけですけども、温泉にしてもコテージにしても、

やはり造ったときの経緯があると思います。時間がたっておりますけれども、南郷

は南郷なりにどうにかして地域の発展のために、あるいは住民の福祉のためにとい

うことでこの施設を造っておりますので、委託をされる場合、指定をされる場合に、

私はこの施設の設立経過とかコンセプト、地域雇用の拡大とか地元産品の販売とか

いろいろな要素を含めて造ったと思います。そこのところをしっかり、契約をする

場合は相手に理解をしてもらう必要があると。

特に、経営のプロが入ってくると当然、利益追求になってくると、無駄を省くよ

うなことになって、結果、住民との利益にそごうが生じると、そういう可能性もあ

るというふうに思っております。

またもう一つは、公の施設ですからいわばコンプライアンスの部分でしっかり守

ってもらわないと困ると思うんです。前回ちょっと話をしておったら、パワハラの

問題もありましたしセクハラとかいろいろな問題が出てくるかと思います。そこの

ところもきちっと遵守するようにということを、やはりきちっと契約時点で確認す

る必要があるんじゃないかと思います。

今回、いっつも屋が人がおらんのでどんどんどんどん営業日数を減らすという方

針をとったんですね。それを見ておりますと、これは将来的には消えていくなあと

いうふうに心配したところであります。今回は若杉議員が一生懸命、人を探しても

らってどうにかまた元の体制がとれるようですけども、そういうふうにならないよ

うにきちっと相手との契約は、指定をする場合はそういうことが必要じゃないかと

思うんですけども、そういう形での指定がやられるべきだというふうに私は思うん

ですけども、どういうふうな対応をされるつもりかお伺いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議員おっしゃいましたように、それぞれといいますかこの南郷温泉の経緯といい

ますかどういう目的で造ったのかという部分が守れていくということが大切であろ

うというふうに思っております。

多分、平成１０年頃ですかね、南郷クリエーションから発展してきたということ

で、ずっと温泉のほうにつながれたと。そのときに、最初は南郷クリエーションと

いう形の中で全国公募をして支配人を入れたということでありますが、その後、南

郷温泉のほうに指定管理をして今まで来たと。今回こういう形で民間活力をという

話で指定管理をしていくということでありますが、議員おっしゃいましたように、

その基になった計画とか理念とか、そういうことはしっかりと相手方に承知いただ

いて経営していくようにお願いすると。

そしてまた、企画情報課等で今の人たち、雇用の継続、そういうことが大切であ

りますので、経営形が変わったから町民に不都合が起こるようなことがあってはい
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けませんので、そこ辺はしっかりと確認しながらやっていきたいと。

また、コンプライアンス、法令順守ですけど、これは当たり前のことなんですが、

しっかりとそこ辺も従業員そして経営者、しっかりとするようにお互いに確認し合

って今後の運営に頑張っていただきたいというふうに思っております。

どうしてもいろいろな形の中で利益優先ということになるというか、そういう話

じゃなくて町民にどれだけ還元していくかという部分で指定管理料はちゃんと払い

ますので、その中でやっていくということでありますので、そんなに大きな差は出

てこないだろうという考えを持ってますので、どうなるかということの中で、将来

においてはすばらしい経営をしていただくという希望を持って指定管理をしていき

たいと思っておりますので、御理解いただきたいと、そういうふうに思います。

以上です。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番 小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

ぜひそういうことでお願いしたいと思います。

ただ、３年、４年という長い期間になるもんですから、委託先にそういろいろは

言えないでしょうけども、例えば、年に１回程度は今のコンプライアンスとか営業

形態の運用とかそういうものも含めて、報告を受けるというか協議をする場を設け

ておかないと、どこかで恐らく、最初の今、言ったような話のとおりには行かない

可能性もあると思うんですけども、そういう形での契約の形態が取れるなら、ぜひ

そういうふうにしていただきたいと思うんですけど、そこ辺は可能かどうかお伺い

します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

条例上、公の施設の立ち入りということでやはりそこはできますので、年に１回

か２回になるか分かりませんけど、しっかりと見ていきたいというふうに思ってお

ります。

そして、その長いスパンという形、これはあくまでその間の指定管理なんですけ

ど、話す中でやはり「１０年間は温泉業務はずっと続けてくださいね」と。「どうい

うことがあっても投げ出すようなことはしないでくださいね」という念押しが一番、

大切だと。

温泉がなくなるということが非常に町民にとって大きな問題ですので、やはりそ

こ辺もしっかりとした中で合意してますので、議員おっしゃるように、やはり少な

くとも年１回は見ていくと、そういう話し合いをしながら。そういう形でこの指定
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管理をさせていただければなあというふうに思うところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

ほかに質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

お諮りします。

議案第５２号から議案第５３号までの２件を一括して討論を行います。

これに御異議ありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

したがいまして、２件を一括して討論を行うことに決定しました。

【議長 山本 文男】

これから、２件を一括して討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、議案第５２号 公の施設の指定管理者の指定について（南郷温泉施設）

の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第５２号 公の施設の指定管理者の指定について（南郷温

泉施設）は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】
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続きまして、議案第５３号 公の施設の指定管理者の指定について（美郷町南郷

山草森林交流施設）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第５３号 公の施設の指定管理者の指定について（美郷町

南郷山草森林交流施設）は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

日程第３ 議案第５４号 工事請負契約の締結についてを議題とし、質疑を行い

ます。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、議案第５４号 工事請負契約の締結についての採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。



10

したがいまして、議案第５４号 工事請負契約の締結については、原案のとおり

可決されました。

【議長 山本 文男】

日程第４ 議案第５５号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

を議題とし、質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、議案第５５号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第５５号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

日程第５ 議案第５６号 美郷町使用料徴収条例の一部を改正する条例を議題と

し、質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）
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【議長 山本 文男】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、議案第５６号 美郷町使用料徴収条例の一部を改正する条例の採決を

行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第５６号 美郷町使用料徴収条例の一部を改正する条例は、

原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

日程第６ 議案第５７号 美郷町手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題と

し、質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）
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【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、議案第５７号 美郷町手数料徴収条例の一部を改正する条例の採決を

行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第５７号 美郷町手数料徴収条例の一部を改正する条例は、

原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

日程第７ 議案第５８号 令和４年度美郷町一般会計補正予算（第４号）を議題

とし、質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番 小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

お伺いいたします。予算説明資料の９ページです。

「オンラインストップシステム」というのがよく分からないんですが、ふるさと

納税の管理上の問題でつくる制度なのか、ちょっと確認のためにお願いします。

それから、自治体オンライン手続のところですけども、「この利用ができるのはマ

イナンバーカードの保持者に限定をされるようなものなのか」ということをお聞き

したいと思います。

それから、ついでみたいことなんですけども、対外的なオンライン化も大切でし

ょうけども、町内における窓口書類をダウンロードできるくらいのシステムを先に

先行されてしかるべきじゃないかなと。大分、パソコンも普及しておりますから、

そのことを一言、申し上げたいと思います。

それから、同じく１０ページです。

マイナンバーカードですけども、いろいろ情報を聞くと、「あまり使えない、かえ

って時間がかかる、ほとんど病院ではこのシステムが導入されてない」そういう話

も聞くんですけども、今、具体的にどこで、これだけ宣伝をするけれども、お金を
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かけるけども、利用ができるシステムなのか、制度なのか、ちょっとお聞きしたい

と思います。

それから、介護職員の平均賃金が３％で９，０００円となっておりますが、これ

は３０万円の賃金をこういう施設で働いておる人たちは受け取っておるのかと。私

が知る限りではこんなに高い賃金はないのかなと、そういうふうに思うんですけど

も、そこの実態をお願いしたいと思います。

それから、１２ページです。

児童福祉施設管理運営費で田代うなま保育所は適正金額だったのか。神門保育所

が何か違算が生じてある旨、書いてありましたので、そこの説明もちょっとお願い

したいと思います。

それからこれはちょっと確認みたいなことですけれども、水道施設管理費のとこ

ろで塩素の自動点滴というのは、個別の簡易水道のところでも設置がしてあるのか

な。何かいろいろ話を聞くもんですから、水が汚染されることも含めて、やはりそ

ういうものが必要な時期に来てるのかなという気もするんですけど、それをお伺い

したいと思います。

それから、１４ページです。

強い農業づくり交付金の返還金ですけども、これは種鶏場が廃止をされるという

ことなのかどうかを確認したいと思います。

そして、この３５０万円の負担は町がしなきゃならない性格のものなのかという

こともお伺いしたいと思います。

それから同じページですけども、栗の出荷奨励金が１５０キロ以上取れれば、反

当５０円を支給するということになっておりますが、たまたま私は栗部会の部会員

でして、今もうなくなったからやめようと思ってるんですけど、８月１２日付で「こ

の制度でお支払いをします」という文書が既に回っておるんですね。

一番最後ところに、「この奨励金の予算は、今後の議会に諮られることになってお

り、承認された場合のみ対象となりますので、御了承ください」と書いてあります

けども、こういう形で予算が先行して受益者のほうに行くと、これ、下手に反対を

すると「みんなのおかげで私たちはこれがもらえんかった」そういうことにもなり

かねないと思うし、大体、予算の決定の仕方として、議案にもない上がっておりも

しないのにこういう文書が出されることはいかがなものかということ。

もう一つは、政策的にそういうものがあるならば、当初予算に計上されてしかる

べくの内容のものではないかと思うんですけども、そこのところの確認をしたいと

思います。

それから、１７ページです。

生活道路の整備事業なんですけども、かなりいっぱいされとって整備が進んでお

るんですけども、それと同時にもう長い間やってるので時間経過が見られて劣化し

ている道路をたくさん見るんですが、何か年限を切って対応するとか、新たに対応

するとかそういう検討はなされないのかなと、そういうことを考えておるところで

あります。

以上です、お願いします。

【政策推進室長 長田 孝規】

議長。

【議長 山本 文男】
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政策推進室長。

【政策推進室長 長田 孝規】

ふるさと納税の推進、予算書９ページ、説明資料は３ページになります。

ふるさと納税運用システム保守管理委託料としまして１９万８，０００円、ワン

ストップ申請でありますが、ふるさと納税ワンストップ特例制度は納税した後に確

定申告をしなくても寄附控除、翌年度の住民税の控除が受けられるものでありまし

て、確定申告が不要な給与所得者、年末調整をされる方なんですが、この方が納税

した場合に、別途、確定申告をする必要があるものをこのワンストップ申請により

まして、納税を受けた市町村が納税者の情報を住所地の市町村に控除の申請を伝達

することで納税者の確定申告が不要となると、そういう制度であります。

改めて確定申告をしなければならない手間がふるさと納税をちゅうちょする要因

があったことから、平成２７年度から創設された制度でございます。創設以来、こ

れまで本町における取扱いは、納税していただいた後に納税者へ申請書を送付しま

して、必要事項の記入とマイナンバーカードまたは通知カード、運転免許証の写し

を添付していただいた上で返送していただいておりました。それを納税者の住所地

の市町村へ伝達していると、そういう方法でやっておりました。

本町のふるさと納税の管理につきましては、株式会社シフトセブンコンサルティ

ングの「ふるさと納税ｄｏ」というシステムを利用しておりまして、これは全国１，

８００自治体中９００以上の自治体が利用しているシステムでありまして、寄附管

理、問い合わせ管理、配送管理、控除管理を行っております。

オンラインワンストップ申請でありますけども、今まで利用していなかった控除

管理の部分をシステム上で処理するものでありまして、マイナンバーカードがあれ

ば納税者はネット上での手続で完了することになります。マイナンバーカードを持

っている方は、このネット上を利用していただいて、持っていない方は通知カード

とか免許証の写しを添付していただくと、従来どおりのやり方は残っております。

導入のメリットとしまして、自治体寄附者の双方で書類到達の手待ち、訂正の手

戻りが迅速化されること、オンライン処理によりまして郵送手続事務の負担が軽減

されること、マイナンバーカードを読み取ることで申請時及び受付時の本人確認の

ミスが防止されること、寄附者の申請操作が容易であること、オンラインなので自

治体、寄附者双方で申請書類の保管が不要、ペーパーレスとなり郵送費用の削減に

もつながることなどが挙げられると考えられると思っております。

説明資料の中では、令和３年度の実績から利用率の予測と費用の予測をしており

ます。オンラインシステム導入後には、経費の削減が見込まれるものと判断してお

ります。

現在、使用しておりますシステムがこのオンラインワンストップ申請のサービス

を８月から提供しておりまして、年末に向けて納税者が増加する見込みであること

から、利用開始を１０月からとしまして月額３万３，０００円の６か月、計１９万

８，０００円を計上しているところでございます。

【町民生活課長 田村 靖】

議長。

【議長 山本 文男】

町民生活課長。
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【町民生活課長 田村 靖】

マイナンバーカードの普及に関してですけれども、実際のところはそれをフルに

活用している方というのは、今のところあまりいらっしゃらないんじゃないかと思

います。

私は今、国保の保険者協議会という会がありまして市町村の中の委員の一人で出

席することがあるんですけれども、医師会の会長なんかも出席されるんですけれど

も、医療の現場から言えばマイナンバーカードを読み取る機械が、国は「早くしろ、

早くしろ」と言ってるんだけれども、なかなか機械の供給が追いついてなくて、ま

だ病院でも十分に使用が普及していないという話を聞いております。

あとは実際、窓口でマイナンバーカードを持ってきて手続をするという方という

のはそれほどいらっしゃらないんですけれども、普及が進めば、例えば、都市部で

は普及しておりますけれども、コンビニ辺りで複合機的な機械がありますので、そ

れで住民票であるとか戸籍を取得することができるという利便性はございますけれ

ども、今のところは取りあえず年度内に限りなく１００％取得を目指すということ

で、取りあえず利用することを前提として普及を目指すというのも国の方針である

のかなと考えているところでございます。

以上です。

【健康福祉課長 黒田 和幸】

議長。

【議長 山本 文男】

健康福祉課長。

【健康福祉課長 黒田 和幸】

介護職員の給与実態ということでの御質問ですけれども。

ここに書いてございます３％、９，０００円ということにつきましては、国が全

国的な賃金の水準ということで示してある金額でありまして、実態的には町内の施

設におきましての介護職員につきましては３０万円の給与をもらっている方はいな

いんじゃないかなということで認識をしております。

以上です。

【町民生活課長 田村 靖】

議長。

【議長 山本 文男】

町民生活課長。

【町民生活課長 田村 靖】

保育所の返還金の件でございます。

町内の保育所のうち田代とうなまにつきましては、これは法律上の認可保育所で

ございます。みかど保育所につきましては、小規模保育事業所Ｂ型というものでご

ざいまして、法律上の取扱いが違います。認可保育所につきましては、制度が変わ

りまして、運営費につきましては普通交付税で措置をされております。みかどにつ
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きましては従来のやり方で国と県の負担金をいただくことになっておりまして、今

回につきましては違算があったために計上をさせていただいたというところでござ

います。

実はこの返還につきましては、翌年度、精算する仕組みになっておりまして、実

は年度内に、令和３年度内に途中で間違いに気づいたところでございますけれども、

もうその時点では国と県の手続が進んでおりまして、差し替えという処置では間に

合わないということで、通常の手続で翌年度、返還ということにしたものでござい

ます。

以上です。

【議長 山本 文男】

続けて、水道もお願いします。

【町民生活課長 田村 靖】

議長。

【議長 山本 文男】

町民生活課長。

【町民生活課長 田村 靖】

水道につきましては、これは組合水道の件でよろしいでしょうか。

これにつきましては、これは数年前になりますけれども、そこの組合水道を使っ

ている地区内に飲食店を出店することがありまして、その時点で相談はあったこと

があると記憶をしております。ちょっとその際、私、前の総務課の財政担当のとき

に査定の中でそういう話が出て、そういうことも必要なんだなと思いましたけれど

も、法律上というか保健所の検査を受けておりますので、飲料水に適しているとい

うことではあるんですけれども、そういう飲食店の関係なんかはさらに基準が厳し

くなりますので、そういう関係で話が出てきたんだろうと思います。

結論としましては、補助金の補助要綱がございますので、組合もしくは個人水道

の方もおりますけれども、要望があれば、その中で塩素に関する設備については補

助ができる制度がございます。

以上です。

【農林振興課長 松下 文治】

議長。

【議長 山本 文男】

農林振興課長。

【農林振興課長 松下 文治】

まず、みやざき地頭鶏の返還金の件なんですけども、まずこのいきさつが県の畜

産農家試験所というのが開発したみやざき地頭鶏、この肉質の良さから全国からの

引合いが多いということで、平成１７年度にひなの供給羽数も２７万羽が見込まれ

るなど生産拡大に向けた対応が急がれたということで、平成１８年度にＪＡ日向が

国の補助事業を活用しまして、西郷の下八峡のほうに種鶏場、若宮地区のほうに加
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工場を建設しております。

その後、リーマンショックとか東日本大震災の影響を受けて大手外食産業との取

引が減少、また新型コロナウイルス感染拡大を受けた外食産業の営業自粛の長期化

ということで大幅に生産販売量が減少して、取引中止によって膨大な在庫を抱える

ようになりました。

その結果を受けまして様々な経営改善策を実施してきたところですが、抜本的な

改善が図れないということで、令和４年１月に開催された理事会において、令和５

年度１月末をもってみやざき地頭鶏事業を撤退するということで決定をしたところ

でございます。

加工場については、運営自体は生産部会に委託するということで生産の形態は変

わらないということで、財産処分には当たらないということで、補助金の返還はな

いんすが、種鶏場については売却、賃貸、いずれにしても財産処分の手続、補助金

の返還が必要ということで、今回その金額を計上させていただいております。

返還金の額なんですが、残存価格もしくは不動産評価額のいずれか高いほうとい

うことで、それに補助率を乗じた金額ということで、残存価格は補助金で３００万

円ほどになるんですが、不動産鑑定評価額が若干、高いということで、これについ

ては九州農政局のほうで精査をしていただいているところであります。この金額に

ついてはまだ確定ではないんですが、３５０万円を上回ることはないということで、

今回、３５０万円の予算を計上させていただきました。

この金額については、当然、ＪＡからの返還金ということで、３５０万円の受入

れも行っておりますので、要するにこれはトンネル予算ということであります。

続いて、栗の奨励金の件なんですが、一応これにつきましては昨年度から特別委

員会等で説明を行ってまいりました。栗生産に係る取組支援策ということで、令和

３年度から令和７年度にかけての支援策を行っているんですが、令和 3 年度につい
ては苗木の補助の拡充ということと、園地台帳、マップを作るということで、これ

については昨年度補正予算を計上させていただいて実施をしたところでございます。

反収に応じた奨励金の支給についてなんですが、これについては令和４年度から

令和６年度までの取組ということで、当初は栽培規模が５０アール以上、反収２０

０万円を達成した生産者に対して１キロ５０円の奨励金を支給するということで説

明をしておりました。

ただ、これについては生産者ごとの栽培規模が整理した段階で精査するというこ

とで、今回、台帳整備したんですが、台帳整備をして面積が確定したのが７月頃で

ありました。ということで今回の補正予算で計上したところなんですが、一応、こ

の金額を計上するに当たって、今までのデータを集計したところ、２００キロで５

反以上という方がほとんどいなかったということで、ほとんど栗の産地プランに掲

げております反当１５０キロを達成した方に対して今回、キロ５０円の補助をする

ということで検討したところでございます。

それから８月１２日の文書の件なんですが、これについては農林振興課のほうに

も検討してもらったんですけれども、目揃え会というのがありまして、一応、その

中で話をするということで、役員等とも話をしていた関係で、その中で周知をする

ということだったんですが、ですから文書の最後のほうに「９月の定例議会で議会

の承認を得なければ支給ができません」という表現をさせていただいたところであ

ります。

これについては、昨年度から協議を行っていたということで、私たちも議員の皆

さんの理解をもらったということではないんですけれども、ずっとこういう形で説
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明を行ってきた関係で早目に生産者に周知を行って、生産意欲を向上してもらいた

いということでそのような文書を発送したところでございます。

以上です。

【建設課長 林田貴美生】

議長。

【議長 山本 文男】

建設課長。

【建設課長 林田貴美生】

生活道について、お答えをしたいと思います。

生活道の中には改良・舗装・補修等がございます。小路議員が御質問されたのが

このまさに補修に値するのかなと思っております。「補修とは」ということで、「生

活道施設の状況が著しく破損し交通に支障を及ぼす恐れのある場合の補修」となっ

ております。

ただし、これは年限を区切ってではなくて、私たちは要望のあった段階で全て担

当職員と直接、要望者と立ち合いを行いまして、整備の必要性を判断しております。

なお、この補正を上げているところも既設の舗装が破損が物すごく激しかったも

のですから、生活道整備が必要であるということで補正を行ったところでございま

す。

以上です。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番 小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

分かりました。公の施設の管理委託については、ぜひ、先ほど、町長の答弁にも

あったように。すみません、ちょっとたくさんしたもんで、私も。失礼しました。

マイナンバーカードについては、私は登録するつもりはないんですけども、全部

の情報が行きますからね。特に私のような病気を持っていると医療情報まで国がつ

かむとなると非常に不安なのであります。

その上で、こんなに利用ができない状況で１００％の目標達成をという、何かち

らっと聞いておったら、達成率が交付税にも反映されるみたいな話も出てきたので、

それこそ昨日の一般質問の法治国家じゃないですけども、やってはいけないような

ことが脅しに使われているということで非常に心配をするところであります。

それはもう分かりました、はい。

それから、強い農業づくり交付金は結局、３５０万円は農協の負担という理解で

いいんですね、はい、分かりました。

それから、次の栗の出荷奨励金です。

私は、基本的には生産物に価格保障を与えるというのはずっと私が主張している

制度ですから、これはもう大賛成なんですけれども、やはり何と言いますかね、途
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中で精査したらこういうふうになったという形で、追加補正はあり得ると思います

けど、しかし、それが事前に生産者に行って、いわば私たちが反対をすれば「おま

えどんのおかげで金、もらえんかった」みたいなことになるんですよね、こういう

出し方をされると。やはりこれ、厳に慎むべきだと思います。ここのところはちょ

っと改めて町長の答弁をお願いしたいと思っておるところであります。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

栗の奨励金の話なんですが、やはり不適切かなという感じでは私もおります。申

し訳なかったなあと。やはり議会の皆さんに予算を出して、その予算が可決して初

めて実行できるという形ですので、誤解を招くようなというか、議会の意見がそこ

で束縛されるというか、そういう形になったらいけないというふうには思いますの

で、今後、気をつけて、まず予算をつけてから出していくと、その制度を。そうい

う形でやっていきたいと思いますので、今回ちょっとフライング的なところがある

ということの御指摘でありますので、今後そのようなことがないようにしっかりと

やっていきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。

【議長 山本 文男】

他に質疑はありませんか。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番 兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

私もマイナンバーカードの件に触れようと思っておりました。小路議員がそちら

のほうをお話ししましたので、もう少し聞きたいところもありますので質問いたし

ます。

その自治体のオンラインの手続の推進事業ということで、インターネットで行政

の主な手続ができると、納税手続から。それをするには、やはりインターネットに

詳しいとか納税する知識がないとできないと思うんですよね。そういう勉強会とか

を町のほうでしてあげることも必要ではないかと考えております。

それと、マイナンバーカードの普及率は今どのくらいあるのかをお伺いしたいと

思います。

それともう一件は、空き家対策なんですけど、この空き家対策の推進事業という

ことで予算を組んでありますし、昨年度も２０２万円ですかね、予算が組んであり

ますが、これは新たに移住者がおられたのか。

それと、移住されても３年以内は移住して住んでいただくということが決められ
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ていますが、３年以内に出ていかれた場合はどうするのか、またその３年以内に出

ていかれたときに借りる人、移住者の契約もあるんでしょうけど、あと出ていかれ

た場合は町がどういう対策をとっていただけるのか質問いたします。

【政策推進室長 長田 孝規】

議長。

【議長 山本 文男】

政策推進室長。

【政策推進室長 長田 孝規】

勉強会につきましては、前向きに検討させていただくということで。

利用者にしましては、町内に寄附していただく方は町外の方々、町外の方が操作

するということもありますので、その分は御理解いただきたいと思います。

それから、空き家対策事業でございますけれども、今回、２件分の不足する分を

追加する要求するものでございますけれども、当初で２件の申請というか、申請を

待たれている方がおりまして、その分を当初で上げておったんですけれども、さら

に２件の申込み見込みがあるというところで４件分合わせて不足する、今回は空き

家対策支援事業、これは県単独であります。移住者向け空き家利用活用促進事業で

ありますが、この分を１９２万円追加で補正しているところであります。

それで３年以内に転居される方というか、離れる方につきましてですけれども、

まずこの補助金自体は移住された方もなんですけども、町内にもともと住んでいる

方が「あそこに空き家があるから、そこに住みたい」ということで、そこをリフォ

ームすることも可能であります。もちろん定住条件は３年というところで、それを

守れなかった方は返還の対象になるというところで、今までまだそれに満たなかっ

たということはありません。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番 兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

説明で分かりましたけど、マイナンバーカードの普及に際して、いろいろなこと

を自分の家庭で行政に対するいろいろな手続をする際において、インターネット等

も必要になると思いますが、それを引く際に、インターネットの工事の費用、それ

をマイナンバーカードをする場合にポイントか５，０００円とかお金をやる代わり

にインターネットの工事費に充てる考えはないか伺います。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。
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【町長 田中 秀俊】

マイナンバーカードのポイントを「こうしたときに」ということで、その出どこ

ろのお金は町ではありませんので、そのポイントをつけるのは。全部、合わせたと

きに２万円ですかね。だからそこは難しいかなと。

今後このマイナンバーカードが全てを１枚でいろいろなことに使われていくよう

な形になっていくのではなかろうかと。デジタル庁ができてそういう形になってい

っているということですので、ちょうど多分、記憶が間違いなければ、うちの普及

率は３９％くらいかなあということで宮崎県下でも一番低いということであります。

ですので、先ほど、小路議員が交付税のことを言ってましたけど、総務省があま

り低いところ、「低いところ」ってどこを線引きするのか分かりませんけど、「普通

交付税まで手をつけますよ」という話をしてきたと。前の回で、「それは無謀じゃな

いか」という話で「何の権限があって、そこまでいじくるのか」という話で、ちょ

っとこちらも憤慨というか、そういう気持ちであります。

ですが、そういうことをやっていくっちゃないかということを想定すれば、やは

り普及率を上げるしかないという話であります。まず職員に「マイナンバーカード

を持ってるか」という話でちょっとさせたら、６割くらいしか持ってないというこ

とで、だからやはりそこ辺から、いろいろその人、その人の考え方があってなかな

か取得ができなかったと。ある程度の関係各団体のほうに、その事業所に出して「マ

イナンバーカードを取得してください」という話で強制ではありませんけど、必要

であればやはりしてくださいと。

自分で持ってますけど、そこの国保病院は保険証がなくてもできる、その機械が

あるところはそういうことができますので、今後、非常にそういう部分で利便性は

高まってくると。

ただ、使い方をどうするのかという話になってきたときには、やはりそういう勉

強会というか講習会をしていく必要は出てくるのかなあというふうに思っておると

ころでございます。

いいとか悪いとかいう問題もあるんですけど、私の感覚としては、交付税まで手

をつけられたら、非常に脆弱な自治体ですので、どうかして普及率を上げたいとい

う一心でやってるということでございます。

以上でございます。

【町民生活課長 田村 靖】

議長。

【議長 山本 文男】

町民生活課長。

【町民生活課長 田村 靖】

マイナンバーカードの普及率についてですけれども、今のところ公式な発表とい

いますか県が発表している数字につきましては、今、町長からお話があったとおり

３９％ほどでございます。これが６月末の数字でございまして、それ以降の経過を

申し上げますと、８月末で、これは交付率ではなくて申請率になりますけれども４

８．４％でございます。

以上です
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【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番 兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

私もマイナンバーカードを持ってるんですけれども、一応、身分証明書程度しか

まだ使ってないものですから、家内が持ってませんので、家内にも勧めます。よろ

しくお願いします。了解しました。

【議長 山本 文男】

他に質疑はありませんか。

【９番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 山本 文男】

９番 甲斐 秀徳議員。

【９番 甲斐 秀徳】

２問ほど質問させていただきます。

説明資料の６ページになりますけれども、マイナンバーカードの件なんですが、

ちなみに私はカードを持っております。

１つお伺いしたいんですけども、この中で人材派遣委託料というのが出ておりま

す。２４０万円程度。下のほうに書いてあるように業務に当たる職員の派遣が業者

からというふうになっております。これはいいんですが、期間はいつからいつまで

でしょうか。

それと、この方がもし派遣されてきたときに、ずっと勤めているのか、それとも

週に何回来るのか、月に何か来るのか分からないんですけど、そういうシステムを

ちょっと教えてほしいと思います。

それから、説明資料の１０ページです。

一番下のほうに載っております肉用牛繁殖農場における野生生物侵入防止対策と

いうことであるんですが、これは大体どこの辺りでどういう生物が侵入しているの

かなあと思って、それをお聞きしたいです。

以上、２件についてお願いします。

【町民生活課長 田村 靖】

議長。

【議長 山本 文男】

町民生活課長。

【町民生活課長 田村 靖】
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まず期間ですけれども、予算上は６か月分を予定をしております。

それから、勤務日ですが、これは基本的には毎日、月から金曜日、それと月１回

程度は土日出勤のお願いをする予定でございます。

以上です。

【農林振興課長 松下 文治】

議長。

【議長 山本 文男】

農林振興課長。

【農林振興課長 松下 文治】

防疫対策事業の件なんですが、場所は西郷区の仮迫になります。

侵入している生物がシカとイノシシです。河川のほうから上がってきて飼料を今、

食い荒らしているということで、それ以上に防疫関係のほうが大事だということで、

今回１２０メートルのワイヤーメッシュ柵の予算を計上しております。

以上です。

【９番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 山本 文男】

９番 甲斐 秀徳議員。

【９番 甲斐 秀徳】

マイナンバーカードの件は分かりました。半年ということでこの値段ということ

は、結構、ずっと続ければ、また結構いい金額になるんじゃないかなと思いますけ

れども、半年で事が足りるかどうかという疑問も残るんですが、そこのところの御

返答をお願いしたいと思います。

それから土日もある程度、やっていただけるということで、毎週じゃないでしょ

うけど、それは周知徹底すれば、それなりにまた取得率も上がるんじゃないかと思

っておりますので、そこのところよろしくお願いしたいと思います。

それから、野生動物の侵入の件なんですが、今ほとんどメッシュ柵をしている農

場というのはないと思うんですよね。ある農場はこの前からテレビに出ていたと思

うんですが、イノシシが来て餌をやってというようなことで、わけもんか何かで出

ていたと思うんですが、そういうところもあります。

私の農場も朝から晩まで、シカは昼頃から出てきておりますが、もうほんの１０

メートルくらいのところに来て、よく牛のところまで来ないなあと思ったら、やは

り二、三メートル先まで来てやっております。ほかの農場もそういう関係が非常に

多いんじゃないかと思います。

今、一番問題になっているのが鳥です。カラスとハトが物すごく多いんですね。

そういうものも含めて防疫しないと、一番怖いのは鳥はコクシジウムも持ってきて、

ふんを牛の餌箱にすると、牛がもしそれをなめた場合、下痢を起こす可能性が非常

に多いんですね。だからそういうところも含めて検討していただきたいと思うんで

すけど、いかがでしょうか。
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【町民生活課長 田村 靖】

議長。

【議長 山本 文男】

町民生活課長。

【町民生活課長 田村 靖】

今回の派遣の予算は取りあえず今年度中にとにかく普及率を上げなければいけま

せんので、そのためにその業務に集中して従事している職員の確保のためでござい

ますので、６か月雇用して何％まで上がるかちょっと分かりませんけど、とにかく

専従していただくと。ある程度、取得率が上がれば、あとは通常の業務の範囲内で

今おる職員で対応できるのではないかなと考えております。

以上です。

【農林振興課長 松下 文治】

議長。

【議長 山本 文男】

農林振興課長。

【農林振興課長 松下 文治】

防疫対策については、昨年は地頭鶏の施設にやはり同じようなメッシュ柵の補助

を行っております。この補助については、美郷町畜産振興事業補助金交付規定とい

うものがございまして、その中の防疫対策事業ということで、これは全畜種になっ

ております。

事業費の２分の１以内を補助するということで、これについては防疫用機器とか

施設整備に係る費用ということですので、カラスとかハトとかの被害がある場合は

ネットとかが考えられると思いますが、そのような要望がございましたら、してい

ただければ対応したいと思っているところでございます。

以上です。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

鳥はあっち行ったりこっち行ったりということで、そこそこだけではないという

ような気がしますので、昔、サルのわなということで大型の、今も持ってますけど、

ああいう形でサルの捕獲ということをやってるんですけど、カラスも何か農業新聞

を見よったらパイプ製のハウスみたいなやつを作って、もう一網打尽にということ

でできるというものを見た記憶がありますので、ちょっとそこ辺も考えてそういう

いっぱいおるようなところに設置して捕獲するというようなこともやっていく必要
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があるかなあというふうに思います。

個別でいろいろな防護をするという分と、鳥獣被害防止という形の中で一網打尽

という考え方もしたほうがいいのかあというふうに思いますので、そこ辺の検討は

させていただきたいと思います。

【９番 甲斐 秀徳】

議長。

【議長 山本 文男】

９番 甲斐 秀徳議員。

【９番 甲斐 秀徳】

マイナンバーカードのことは分かりました。

野生動物の件なんですが、町長が言われたようにそういう研究をしていただける

と非常にありがたいなというふうに思います。

今さっき言われました仮迫地区の反対側の畜産農家はもうカラスとハトばっかり

です。そこのところを気をつけていただきたいなと。それと、フィードロットのと

ころの生産団地もカラスが物すごくて、みんなフェンスをして、フェンスというか

ネットを張ってるんですけども、それでもやはり来てるから、ある程度、抑えるに

はあそこに１つの、さっき町長が言われたようなものを設置するといいんじゃない

かなというふうに思います。あれはユーチューブか何かで出てますので見ていただ

ければ分かると思いますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

【議長 山本 文男】

ほかに質疑はありませんか。

【６番 川村 義幸】

議長。

【議長 山本 文男】

６番 川村 義幸議員。

【６番 川村 義幸】

ちょっと２か所ほどお願いします。

「たか木」というのは「高木（こうぼく）」というのか、これの伐採に必要なロー

プワーク取得にわざわざ東京まで行くみたいですが、こういうのって県の林業セン

ターではできないのか、やってないのか、それが１つ。

それから、北郷の義務教育学校ですか、ここのセンダンの木の伐採、これ１００

万円ほど予算を組んでますけども、何本切って片づけたときのこの１００万円とい

うのをみてあるのか。１本なのか１０本なのか、その辺をちょっとお聞きしたいと

思います。

【農林振興課長 松下 文治】

議長。
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【議長 山本 文男】

農林振興課長。

【農林振興課長 松下 文治】

予算に計上しているこのロープワークですね。これについてはちょっと特殊な製

品等を使うということで、外国製の製品みたいなんですが、そういうものを使って

高所を行うんですが、こちらのほうでやっていないということで、今回、東京のほ

うで一応やるということで、もう既に参加したいということで要望があった関係で

予算を計上してるんですが。

一応、これについては今回、北郷の事業体のほうが要望を行ってきたんですが、

これについては今後いろいろ、いろいろな場面でこの作業が考えられるもんですか

ら、一応、農林振興課としては各南郷、西郷、北郷、どこか１事業体ごとにこの資

格を取得してもらいたいということで、来年度は一応そのように考えております。

余談ですけど、そのように考えているところでございます。

場所としては、今のところ東京開催ということで、場所は東京しかないというこ

とで伺っております。

以上です。

【教育課長 鎌田 次郎】

議長。

【議長 山本 文男】

教育課長。

【教育課長 鎌田 次郎】

御質問いただきました美郷北義務教育学校のセンダンの木の伐採についての説明

をさせていただきます。

こちらにつきましては、説明資料のほうの情報が少な過ぎました。大変、申し訳

ありません。対象となる木は１本で、グラウンドの横にある木なんですが、幹周り

が４メートルほどある非常に大きな大木でありまして、６月の大風の折に、外側で

よかったんですが、ドンと大きな枝が枯れ落ちたものであります。それらについて

はもう処分は終わってるんですが、まだ大きなものが残っておりますので、それら

の対応ということで今回、要求させていただきました。

森林組合のほうにちょっと見積りをお願いしたところなんですが、グラップル、

それから１０トンクレーンとかを使って１０トンのトラックで搬出するということ

での予算の要求をさせていただいております。

以上です。

【６番 川村 義幸】

議長。

【議長 山本 文男】

６番 川村 義幸議員。
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【６番 川村 義幸】

東京は分かりました。分かりましたが、せっかく地元に宮崎県林業センターとい

う立派なものがあるんですよね。やはりそこら辺にちょっと呼びかけて、「こういう

ことまでそこでやれないか」というのをまずもって要望していくのも１つの手じゃ

ないかなあと。ましてこんな林業町ですよね、どっちかといったら。かなりの林業

の業者がおられますので、やはり林業関係の資格とかの取得は林業技術センタ－と

いうものがせっかくあるんですから、そこで取れるような方法を県のほうにもお願

いしていくべきじゃないかなと思いますので、今後そのように検討していただきた

いなと思います。

それから、センダンの木の件は分かりました。できたら、こういうときはどのく

らい切って、どのくらいというのが概算でもいいですので書き出してもらえれば、

「ああそうなのかな」というふうに納得しますので、ただ１００万円では、１本切

って１００万円なのかどうなのかというのがちょっと疑問になりましたので、今後

よろしくお願いしたいと思います。

以上です。

【議長 山本 文男】

他に質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番 小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

予算全体には賛成なんでありますけども、マイナンバーカードの普及に関して非

常に大きな懸念を持っております。

先ほどあったように、普及率が低ければ交付税を減らすみたいな、どこにもそう

いう法律はないんですね。一般質問の続きみたいなことになりますけども、この国

の中で、こういう無謀なことが通るようになれば駄目だと思うんですよ。町長とし

ては、交付税の確保が大変だから、そういうことになるんでしょうけど、非常に国

の運用として大きな問題があると思っております。

いろいろ聞いてみると、まだ使用できる制度もほとんど整備されてない状況であ

ります。加えて、ちょっと前の麻生財務大臣のとき口座のひもづけをするんだとい

う話まで出てきて、結局、あたかも我々国民がいろいろな生活の中に利便性を高め
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るためのマイナンバーカードだという言い方をしながら、結局、国がそういうひも

づけを含めて国民の財産を管理するようなところまで首突っ込むようなことになり

かねないというふうに思っております。

さっき言ったように、私は当然、マイナンバーカードを作る気はないんですけど

も、こういうことを許すと、今度はこういう制度をつくったが、これも達成率が悪

いと交付税を減らすぞというそういう脅迫的なやり方が通り出してもまずいと思う

んですね。そこには屈しない姿勢が必要ではないかと、そういう懸念を申し上げま

して、討論を終わります。

以上です。

【議長 山本 文男】

他に討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、議案第５８号 令和４年度美郷町一般会計補正予算（第４号）の採決

を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第５８号 令和４年度美郷町一般会計補正予算（第４号）

は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

ここで、休憩に入ります。

再開を１１時２０分からとします。

（休憩：午前１１時０９分）

（再開：午前１１時１８分）

【議長 山本 文男】

休憩前に引き続き、会議を再開します。

【議長 山本 文男】
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日程第 ８ 議案第５９号 令和４年度美郷町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第２号）

日程第 ９ 議案第６０号 令和４年度美郷町介護保険事業特別会計

補正予算（第１号）

日程第１０ 議案第６１号 令和 4 年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計
補正予算（第 1 号）

日程第１１ 議案第６２号 令和４年度美郷町簡易水道事業特別会計

補正予算（第３号）

日程第１２ 議案第６３号 令和４年度美郷町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第２号）

日程第１３ 議案第６４号 令和４年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計

補正予算（第３号）

日程第１４ 議案第６５号 令和４年度美郷町国民健康保険病院事業会計

補正予算（第２号）

【議長 山本 文男】

お諮りします。

議案第５９号から議案第６５号までの７件を一括議題とし、一括して質疑を行い

たいと思います。

これに御異議ありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

したがいまして、７件は一括して質疑を行うことに決定しました。

これから７件を一括して質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番 小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

お伺いします。議案第６４号です。

診療所会計の中で画像管理システムの更新ということになっておるんですけども、

幾ら日進月歩でも６年で更新をするというのはいささか早いんじゃないかという気

がしますが、そこ辺の事情を教えてください。

議案第６５号の病院会計であります。

消費税が別途、上ってるんですけども、消費税というのは接種費用等にもともと

含まれておるものではないのかと思うんですけども、そこの説明をお願いしたいと

思います。
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それから精査の上、該当しないことが判明したということでいろいろとお金のや

り取りがあっとるようですが、なぜこういうことが起こるのかなという点の説明を

お願いしたいと思います。

【地域包括医療局事務長 田原 裕亮】

議長。

【議長 山本 文男】

地域包括医療局事務長

【地域包括医療局事務長 田原 裕亮】

まず、診療所の医療用画像管理システムの更新業務についてですが、こちらのシ

ステムについては法定の耐用年数は６年ということで定められております。

今回、更新いたしますのがちょうど６年を経過をしておるというところと、併せ

て西郷病院のシステムも８年を経過しておりまして、同時に更新することが効率的

であるというところから今回の更新に至ったというところでございます。

続いて、消費税の件でございますが、消費税の企業会計における消費税の支払い

につきましては年に２回をお支払いすることとなっております。まず１２月に当年

度分の予定の納税を行いまして、翌年度の６月に確定の残りの精算分を行うという

形になっております。

今回、補正を上げさせていただいた分につきましては、議員から御指摘ありまし

たように昨年の新型コロナウイルスワクチン接種の業務の増収があったというとこ

ろでの予定額が大幅に増額したというところでの増額で、令和３年度分の納税額が

２２６万３，９００円という形になったところでございます。

既に６月において、昨年の精算分１６７万円ほどを納付しておりますので、１２

月に予定する納税額が不足することから、今回の計上に至ったというところでござ

います。

なお、接種費用の中に消費税が含まれるかどうかにつきましては、見解といたし

ましては含まれないものというふうに理解をしておりましたので、今回、計上がな

されておるというところでございます。

最後になりますが、診断システム等の中での財源構成の経緯でございますけれど

も、令和４年度当初予算編成において、この病院の医療機器等の購入に際する国の

財源として国保調整交付金を予定をしておったところでございます。

これについては、編成時には県の担当課とも確認の上、対象になるであろうとい

うところの中で計上したところですが、当然、内示行為などはありませんでしたの

で、確定されたものではございませんでした。明けて令和４年度の５月に交付金の

申請業務を始めさせていただいたところ、このシステム自体が国の基準にどうも合

致しないというところがいろいろ判明いたしまして、やむなく財源としての補塡を

諦めたという経緯でございます。

代わって、繰出基準に基づいて一般会計のほうから補塡をいただいたということ

で、先ほど来、一般会計の補正予算で可決いただきました繰出金の中で財源を求め

させていただくことになりました。貴重な財源でございますので、これを受けて、

診療所、病院事業の業務を執行したいというふうに考えております。

以上です。
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【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番 小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

分かりました。

が、消費税がちょっと理解ができないんですけど、普通、内税ですよね。税金は

入ってますよねえ。一般的にはその税金のうちから予定納税や確定税金を払うんで

しょうけど、ちょっとそこを、何と言いますか徴収漏れがあったというふうに聞こ

えんこともないんですけど、もう一回、説明をお願いします。

【地域包括医療局事務長 田原 裕亮】

議長。

【議長 山本 文男】

地域包括医療局事務長。

【地域包括医療局事務長 田原 裕亮】

ちょっと語弊がございましたので訂正いたしますけれども、「徴収漏れ」というも

のではなかったと、理解をしております。

ただ、内税、外税の関係でいえば、国費が入っておりますので、この中には含ま

れないものというふうに私どもは判断しておったので、今回の中には内税としては

入ってないというふうには判断しておったところです。

【議長 山本 文男】

他に質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 山本 文男】

お諮りします。

議案第５９号から議案第６５号までの７件を一括してこれから討論を行いたいと

思います。

これに御異議ありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

したがいまして、７件を一括して討論を行うことに決定しました。
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【議長 山本 文男】

これから、７件を一括して討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、議案第５９号 令和４年度美郷町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第５９号 令和４年度美郷町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第２号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

続きまして、議案第６０号 令和４年度美郷町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第６０号 令和４年度美郷町介護保険事業特別会計補正予

算（第１号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

続きまして、議案第６１号 令和４年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第 1 号）の採決を行います。
この採決は起立によって行います。
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【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第６１号 令和４年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計

補正予算（第 1 号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

続きまして、議案第６２号 令和４年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算（第

３号）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第６２号 令和４年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予

算（第３号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

続きまして、議案第６３号 令和４年度美郷町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第２号）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第６３号 令和４年度美郷町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第２号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

続きまして、議案第６４号 令和４年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計

補正予算（第３号）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。
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【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第６４号 令和４年度美郷町国民健康保険診療所事業特別

会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

続きまして、議案第６５号 令和４年度美郷町国民健康保険病院事業会計補正予

算（第２号）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第６５号 令和４年度美郷町国民健康保険病院事業会計補

正予算（第２号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

日程第１５ 認定第 1 号 令和３年度美郷町一般会計

歳入歳出決算認定について

日程第１６ 認定第２号 令和３年度美郷町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について

日程第１７ 認定第３号 令和３年度美郷町介護保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について

日程第１８ 認定第４号 令和３年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出決算認定について

日程第１９ 認定第５号 令和３年度美郷町簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について

日程第２０ 認定第６号 令和３年度美郷町農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算認定について

日程第２１ 認定第７号 令和３年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計

歳入歳出決算認定について

日程第２２ 認定第８号 令和３年度美郷町国民健康保険病院事業会計

歳入歳出決算認定について

【議長 山本 文男】

お諮りします。
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認定第１号から認定第８号までの８件について、一括して町長に対する総括質疑

にしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認め、８件は町長に対する総括質疑とします。

これから町長に対する総括質疑を行います。

通告順に質疑を行います。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

お伺いいたします。人口政策についてであります。

昨年度の施政方針によりますと、「人口減少を踏まえた地域の活性化に向けた施策

の具体化を進めるものです」というふうになっておるわけであります。

この間、かなり人口が減ってきておるんですけれども、文面からすると何となく

消極的な感を受けるんですが、やはり人口減少を踏まえず、これをどうにかして防

ぐという立場に立つ必要があると。言葉尻みたいな話にはなるんですけど、どうも

ちょっと施政方針を読みながら気になったもんですから、町長はどういう立場なの

かをお伺いいたします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

小路議員の総括質疑ということで、令和３年度の施政方針の中でありますが、ニ

ュアンス的にちょっと積極的ではないと、消極的ではなかろうかという話でありま

す。

議員の質問の中に「人口増を目指すためには積極策が必要であると考えるが取組

としてどうか」という話でありますが、「その取組として十分であったか」と問われ

ますと、いまだ十分ではないというふうに私は認識をしております。ですので、「今

から」という話になります。

議員がおっしゃるとおり今年４月３０日現在の住基人口は４，９３１人で、４年

前の２０１８年４月３０日の住基人口５，５５８人と比較すると６１７人減少して

います。現在のまま進むと２０年後は２，５００人まで減少すると推計されていま

す。この１年間でも１４９人減少しましたが、減少数は少しずつ緩やかになってい
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ると思っております。

そのような厳しい現実に直面する中、人口減少という課題に対峙し克服するため、

５か年を計画期間とする第２期美郷町まち・ひと・しごと創生総合戦略を一昨年の

令和２年４月にスタートさせております。

この総合戦略は「人口減少対策」に特化した計画で、人口減少に歯止めをかけ、

将来にわたって活力ある美郷町を実現するための施策を掲げているものであります。

現在、この総合戦略の下、「子育て支援」「地域づくり」「仕事づくり」「移住・定

住支援」の４つの項目に沿って、関係各課が４２の事業を展開しているところでご

ざいます。人口対策は町の総合力であると考えております。

令和３年度はその２年目に当たり、各事業の実績を踏まえた効果も少しずつ積み

上げられております。この総合戦略の実績報告につきましては、来週１２日の決算

審査特別委員会におきまして担当課である企画情報課より詳細を報告させていただ

きますが、この総合戦略の柱の１つとなるのが、地区別定住戦略事業、いわゆる「ち

くせん事業」であります。

美郷町は、多くの中山間地域自治体と同様に、人口減少と少子高齢化が加速し、

県内でも極めて厳しい状況下にあるのは御承知のとおりでございます。

本町のこれまでの人口減少対策は、行政主導で「町全体を一律」に実施してきま

した。

しかし、同じ町内でも、役場や両支所周辺の地域と町境の山間部の地区では、課

題や困り事や求める支援、地域にある資源である人材、施設、産業、文化や物事の

決め方や進め方も地区ごとに全く異なっているため、地域ごとの実情に沿った対策

が求められてきました。

そこで、行政による町全体を支援する体制は維持しつつ、２４の行政区ごとに地

区が主体となって定住促進の計画を立てていただき、町はその計画に沿った取組を

きめ細かに支援する「ちくせん事業」を実施することとなりました。

その内容としましては、まずコミュニティーの基本単位となっている２４行政区

において、住民一人一人が地域の人口安定化を自分たちの問題として捉えていただ

けるよう、地域診断と住民ワークショップを展開しています。

「このままでいくと地域の人口はどうなるのか」と、「安定させるためにはどの世

代を何組・何人多く定住させればよいのか」という具体的な予測と目標を明らかに

した上で、雇用や住宅、子育てといった地域の特色や課題、可能性に応じた定住の

プランを組み立て、地域主体での実践を目指すこととしております。

この取組は、住民を主人公とした各行政区で行われるボトムアップ型の事業であ

ることが国に評価されまして、地方創生推進交付金の採択を受けていますので、令

和４年度から令和７年度までの４年間、国より財政的支援を受けながら推進してい

くこととなりました。

しかしながら、ちくせん事業を実践したからと言って、すぐに劇的な人口増加に

つながるとは考えられませんが、行政がやるべきこと、地域ができることを明確に

し、地域住民の皆様も正面から地域の未来をしっかり考えることで、急激な人口減

少への対策が講じられると考えております。

この事業は、人口減少対策としての取組にはなりますが、住民の皆さんが愛する

「ふるさと」に住み続けるために、それぞれの地域の在り方や地域活性化への対策

を話し合い実行することで地域に活力を生み、ひいては町の活性化につながると考

えておるところでございます。

しかし、本事業は住民の皆さんにとって、初めての取組であり、まだまだなじみ
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が薄く理解が難しいことも想定されますことから、引き続き、各地区の実行委員会

と連携しながら事業の丁寧な説明や支援に努めてまいります。

人口減少という待ったなしの難題に取り組むためには、行政だけの取組では限界

を迎えており、「一人の百歩より、百人の一歩」をスローガンとして、いかに一人一

人の町民に「当事者意識」を持っていただき、町の取組に参画してもらえるかが最

大のポイントだと思っております。

今、住民の皆さんと一体となって取り組まなければ何も変わらず、人口減少、過

疎化の一途をたどることになると考えます。

言うまでもなく人口減少という課題は一朝一夕で結果が得られるほどやさしい課

題ではなく、今後はこの計画期間である５年間だけではなく、その後も引き続き、

同じ視点を持って、徹底してやり切ることが重要だと考えております。

旧西郷村時代に昭和６１年に「地域からの創意工夫による豊かな村づくりを目指

して」と題して西郷村地域産業振興計画を１４地区で村民づくりの計画書をつくり

ましたが、今、思えば旧西郷村の産業振興はこの計画書の役割が果たす意義は大き

かったと私は思っておるところです。

「成功の反対は失敗でなく何もしないこと、何も挑戦しないこと」トーマス・エ

ジソンはそう言っております。

今回の挑戦が将来の美郷町にとっての転換点となるよう、地道に根気強く取り組

んでまいります。

議員各位におかれましても、引き続き、官民一体となった人口減少対策への御理

解・御協力をいただき、共に進めていっていただければ幸いだなというふうに思っ

ております。非常に難しい問題でありますが、この難題をいかに皆さんとともに共

有して続頑張り切れるか、今まさのその時だと思っておりますので、御協力よろし

くお願いしまして、答弁といたします。

【議長 山本 文男】

ほかに質疑はありませんか。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

分かりました。私は今、国の状況を見ながら派遣労働者とか、結婚ができないよ

うな世代をどんどんどんどんつくる中で、日本全体がしぼんでいきよる中で、我が

美郷町だけどんげして膨らまかすかという点では、町長にとっても大きい課題だと

思います。

ただ、成果を見ますと、去年１年で定住者が２２戸３９人というのは非常に大き

い成果だと思います。ぜひ今後ともこの勢いを続けていただければと思っておりま

す。

これで一応、終わります。

【議長 山本 文男】
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ほかに質疑はありませんか。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番 兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

私は総括質疑の通告もしておりませんが、また総括質疑の仕方も分かりません。

ですが、町長の御存じの範囲内でいいですので、回答をお願いいたします。

まず私は、山林公有樹林の販売をした際の、関連ページで言いますと、売払い収

入ということで載っておりますが、８８１万円、それと説明資料によりますと９１

８万８，０５０円。この３７万７，０５０円の差額、また、収入金額は今年度、美

郷町では令和３年度、売った分が１４．０９ヘクタールということで、この総額に

対しまして８，６６５万５，７００円。これで森林組合の事業費が西、北、南、３

か所が１か所ずつ販売しているようでございますが、それで５，５３０万３，８１

７円ということになっております。これを差し引いた場合が収入になるのではない

かなと思うんですが、計算すると３，１３６万１，８８３円になりますが、この財

産を、山林を売り払った際の収入のところが８８１万１，０００円ということにな

っております。

これは、下刈りほか各事業に町が充てたお金、それと森林組合のほうに来た補助

金の差額になっているようでございますが、収入とすればこの三千何百万円を上げ

るのが本当じゃないかと思うんですが、どうでしょうか。

【議長 山本 文男】

兒玉議員、座って結構です。細かい数字も幾つか出てきておりますので、正確を

期すためにも決算審査等特別委員会で質問してもらうといいと思いますが。

【４番 兒玉 鋼士】

はい、分かりました。

一般会計の歳入歳出の件だからいいかなと思ってしたところです。申し訳ないで

す。

【議長 山本 文男】

では分かっている部分がありますので。

【農林振興課長 松下 文治】

議長。

【議長 山本 文男】

農林振興課長。

【農林振興課長 松下 文治】

収入に上がっている８８１万円ですが、これは北郷の分収造林土地の精算金であ
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ります。これを売り払いしまして８８１万円の収入を得まして、精算すると２分の

１ずつを受け取るということで４５０万円ほど支出を行っております。

主要施策のほうは、これは長期施業の分ですので、これは５年に１回の精算とい

うことで、これについては町長が一般質問でお話ししましたように、第３期が今年

度で終了になります。本年度の清算金を今年度に収入として受け入れる予定にして

おりますので、この長期施業の分と今、上っている収入と支出、歳出の、この金額

については全く、別物であります。

以上です。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番 兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

はい、分かりました。

【議長 山本 文男】

ほかに質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認めます。

これで総括質疑を終わります。

【議長 山本 文男】

お諮りします。

認定第１号から認定第８号の８件について、議長を除く１０名の委員をもって構

成する令和３年度決算等審査特別委員会を設置し、会議規則第３９条の規定により、

お手元に配付しております議案附託表のとおり、これに附託の上、審議したいと思

います。

これに御異議ありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

したがいまして、認定第１号から認定第８号の８件については、議長を除く１０

名の委員をもって構成する令和３年度決算等審査特別委員会を設置し、お手元に配

付しております議案附託表のとおり、これに附託の上、審議することに決定しまし

た。

【議長 山本 文男】
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引き続いて、特別委員の選任を行います。

お諮りします。

特別委員の選任については、委員会条例第８条、第４項の規定によって、お手元

に配付しました名簿のとおり指名したいと思います。

これに御異議ありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

したがいまして、特別委員はお手元に配付しました名簿のとおり選任することに

決定しました。

【議長 山本 文男】

ここで、委員長及び副委員長の報告を行います。

令和３年度決算等審査特別委員会の正副委員長については、申し合せ事項のとお

り、委員長に副議長の川村 嘉彦議員、副委員長に総務厚生常任委員会、委員長、

中嶋 奈良雄議員、以上のとおりであります。よろしくお願いいたします。

なお、特別委員長及び副委員長の任期は、今定例会の会期中とします。

附託した８件につきましては、令和３年度決算等審査特別委員長は、よろしくお

願いいたします。９月１４日までは委員会審査となります。明日、９月８日は９時

からの会議となりますので、時間を間違えないようお願いいたします。

【議長 山本 文男】

以上で本日の日程は全部終了しました。

次は９月１５日、木曜日、定刻午前１０時に本会議を開きます。時間をお間違え

のないようにお願いします。

本日はこれで散会いたします。

【事務局長 沖田 修一】

「一同・起立・礼」・・・お疲れさまでした。

（散会：午前１１時５５分）
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令 和 ４ 年 第 ３ 回 美 郷 町 議 会 定 例 会

議 事 日 程 （ 第 ５ の 追 加 １ ）

令和４年９月１５日

午 前 １ ０ 時 開 議

追加日程第１ 議案第 66 号 工事請負契約の締結について

提案理由説明、質疑、討論、採決

追加日程第２ 議案第 67 号 令和４年度美郷町一般会計補正予

算（第５号）

提案理由説明、質疑、討論、採決

追加日程第３ 議案第 68 号 令和４年度美郷町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第３号）

提案理由説明、質疑、討論、採決
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会 議 録

令和４年９月１５日

午 前 １ ０ 時 開 議

【事務局長 沖田 修一】

「一同起立・礼」・・・おはようございます・・・御着席ください。

【議長 山本 文男】

本日もよろしくお願いいたします。

【議長 山本 文男】

ただいまの出席議員は１１名であります。

【議長 山本 文男】

これから、本日の会議を開きます。

【議長 山本 文男】

本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。

上着を脱ぎたい方は脱ぐことを許します。

【議長 山本 文男】

日程第１ 委員会審査報告を行います。

【議長 山本 文男】

認定第１号 令和３年度美郷町一般会計歳入歳出決算認定について

認定第２号 令和３年度美郷町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について

認定第３号 令和３年度美郷町介護保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について

認定第４号 令和３年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出決算認定について

認定第５号 令和３年度美郷町簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について

認定第６号 令和３年度美郷町農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算認定について

認定第７号 令和３年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計

歳入歳出決算認定について

認定第８号 令和３年度美郷町国民健康保険病院事業会計

歳入歳出決算認定について

【議長 山本 文男】

お諮りします。

認定第１号から認定第８号までの８件について一括議題とし、本案に対する令和

３年度決算等審議特別委員長の審査報告を求めたいと思います。
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これに御異議ありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

したがいまして、８件を一括議題とし、委員長の審査報告を求めます。

令和３年度決算等審議特別委員長 川村 嘉彦議員。

【決算等審議特別委員長 川村 嘉彦】

議長。

【議長 山本 文男】

決算等審査特別委員長 川村 嘉彦議員。

【決算等審議特別委員長 川村 嘉彦】

それでは、私の方から、令和４年９月７日「令和３年度決算等審査特別委員会」

に、付託されました認定第１号から第８号の８件について、会議規則第３９条の規

定に基づき、審査報告を行います。

お手元に配付の委員会審査報告書により報告いたします

委 員 会 審 査 報 告 書

令和４年９月７日「令和３年度決算等審査特別委員会」に、付託された次の議案

は、審査結果、次のとおりと決定したので、会議規則第３９条の規定により報告し

ます。

１．付託議案

認定第１号 令和３年度美郷町一般会計歳入歳出決算認定について

認定第２号 令和３年度美郷町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について

認定第３号 令和３年度美郷町介護保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について

認定第４号 令和３年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出決算認定について

認定第５号 令和３年度美郷町簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について

認定第６号 令和３年度美郷町農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算認定について

認定第７号 令和３年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計

歳入歳出決算認定について

認定第８号 令和３年度美郷町国民健康保険病院事業会計

歳入歳出決算認定について

２．審査の経過
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令和４年９月７日、８日、９日、１２日、１３日、１４日の６日間、

本委員会を開催し、副町長、教育長、各担当課長及び担当職員の出席を求め、

説明を受けた後、質疑を行い、慎重に審査を行った。

３．審査の結果

本特別委員会に付託された上記議案については、原案のとおり認定すべきも

のと決定した。

４．付記事項

（１）資源ごみ有価物の収支を明確化した契約にすること。

（２）ジビエ協議会の活動内容の精査を行い、そのことを教訓にして、ジビエ工

房の運営が軌道に乗るよう、しっかりとした取組を行うこと。

（３）職員の不幸な事案を教訓として、メンタルヘルス研修等の職員への心のケ

アに取り組んでいる。今後もしっかりとした対応を行うこと。

（４）学校での不登校やいじめがあっているとの報告を受けた。今後も関係機関

と協力して、その解消や再発防止に努めること。

（５）職員の人件費削減のため、電算システムをはじめ多くの業務を外部に委託

していると思うが、委託料が多額となっているので、内容の精査や定期的に

入札を行うなどして、委託料の削減に取り組むこと。

（６）濃厚接触者で無症状の方が、町内で新型コロナの検査が出来るようにする

ことを望む。

（７）救急患者等にも対応できるよう、受診者カルテを病院と診療所が共有でき

るよう整備を望む。

（口頭による付記事項）

（１）道路補修等の要望への対応が早く感謝する。

（２）新型コロナのワクチン接種率が高く職員の努力を評価する。

（３）町全体の滞納額が前年度と比べ約１，０８７万円減少している。

職員の日々の努力に敬意を表する。今後も公平公正な徴収をお願いする。

（４）町が関与した移住者が前年度の１２世帯２０人から２２世帯、３９人に倍

増している。職員の努力の成果が十分に見られる。

今後の取組にも期待する。

（５）伐採後の再造林率が面積で９４．８％と非常に高い。

今後も継続した推進をお願いする。

（６）水道料の収納率が向上しており評価をするが、生活困窮者もしっかりと支

払っている方がいるので、今後も公平公正な徴収に努めること。

（７）会計年度任用職員に、その職場の責任者としての職を命じている場合は

相応の手当てを支給すること。

以上で、令和３年度決算等審査特別委員会の報告を終わります。

【議長 山本 文男】

委員長の報告が終わりました。

【議長 山本 文男】

お諮りします。
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８件を一括して質疑を省略し、一括して討論を行いたいと思います。

これに、御異議ありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

したがいまして、８件を一括して討論を行うことに決定しました。

【議長 山本 文男】

これから、８件を一括して討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「討論なし」との声あり ）

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番 小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

認定第１号 令和３年度美郷町一般会計歳入歳出決算認定について、討論を行い

ます。

本案は、監査報告、委員会審査を含め、当初予算のとおり執行されているようで

すので、特段、異議はありません。

しかし、幾つかの点で意見を述べます。

令和３年度主要施策の成果に関する説明書の中身でありますが、まず第１点目は、

総務課の中で職員の死亡事件に何の記載もないことであります。今年も昨年同様、

県総務部市町村課に１名派遣というふうに記載があります。私は、宮崎県もよくこ

の美郷町に対して派遣を要請したものだというふうに受け取っておるんですけども、

昨年の件について、私の知る限りでは、このことに納得したという方に出会ったこ

とがありません。

加えて、今年のことですが、執行部の職員についても現時点では電話で事情を聞

く程度というふうに聞いて答弁がありました。この時点で説明書の中に、この職員

の死亡の件を書き込むこと、そして、問題点、今後の対応、対策を確認することが、

二度とこのようなことを起こさない補償になるというふうに考えております。

なお、庁舎内の職員については、メンタルヘルス対策を実施しているということ

でありますので、今後とも二度とああいうことが起こらないようにしっかり取り組

んでいただきたいというふうに考えます。

もう一点は、いじめ不登校問題であります。

やはりこの件についても、説明書の中に記載がないんですけども、委員会審査で

は３名の不登校児童がいて１件は解決したという話です。この経過等も記載をする

ことで、今後の予防につながり、ひいては全ての児童生徒が楽しい学校生活を送れ

るようになると確信するのであります。
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以上を申し上げまして、討論を終わります。

【議長 山本 文男】

ほかに討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、認定第１号 令和３年度美郷町一般会計歳入歳出決算認定についての

採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案に対する委員長報告は、原案認定であります。

本案は、原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、認定第１号 令和３年度美郷町一般会計歳入歳出決算認定につ

いては、原案のとおり認定されました。

【議長 山本 文男】

これから、認定第２号 令和３度美郷町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定についての採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案に対する委員長報告は、原案認定であります。

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、認定第２号 令和３年度美郷町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算認定については、原案のとおり認定されました。

【議長 山本 文男】

これから、認定第３号 令和３年度美郷町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認

定についての採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】
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本案に対する委員長報告は、原案認定であります。

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、認定第３号 令和３年度美郷町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算認定については、原案のとおり認定されました。

【議長 山本 文男】

これから、認定第４号 令和３年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算認定についての採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案に対する委員長報告は、原案認定であります。

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、認定第４号 令和３年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定されました。

【議長 山本 文男】

これから、認定第５号 令和３年度美郷町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認

定についての採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案に対する委員長報告は、原案認定であります。

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、認定第５号 令和３年度美郷町簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算認定については、原案のとおり認定されました。

【議長 山本 文男】

これから、認定第６号 令和３年度美郷町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算認定についての採決を行います。
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この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案に対する委員長報告は、原案認定であります。

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、認定第６号 令和３年度美郷町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算認定については、原案のとおり認定されました。

【議長 山本 文男】

これから、認定第７号 令和３年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計歳入

歳出決算認定についての採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案に対する委員長報告は、原案認定であります。

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、認定第７号 令和３年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会

計歳入歳出決算認定については、原案のとおり認定されました。

【議長 山本 文男】

これから、認定第８号 令和３年度美郷町国民健康保険病院事業会計歳入歳出決

算認定についての採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案に対する委員長報告は、原案認定であります。

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、認定第８号 令和３年度美郷町国民健康保険病院事業会計歳入

歳出決算認定については、原案のとおり認定されました。
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【議長 山本 文男】

お諮りいたします。

ここで、お手元に配付しておりますとおり、議案第６６号 工事請負契約の締結

について、議案第６７号 令和４年度美郷町一般会計補正予算（第５号）、議案第６

８号 令和４年度美郷町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）が提出され

ました。

【議長 山本 文男】

これを日程に追加し、追加議事日程（第５の追加１）として議題にしたいと思い

ます。

これに御異議はありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

したがいまして、議案第６６号、議案第６７号、議案第６８号を日程に追加し、

追加議事日程（第５の追加１）として、議題とすることに決定しました。

【議長 山本 文男】

追加日程を議題とします。

【議長 山本 文男】

追加日程第１ 議案第６６号 工事請負契約の締結についてを議題とします。

【議長 山本 文男】

本案について、町長より提案理由の説明と求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは議案第６６号 工事請負契約の締結についての提案理由を申し上げます。

この契約は、令和４年度 町単独単身者用住宅建設事業 単身者用住宅建設工事

であります。

去る９月７日、共同企業体５業者により指名競争入札を行った結果、議案書のと

おり、内山・金丸 建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社内山建設代表取締

役 内山雅仁と１億３，５１９万円で工事請負契約を締結するものであります。

以上、今回発注いたしました工事につきましては、予定価格が５，０００万円以

上でありますので、地方自治法第９６条第１項第５号及び美郷町議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得または処分に関する条例、第２条の規定により、議会の議

決を求めるものであります。
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以上で説明を終わります。

【議長 山本 文男】

町長提案理由の説明が終わりました。

これから、質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

参考のためにもお伺いしますけど、今度のＪＶを見てもほとんどが日向とか町外

でありまして、仕事がお金が全部、外に流れるのかなと思うんですけども、町内の

建築業者でＪＶ組んで入札をできるというそういうシステム的にはできないものか

なということをお伺いします。

【建設課長 林田貴美生】

議長。

【議長 山本 文男】

建設課長。

【建設課長 林田貴美生】

お答えします。この町内による業者の発注標準額及び契約の等級区分につきまし

ては、美郷町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指

名基準に関する要綱の中でうたってありまして、今回の建築業者なんですけれども、

町内の業者に関しましては等級がＣクラスということになっております。そのとき

の予定価格のほうが３，０００万円未満ということで定めてありますので、今回は

町内に本社を有する建築業者の受注の増大、施行技術の向上ということでこういう

特定建設業という共同企業体で入札を行ったわけです。

町内によるそういったＪＶというのは同業種の工事が集まる中ではちょっと困難

かなと考えているところでございます。

以上です。

【議長 山本 文男】

ほかに質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
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【議長 山本 文男】

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、議案第６６号 工事請負契約の締結についての採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第６６号 工事請負契約の締結については、原案のとおり

可決されました。

【議長 山本 文男】

追加日程第２ 議案第６７号 令和４年度美郷町一般会計補正予算（第５号）を

議題とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは議案第６７号 令和４年度美郷町一般会計補正予算（第５号）について、

提案理由を説明いたします。

これは、先に上程しました議案第５８号 一般会計補正予算（第４号）の送致後

に明らかになった案件に対応するため、追加して上程させていただくものでありま

す。

補正の主な内容につきまして、歳入から説明いたします。

歳出の財源としまして、財政調整基金繰入金に６３１万４，０００円を追加しま

した。

続いて歳出について説明いたします。
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総務費に６３万４，０００円を追加しました。

内容は、タブレットの購入について、品不足と円安等の影響により、製品単価が

大幅に値上がりしたため、不足する分の追加であります。

次に、農林水産業費に５４０万円を追加しました。

これは、ＪＡによる米の買い取り価格が決定したことで令和３年よりも３０キロ

グラム当たり４００円上乗せ補助をし買取り価格８,０００円を維持するもので、上

乗せ分の追加であります。

最後に、教育費に２８万円を追加しました。

これは、急遽発生した、北郷幼稚園と美郷南学園のエアコンの故障による、緊急

的な修繕費であります。

これにより、令和４年度一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ６３１万４，

０００円を追加し、８６億４０６万３，０００円となりました。

以上で、提案理由の説明を終わります。

【議長 山本 文男】

町長の提案理由の説明が終わりました。

これから、質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

まず、タブレットの件ですけども、予算説明書を見ると、どうも当初予算で付属

品の予算計上を忘れておったんじゃないかというふうに、私には読めるんですが。

それから、今、品不足なんかの問題があったんですけど、通常は契約は先にやる

もんじゃないかと思うんですけど、その辺の事情をお伺いしたいと思います。

それから、米の価格追加は非常にいい制度で今後も頑張ってほしいと思うんです

けども、今回のようなことが起これば、単価の変更が。町としては今後も基本的に

は補塡を行うというふうに考えていいのかどうか確認したいと思います。

それから、教育費です。

今回はそうでもないかもしれないんですけど、修繕箇所によっては授業等に支障

を来す可能性があるんじゃないかというふうに思っておりますけども、何かほかの

ところの予算ではいわば突破的なものに対する予備予算みたなものを組んでおるん

ですけども、教育費についてもこういった形で支障を来さないように予備的な予算

の計上も検討しておく必要があるんじゃないかと。こういったことがあるたんびに

予算計上するのは担当としても大変じゃないかと思うんですけど、その辺の考え方

をお伺いします。

【総務課長 甲斐 武彦】

議長。
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【議長 山本 文男】

総務課長。

【総務課長 甲斐 武彦】

まず、タブレットの購入の件ですけれども、タブレットにつきましては１１台、

いわゆる今、議員さんがお持ちのタブレットと同じような形で執行部もまとめてそ

ろえる予定にしておりましたけれども、今回、非常に価格の高騰等によりまして品

薄ということでなかなか購入する目途が立たなかったんですけど、今回、代理店さ

んのほうがようやく何とか、代理店自体も一気に１１台を取り扱うということはな

かなかできないということで、そこを交渉いたしまして何とか１１台の台数は確保

できたということでお聞きしたところだったんですけれども、そのときには昨年度

の当初の見積りとはまた状況が変わっておりまして非常に高騰しておるということ

でしたので、今回、補正計上させていただいたところでございます。

このタブレットにつきましては、コロナの交付金事業を使用いたしておりまして、

交付金事業につきましては付属品等につきましては当初、対象外ということでござ

いましたので、予算の計上をいたしておりませんでした。

今回、機器の単価の増加の補正と合わせまして、附属品等も同時に補正をさせて

いただいたところでございます。

以上でございます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

米の価格補塡ということでありますが、今後どうするかということでありますが、

基本的には続けていきたいなあと思っております。全国なんですけど、買取り価格

がどんどんどんどん下がってくるという状況であります。

これはやはり農家さんの下支えと、あと一つ遊休農地を増やさないというような

気持ちがありますので、皆さんと話しながら１等米８，０００円という頭でやって

ます。ですので、令和３年度は７，４００円だったということで、今年が７，００

０円ということで、当初、６００円の当初予算を計上してたということであります

が、買取り価格が４００円増えたということでありますので、今回、こういった形

にさせていただきましたが、やはり８，０００円というのいいのかどうかはちょっ

と分かりませんが、やはりそこの１等米を基準にして補塡していくべきではなかろ

うかと思っておりますので、そういう方向でさせていただきたいと。

【教育課長 鎌田 次郎】

議長。

【議長 山本 文男】

教育課長。
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【教育課長 鎌田 次郎】

議員、御質問いただきました教育費の修繕費についてのお答えをさせていただき

ます。

教育施設関係についての突発的な故障については対応できるような予算はある程

度は確保しているところなんですが、今回につきましても夏休みに入る前から調子

が悪い部分とかについての対応をしてきております。そういった辺りでの支出がご

ざいまして、今回こうした形での大きな修繕が発生したということで要求させてい

ただきました。

また、時期的なものにおいては、早急に対応が必要ということであれば、予備費

を流用させていただくとかいった対応も検討するところなんですが、今回、夏休み

お盆明けにこの故障が発生しましたので、今回このような形での要求をさせていた

だいたところです。

御指摘いただきましたとおり次年度の予算編成作業時におきましては、十分な施

設の点検等、行って予算の確保に努めてまいりたいと思います。

以上です。

【議長 山本 文男】

ほかに質疑はありませんか。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

私もこの米の補塡のことは補正予算は本当にありがたかったと思います。私もお

尋ねしようと思っておりましたが、一応もうちょっと詳しく知りたいので教えてい

ただきたいと思います。

この補正額の５４０万円という額はどういう算定基準になっているのか、今年の

米がどれくらい出荷量があるのかとか、そういうのでもしこのお金で足りない部分

が出た場合はどうするのか、そこら辺のところをお聞かせください。

【農林振興課長 松下 文治】

議長。

【議長 山本 文男】

農林振興課長。

【農林振興課長 松下 文治】

まず、当初予算で８１０万円ですが、ＪＡが買い取るなら１等米７，４００円に

６００円の上乗せをするということで、６００円の１万３，５００袋で予算を組ん

でおりました。１万３，５００袋の根拠なんですが、昨年度の実績が約１万１，０

００袋ということで２割比の増加を見込んで１万３，５００袋となっております。
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今現在の状況ですが、農協のほうの予約については８，０００袋ほどなんですけ

ども、毎年、それから８，０００袋の予約はあるんですが、それからまた２，００

０袋ほど増えてきますので、１万３，５００袋の予算であれば対応可能かなと思っ

ております。

【議長 山本 文男】

ほかに質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、議案第６７号 令和４年度美郷町一般会計補正予算（第５号）の採決

を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第６７号 令和４年度美郷町一般会計補正予算（第５号）

は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

追加日程第３ 議案第６８号 令和４年度美郷町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第３号）を議題とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。
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【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議案第６８号 令和４年度美郷町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

について、提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額の増減はなく、歳出予算の組替えを行うもの

であります。

内容につきましては、今般、国民健康保険の被保険者１名が平成２０年１０月に

さかのぼって国保の資格を喪失した事例があり、当該被保険者への保険税還付金及

び還付加算金として、予算の組替えを行うものです。

これは、国保の資格を喪失する際に、国民健康保険法で「届け出なければならな

い」とされている世帯主から町に対する届出が当時なされていなかったことによる

もので、返還額につきましては、地方税法の規定により平成３０年度以降の分とな

ります。

歳出予算につきましては、保険税還付金として６７万９，０００円、還付加算金

として２万１，０００円をそれぞれ追加し、それに伴う減額分として、基金積立金

を７０万円減額しております。

以上で説明を終わります。

【議長 山本 文男】

町長の提案理由の説明が終わりました。

これから、質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、議案第６８号 令和４年度美郷町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。
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【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第６８号 令和４年度美郷町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

日程第２ 議員派遣についてを議題といたします。

会議規則第１２９条第１項の規定により、議員を派遣しようとするときは議会の

議決でこれを決定するとなっております。

本定例会以降の令和４年１２月までの議会を代表する各種委員につきましては、

お手元に配付しました名簿のとおり選出したいと思います。

なお、日時、場所等については、議長に一任願いたいと思いますが、これに御異

議はございませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

したがいまして、議会を代表する各種委員は、別紙のとおり選任することに決定

しました。

【議長 山本 文男】

日程第３ 閉会中の委員会活動の申出についてを議題といたします。

【議長 山本 文男】

お手元に配付のとおり、議会運営委員長・総務厚生常任委員長・文教産業常任委

員長から、それぞれ申出が提出されております。

【議長 山本 文男】

お諮りします。

会議規則第７５条の規定により、閉会中の調査・研究の申出がありました。

申出のとおり、決定することに御異議ございませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

よって、閉会中の審査につきましては、申出のとおり決定しました。

【議長 山本 文男】
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ここで、町長から発言の申出がありましたので、これを許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは、貴重な時間をおかりしまして、９月議会定例会のお礼を一言、申し上

げます。

この会期中に４個の台風が発生をいたしました。台風１４号の動きが心配であり

ます。農作物の被害はもとより大きな災害を発生することなく通過することを祈る

ばかりであります。９月は台風の発生件数が多い月でもありますので、これからも

常在危機意識を持って対処してまいります。

さて、この定例会で報告５件、議案１４件、認定８件、そして本日３件の追加議

案を提案させていただきました。９月２日から本日までの１４日間の日程で慎重に

審議いただき、全議案可決をいただきましたことに感謝を申し上げます。

特に、９月議会定例会は決算議会ともいわれますが、令和３年度一般会計歳入歳

出決算、６つの特別会計歳入歳出決算並びに国民健康保険病院事業会計歳入歳出決

算について、全ての会計において認定をいただき、誠にありがとうございます。こ

のことは正職員、会計年度任用職員を問わず全職員一人一人が与えられた仕事を理

解し、また、やるべきことをしっかりと遂行した賜物と思います。

町の活性化は職員の総合力が大きく関わってくると思っております。職員をほめ

ていただければ幸いであります。付記事項が７件、口頭による付記も付きましたが、

真摯に受け止めまして対応してまいります。

一般質問では８名の議員の皆様から質問をいただきました。全てが重要案件であ

ると認識をしております。今後を見据えた中で対応すべき事項がほとんどですので、

議員各位と協議しながら進めてまいりたいと考えております。

新型コロナウイルス感染症でありますが、世界的大流行について、世界保健機構

のデドロス事務局長は、「まだ到達していないが、終わりが視野に入ってきた」と言

っております。元の生活に戻る日もそう遠くないのかもしれません。

がしかし、今までどおり新しい生活様式を実践し感染防止と経済の回復を同時に

行う必要があります。行政と議会が一体となり、町民の福祉の向上のため常に同じ

方向でアクセスとブレーキを適切に踏んでいただければ幸いであります。

結びに、議員各位の御健勝を御祈念申し上げまして、９月議会定例会のお礼の言

葉とさせていただきます。ありがとうございました。

【議長 山本 文男】

議長としまして、一言、お礼を申し上げます。

９月定例会が閉会を迎えました。執行部、議員各位の御理解、御協力に対しまし

て心から感謝を申し上げます。

本定例会では、令和３年度の決算審査が行われ、各課から取り組んだ事業の効果

などの説明を受け、慎重に審議、議論し、決算の認定となりました。

監査意見からは、「委託料に改善すべきと考えられる事項がある」との指摘があり
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ました。また、議会からも、幾つかの事項を付記することになりました。今後の予

算編成や行財政運営に反映させていただきますよう期待いたします。

議員必携にはこう書かれております。

「議員の一言一句はとりもなおさず住民の意見であり、住民からの声である。議

員が行う質問や質疑討論は同時に住民の疑問であり意見であり、表決において投ず

る１票は住民の立場に立っての真剣な１票でなければならない」と書かれています。

私たちとしても、議会力、議員力を上げながら、住民に寄り添った議会を目指し

て活動していきたいと考えております。

以上、簡単ですが、令和４年第３回美郷町議会定例会の終わりに当たっての私か

らの挨拶とさせていただきます。

お疲れさまでした。

【議長 山本 文男】

これで、本日の日程は全部、終了しました。

会議を閉じます。

以上をもちまして、令和４年度第３回美郷町議会定例会を閉会いたします。

【事務局長 沖田 修一】

「一同・起立・礼」・・・・お疲れさまでした・・・・。

（閉会：午前１０時４６分）


